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研究要旨 

新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における感染症拡大時の看護人材確保についてのプロセ

ス及び事前の体制整備等について実態を把握するとともに課題を明確にすることを目的とした。都

道府県、政令指定都市・中核市・保健所設置市・特別区（保健所政令市等）、都道府県看護協

会、日本看護協会の新型コロナウイルス感染症に関する看護職員の人材調整担当者または経験

者を対象としたアンケート調査、また、アンケート結果から看護職の人材調整件数が多い、ま

たは感染拡大の事前の備えが効果的だった等の特徴がみられた機関にヒアリング調査を行っ

た。 

都道府県対象調査では医療機関、保健所ともに都道府県内での人材調整経験が多かったが、他

都道府県への人材調整経験もみられた。回答が多かった調整内容について、医療施設は「医療機

関間の派遣調整」、保健所は「常勤保健師の派遣」の回答が多かった。保健所政令市等対象の調査

では、医療施設の人材調整経験は少ないが、保健所の当該自治体内の人材調整経験があり、調整内

容は「常勤保健師の派遣」の回答が多かった。都道府県看護協会対象の調査では、医療施設で都道

府県内、他都道府県への人材調整の経験がみられ、保健所での調整は都道府県内の人材調整経験

のみであった。調整内容は、医療施設では「感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調

整」、保健所における調整では「潜在看護職の紹介」だった。新型コロナウイル感染症拡大時、都

道府県、保健所政令市等、都道府県看護協会は、管轄エリアで人材リソースの活用や既存業務のノ

ウハウを生かした看護職人材確保に尽力していた。また、都道府県は、医療体制整備や市町村を包

括する広域の地方自治体の機能を備えていることから、看護師・保健師両方の人材調整に携わり、

保健所政令市等および都道府県看護協会に対して、組織の枠を超えた連携を図っていたことが考え

られた。看護人材確保で困難だったことについて、特定の感染管理認定看護師へ感染対応の集中、

採用までの手間、調整の指揮担当者の不足、財源確保や契約までの調整困難等が挙げられ、調整力

を高めるための人材育成、平時からの各機関間での協定締結等の検討の必要性が考えられた。 

人材調整担当者の役割について、都道府県や保健所政令市等の地方自治体では医療機関等の関係

者への協力要請や在宅療養者支援等のより現場に密接に関わる調整を役割とし、都道府県看護協会

は看護職リスト作成や派遣要請内容とのマッチング、派遣する看護職の不安軽減等、派遣を円滑に

する調整を役割としていた。具体的な看護職確保策について、主に都道府県と当該地域看護協会

（以後、看護協会）で協定、事業委託契約を結び、都道府県が都道府県県内の派遣要望を取りまと

めて看護協会へ派遣を依頼し、看護協会は eナースセンター等を介して未就業看護師の確保、調整

を行っていた。また、確保した看護職の雇用として、都道府県や保健所政令市等の職員、看護協会

職員として一時雇用し派遣していた事例もあった。 
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Ａ．研究目的 

2019 年 12 月に中国の武漢市で最初の事例

が確認された新型コロナウイルス感染症（以

後、COVID-19）は、2020 年 3 月にパンデミッ

クが宣言され、2022 年 4月 3 日時点で、累計

4 億 8900万人の症例報告と 600 万人を超える

死亡が確認されている（WHO, 2021）。COVID-

19 の世界的な流行により、医療現場において

感染症対策のため手厚い看護提供体制が必要

とされ（武村ら, 2020）、病床数を超える感染

症患者に対応するための宿泊療養施設や臨時

の医療施設への看護職の人材確保が必要と

なった。加えて、医療施設以外でも、自宅療養

者へのケア、保健所業務に対応する看護職の

人材確保が必要となり、増大する業務に対応

可能な看護職員の確保に苦慮したことが報告

されている（日本看護協会，2021a）。 

ある大規模病院における看護職の人材確保

においては、看護部に COVID-19チームを組織

し、看護業務の優先順位を調整し、流動的な人

員配置や事前のトレーニングを実施すること

で、緊急的な管理に成功したとの報告がある

（Liu et al, 2020）。しかし、最前線でケア

にあたった施設のスタッフは、自身と家族へ

の感染への懸念や精神的負担、バーンアウト

を経験し（White et al, 2021）、これらの理

由から離職が進み（Faghanipour et al, 2020）、

施設利用者の増大するニーズに対処する十分

なスタッフがおらず、特に看護師や准看護師

といったライセンスをもつスタッフの確保が

困難となっていることも指摘されている

（Quigley et al, 2020）。日本において、平

時からの看護人材確保については、都道府県

や保健所設置自治体の行政単位で、看護人材

の需給を検討し、様々な事業を展開している。

しかし、COVID-19 流行下においては、病院を

はじめとする福祉および介護施設・事業所、保

健行政内の看護人材の不足という課題が発生

し、今までの対応では供給が追いつかず、厚生

労働省が 2020 年度、日本看護協会に看護職の

派遣調整事業を依頼した。それに伴い、日本看

護協会はナースセンターによる潜在看護職に

対する宿泊療養施設等への就業支援や、都道

府県看護協会と日本看護協会が連携した看護

職の県内および県外からの看護職派遣の仕組

みの構築に基づき感染拡大地域への派遣調整

を実施する対策等が行われた。さらに、国が公

立病院や関係団体に看護職の広域応援派遣を

要請し、看護職の派遣調整が行われた。 

これらより、地域の限られた医療資源であ

る看護職の人材確保は喫緊の課題であるとと

もに、上述した都道府県や保健所設置自治体

や日本看護協会及び都道府県看護協会による

対策の結果について振り返る必要があると考

える。そのため都道府県や保健所設置自治体

の看護人材確保担当課、日本看護協会及び都

道府県看護協会に調査をする必要がある。 

 そこで本事業は、地域における感染症拡大

時の看護人材確保についてのプロセス及び事

前の体制整備等について実態を把握するとと

もに課題を明確にすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究は、1．都道府県、政令指定都市・中核

市・保健所設置市・特別区、日本看護協会、都

道府県看護協会を対象にしたアンケート調査、

2．人材調整等について詳細な内容を明らかに

するためのヒアリング調査を行い、各調査結

果からCOVID-19流行下における看護職確保及

び人材調整について、総括的に課題を考察し

た。 

以下、各調査の方法について述べる。 

 

1．COVID-19感染拡大時の地域における看護職

確保及び人材調整の実態：アンケート調査 

都道府県（47カ所）、政令指定都市・中核市・

保健所設置市・特別区（保健所政令市等）（1

10カ所）、都道府県看護協会（47カ所）、日本

看護協会のCOVID-19に関する看護職の人材担

当者または経験者205名に対し、アンケート調

査を行った。 

調査項目は、①感染対策ガイドライン整備

と周知方法、②平時の地域の医療施設ネット

ワークと医療施設との連携体制、③感染拡大

時の医療施設における看護人材確保・派遣の

実態、④感染拡大時の保健所における看護人

材確保・派遣の実態、⑤コロナ禍の看護職員確

保体制整備と効果的だった取り組み、⑥平時

からの看護職の復職支援と感染拡大時に効果

的だった取り組みとした。なお、感染拡大時と

は、2020～2021年のCOVID-19感染拡大時と定

義して尋ねた。 

調査期間は2022年10月～11月とした。 

数値データについては単純集計し、自由記

載については意味内容を損なわないように文

章を整理した。 

 

2．COVID-19感染拡大時における看護職確保及

び人材調査の実態：ヒアリング調査 

2022年10月～11月に実施したアンケート調
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査の回答施設76施設から、多数の人材調整、効

果的な事前の備え、自都道府県内で調整が完

結した機関、他機関への派遣を調整した機関

等、特徴のある対象候補機関を選定し、メール

または電話にて調査依頼を行った。その結果、

ヒアリング調査に同意の得られた都道府県2

機関、保健所政令市等3機関、都道府県看護協

会4機関、日本看護協会の計10機関を対象とし

た。 

インタビュー内容は、①人材調整担当者の役

割、②看護職確保策の具体的な内容およびプ

ロセス、③感染拡大前の事前の備え、④現状の

課題や改善例とした。 

人材確保・調整に対する課題の明確化の視

点で、「人材担当者の役割」「看護職確保策」

「感染拡大時前からの備え」について内容分

析を行った。 

調査期間は2022年12月～2023年1月とした。 

 

3．倫理的配慮 

アンケート調査について、調査に関する説

明文書に調査の趣旨、調査協力の自由意思の

保障、匿名性の確保、本研究の目的以外に使用

せず結果は論文等で公開すること等を明記し、

アンケート用紙の調査協力同意欄にチェック

が確認できたもののみを対象とした。 

ヒアリング調査について、調査に関する説

明文書に調査の趣旨、調査協力の自由意思の

保障、匿名性の確保、本研究の目的以外に使用

せず結果は論文等で公開すること等を口頭で

説明し、調査協力へ同意書が得られた機関を

対象とした。 

横浜市立大学の人を対象とする生命科学・

医学系研究倫理委員会の承認を得て行った（F

220800064）。 

 

Ｃ．研究結果 

1．新型コロナウイルス感染拡大時の地域にお

ける看護職確保及び人材調整の実態：アン

ケート調査 

アンケート調査の回収は、都道府県45件、保

健所政令市等26件、都道府県看護協会36件、日

本看護協会、合計108件（回収率52.7％）、そ

のうち都道府県で同意欄にチェックの無い1

件を除く107件を分析対象とした。 

1）都道府県 

（1）人材確保ならびに感染対策体制 

看護職員の人材確保業務の担当は人材確保

部門27件（64.3％）で回答が多く(表2)、感染

対策ガイドライン整備・周知は厚生労働省か

ら入手し医療施設へ伝達30件（68.2％）の回答

が多かった(表3)。 

日頃から取り組んでいる医療施設間ネット

ワークでは、医療機関連絡会議等の多医療機

関が一同に会す会議が多く挙げられ、その他

の意見としては新型コロナウイルス感染制御

ネットワークによる連携体制、派遣可能な医

療者のリスト化等が挙げられていた(表4)。都

道府県が構築している医療施設との連携体制

についても同様に医療機関連絡会議等の多医

療機関が一同に会す会議等の連携体制の構築

の意見が多くみられた。その他の意見として、

医師会、医療機関等と協定の締結、入院コー

ディネータの設置、医療情報共有のためのシ

ステムなどが挙げられていた(表5)。 

（2）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

都道府県内の人材確保の経験は 32 件

（72.7％）で、調整件数の平均は 93.8±166.7

件、人材派遣平均数は 344.4±699.8 件であっ

た。他都道府県からの人材確保の経験は 6 件

（13.6％）、調整件数の平均は87.8±112.4件、

依頼授受都道府県の平均は 21.7±18.1、人材

派遣数の平均 440.8±479.4 件であった。他都

道府県への派遣の経験は 17 件（38.6％）、調

整件数の平均 3.4±2.6 件、依頼授受都道府県

は平均 7.6±17.0、人材派遣数の平均は

67.1±73.7 件であった(表 6)。 

都道府県内における調整内容は「医療機関

間での派遣調整」18件（56.3％）、感染看護に

関する認定・専門看護師による相談調整」11件

（34.4％）、「看護教員の派遣調整」6 件

（18.8％）、他都道府県からの派遣では「医療

機関間での派遣調整」3（50.0％）、「看護教員

の派遣調整」件（33.3％）、他都道府県へ派遣

では「都道府県常勤看護職員の派遣」8 件

（47.1％）であった。派遣先依頼内容では、都

道府県内では「相談窓口の明確化」7件（21.9）、

他都道府県からは「多様なシフトの検討」3件

（50.0％）、他都道府県への派遣では「宿泊場

所の手配・費用補助」7件（41.2％）が多い回

答だった。 

仲介依頼先では、都道府県内は「都道府県

ナースセンター」10件（31.3％）、他都道府県

からの派遣では「都道府県ナースセンター」

「都道府県看護協会」等 4 項目に回答があり

各 1 件(16.7％）、他都道府県への派遣は「都

道府県ナースセンター」「県内病院へ照会」各

2 件(11.8％）であった。連携組織について、

都道府県内、都道府県からの派遣、他都道府県
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への派遣ともに「都道府県看護協会」21 件

（65.6％）、3件（50.0％）、2 件(11.8％）の回

答が多かった。 

医療施設における看護人材確保・派遣の充

足 率 に つ い て 、 都 道 府 県 内 は 平 均

91.7±21.8 ％ 、 他 都 道 府 県 か ら は

31.7±28.7％、他都道府県へは 61.7±22.2％

であった(表 7)。 

 

（3）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

都道府県内での経験は 34 件（77.3％）、調

整平均 207.9±421.4 件、人材派遣数の平均は

1859.9±2768.4 であった。他都道府県からの

人材確保経験は 3 件（6.8％）、調整平均

2.0±1.4 件、依頼授受都道府県平均 2.0±1.4

件、人材派遣平均 41.0±56.6 件であった。他

都道府県への派遣では、経験は16件（36.4％）、

調整平均 3.2±2.7 件、依頼授受都道府県平均

3.3±2.8 件、人材派遣平均 27.1±38.4 であっ

た(表 8)。 

調整内容では、都道府県内で回答が多かっ

た項目は、「都道府県常勤保健師の派遣」22 件

（64.7％）、他都道府県からでは「都道府県常

勤保健師の派遣」「IHEAT 登録者の派遣調整」

「感染症看護に関する認定・専門看護師によ

る相談調整」が各 1件（33.3％）だった。他都

道府県への派遣で回答が多かった項目は「都

道府県常勤保健師の派遣」13 件（50.0％）で

あった。派遣先依頼内容について、都道府県内

で回答が多かった項目は、「相談窓口の明確化」

12 件（35.3％）、「強みに応じた役割分担」12

件（35.3％）であった。他都道府県では「相談

窓口の明確化」「通勤時の交通手段の確保」「健

康観察・感染管理体制強化」が各１件 33.3％

であった。他都道府県への派遣では「相談窓口

の明確化」6 件（37.5％）の回答が多かった。 

仲介依頼先について、都道府県内では「都道

府県ナースセンター」10 件（29.4％）の回答

が多かった。他都道府県からの仲介の回答は

なく、他都道府県へでは「都道府県ナースセン

ター」「民間職業紹介事業者」「国」「厚生労働

省」が各１件 6.3％の回答がみられた。連携組

織について、都道府県内は「都道府県看護協会」

19件（55.9％）、次いで「市区町村」17件（50.0％）

であった。他都道府県からは「厚生労働省」１

件 33.3％のみの回答であった。他都道府県へ

の連携組織で回答が多くみられた項目は、「厚

生労働省」13 件（81.3％）であった。 

保健所における看護人材確保・派遣の充足

率は、都道府県内では平均81.1±18.7％、他都

道府県からは70.0％、他都道府県へでは78.0

±25.7％であった(表9)。 

（4）看護職人材確保の取り組み 

①COVID渦の看護職確保体制整備 

COVID 禍における体制について回答が多く

みられた項目は「ナースセンターからの職業

紹介」33件（75.0％）、次いで「応援体制に関

する都道府県看護協会と都道府県との協定」

18 件（40.9％）、「e-ナースセンターの求人登

録者に復職医ら依頼の一斉送信依頼」17 件

（38.6％）であった。取り組みに対して効果が

あったと回答した割合が高かった項目は、「派

遣元機関同士等の調整を都道府県で一元化的

に行う体制構築」88.9％、「平時から医療機関

等に他施設へ派遣できる看護職のリスト化を

要請」69.2％、「ナースセンターからの職業紹

介」60.6％であり、1 名の回答の項目は、「国

や全国自治会と連携した派遣要請」「保健所支

援において保健師 OB の活用」以外は効果が

あったと回答していた(表 10)。 

②平時からの看護職の復職支援 

平時からの看護職復職支援で、回答が多

かった項目は「最新の看護の知識と技術を獲

得し、職場復帰を容易にするための研修開催」

42件（95.5％）、次いで「就業相談」41件（9

3.2％）、次いで「未就業、退職看護職の実態

と就業希望条件の把握」32件（72.7％）であっ

た。取り組みに対して効果があったと回答し

た割合が高かった項目は、「最新の看護の知識

と技術を獲得し、職場復帰を容易にするため

の研修開催」59.5％、「未就業、退職看護職の

実態と就業希望条件の把握」59.4％、次いで

「就業相談」48.8％、であった（表10）。 

（5）看護職確保で役立ったこと・困難だった

こと 

役だったことの意見には、研修事業による協

力体制などの日ごろからのつながり、医療機関

と繋がりのある県看護協会へ派遣業務の委託等

の意見があった。一方で困難だった場面では、認

定看護師、専門看護師の負担の集中、人材登録者

の勤務条件（時間等）と保健所の要望の不一致、

派遣に関する調整費の工面などであった（表11）。 

 

2）保健所政令市等 

（1）人材確保ならびに感染対策体制 

医療機関の看護職員人材確保担当部署に

ついて、感染症対策部門 11件（44.0％）が最

も多かった(表 13)。 

感染ガイドライン整備・周知について、「厚

生労働省からガイドラインを入手し医療施設
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へ伝達」が 23 件（88.5％）、次いで「専門学会

から入手し医療施設へ伝達」4 件（15.4％）が

多かった（表 14）。 

日頃から取り組んでいる医療施設間のネッ

トワークは、感染加算 1 の病院を中心とした

ネットワーク会議の開催、病院連絡会等の会

議の出席、医師会との情報交換が挙げられて

いた(表 15)。保健所政令市等が構築している

医療機関との連携体制では、認定看護師と関

係性を築き、認定看護師や専門看護師との施

設のラウンド、情報を一斉配信できるよう

メーリングリストの作成、入院待機者への支

援ネットワークの構築が挙げられていた(表

16)。 

（2）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

医療施設における人材確保・派遣の経験は、

自治体内の人材確保経験有が 2件（8.7％）以

外ほとんどなく(表 17)、回答のあった調整内

容項目は、「保健所政令市等常勤看護職員の派

遣」「医療機関間での派遣調整」といった自治

体内の調整であった(表 18)。 

（3）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

保健所における人材確保・派遣の経験につ

いて、自治体内では15件（60.0％）、平均調整

件数は2.0±1.4件、平均人材派遣数は2205.9

±2850.3であった。他保健所政令市等からで

は4件（16.7％）、他保健所政令市等からの人

材確保では、平均調整件数は1.5±0.7件、依頼

授受自治体は、他自治体からは3機関とも1件

で、人材確保平均件数は135.5±177.5件で

あった。他自治体への派遣調整経験は3件（12.

5％）、調整平均件数は1.0±0.0件、依頼授受

自治体は1.0±0.0件、人材派遣平均数は33.7

±11.4人であった（表19）。 

調整内容については、保健所政令市等内で

は「保健所政令市等常勤保健師の派遣」12 件

（80.0％）と回答が多く、次いで「看護教員の

派遣調整」8件（53.3％）であった。他自治体

からではすべての回答者が「自治体常勤保健

師」の調整を行ったと回答しており 3 件

（100.0％）、他の回答では「看護教員の派遣調

整」「都道府県 DMATチーム」に回答があった。

他自治体への派遣では「自治体常勤保健師の

派遣」3 件（100.0％）の回答のみであった。

派遣先依頼内容については、自治体内では「強

みに応じた役割分担」6件（40.0％）の回答が

多く、次いで「多様な勤務シフトの検討」4件

（26.7％）であった。他自治体からの人材確保

においても「強みに応じた役割分担」3 件

（75.0％）の回答が多かった。他自治体への派

遣では「相談窓口の明確化」「強みに応じた役

割分担」「派遣者への研修」に各 1 件(33.3%)

の回答があった。 

仲介依頼先について、自治体内では「民間職

業紹介事業者」8件（53.3％）の回答が多かっ

た。他自治体からの確保では「都道府県」2件

(50.0％）の回答があり、他自治体への派遣で

は「指定都市市長会」1 件(33.3％）の回答が

あった。連携組織について、自治体内では「都

道府県看護協会」3件（20.0％）と回答が多く、

他自治体からの確保では「都道府県」3 件

（75.0％）、他自治体への派遣では回答はな

かった。 

保健所における充足率について、自治体内

では平均78.1±25.4％、他自治体からの確保

では平均90.0±14.1％、他自治体への派遣で

は1件の回答で100％であった(表20)。 

（4）看護職人材確保の取り組み 

①COVID禍の看護職確保体制整備 

「派遣会社との契約・依頼」3 件（12.0％）

が最も多い回答だった。回答があった取り組

みのうち、該当ありと回答した全員が効果が

あったと回答した項目は、「各医療関係職の職

能団体や病院団体等と事前に協議・調整」「派

遣元機関同士等の調整を自治体で一元化的に

行う体制構築」「ナースセンターからの職業紹

介」「新型コロナウイルス感染関連相談窓口の

開設・メール相談受付」であった（表 21）。 

②平時からの看護職の復職支援 

「研修情報・看護学校などの情報発信」3件

（12.0％）が最も多い回答だった。 

回答があった項目のうち、効果があったと

回答があった項目は、「研修情報・看護学校な

どの情報発信」、「最新の看護の知識と技術を

習得し、職場復帰を容易にするための研修開

催」、「就業相談」、「新しい医学・看護に関する

情報提供」であった（表 21）。 

（5）看護職確保で役立ったこと・困難だった

こと 

看護職確保で役立ったこととして、予算立

てし平時からの派遣雇用、県DMATチームの一定

期間保健所の応援、日頃の職員同士のネット

ワーク等が挙げられた。一方で困難だった場面

では、人材の質にばらつき、財源確保と契約まで

の調整、通常業務運営と感染対策業務の併任な

どであった（表22）。 

 

3）都道府県看護協会 
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（1）人材確保ならびに感染対策体制 

看護職人材確保業務を担当していた部署は

「ナースセンター」22件（56.4％）の回答が多

く（表24）、感染対策ガイドライン整備・周知

方法は「日本看護協会から入手し医療施設へ

伝達」24件（61.5％）、次いで「厚生労働省か

ら入手し医療施設へ伝達」23件（59.0％）が多

かった（表25）。 

日ごろから取り組んでいる医療施設間ネッ

トワークでは、様々な会議の出席をはじめ、看

護協会間や看護管理者のネットワークを構築

し、認定看護師との交流を持ち、リソースナー

ス講師派遣を行っていた（表 26）。医療施設と

の連携体制では、病院管理者のメーリングリ

ストの作成が挙げられていた。また、応援可能

な病院に事前に登録する仕組みを構築してい

るとの意見もあった（表 27）。 

（2）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

医療施設における看護職の人材確保・調整

について、都道府県内での経験は 27 件

（69.2％）、調整平均件数は112.7±167.7件、

人材派遣平均数は 5.0±6.1 人であった。他都

道府県からの人材確保では 4 件（10.3％）が

経験有と回答し、調整平均件数は 1.0 件、依

頼授受都道府県数は 36.0±6.1、人材派遣平均

数は 195.0±176.0 人であった。他都道府県へ

の派遣の経験は 23 件（59.0％）、調整平均件

数は 1.9±2.2 件、依頼授受都道府県は平均

7.0±3.1 件、人材派遣平均数は 21.1±43.9 人

であった（表 28）。 

調整内容については、都道府県内で回答が

多かった項目は、「感染症看護に関する認定・

専門看護師による相談調整」14 件（51.9％）、

次いで「医療機関間での派遣調整」13 件

（48.1％）、「潜在看護職の紹介」12件（44.4％）

であった。他都道府県からでは「医療機関間で

の派遣調整」4件（100.0％）、他に「看護協会

による非看護職員雇用上げ派遣」や「看護教員

の派遣調整」の回答もあった。他都道府県への

派遣では、「看護協会による非看護職員雇用上

げ派遣」11 件（47.8％）の回答が多く、次い

で「看護協会常勤看護職員の派遣」7 件（33.3％）

であった。派遣先への依頼内容については、都

道府県内では「相談窓口の明確化」11 件

（40.7％）が多く、次いで「多様な勤務シフト

の検討」9 件（33.3％）、他都道府県からの確

保では「相談窓口の明確化」「強みに応じた役

割分担」「多様な勤務シフトの検討」など 7項

目の回答があった。また、他都道府県への派遣

では、「宿泊場所の手配・費用補助」12 件

（52.2％）、次いで「相談窓口の明確化」10件

（43.5％）であった。 

仲介依頼先では、都道府県内、他都道府県か

らの確保、他都道府県への派遣、ともに「都道

府県ナースセンター」の回答が多かった 14件

(51.9％)、3件(75.0％)、6件(26.1％）。連携

組織では都道府県内は「日本看護協会」21 件

（77.8％）の回答が多く、他都道府県からの確

保も 4件（100.0％）であった。他都道府県へ

の派遣では「市区町村」との連携が 21 件

（91.3％）であった。 

医療施設における充足率について、都道府

県内では平均 81.3±27.1％、他都道府県から

の確保では平均 61.9±33.9％、他都道府県へ

の派遣は 90.4±23.7％であった（表 29）。 

（3）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

保健所における看護人材確保・派遣につい

て、他都道府県からならびに他都道府県への

調整経験ありの回答はなかった。都道府県内

については 29件（78.4％）が経験有と回答し

た。都道府県内における平均調整件数は

976.5±3409.4 件 、 平 均 人 材 派 遣 数 は

823.9±1444.5 人であった（表 30）。 

都道府県内の調整内容について、回答の多

かった項目は「潜在看護職の紹介」26 件

（89.7％）、他に回答があった項目は「看護協

会常勤保健師の派遣」「IHEAT 登録者の派遣調

整」「看護教員の派遣調整」「感染症看護に関す

る認定・専門看護師による相談調整」「事前登

録者の紹介」「看護協会に非常勤として雇用」

であった。派遣先への依頼内容については、

「多様な勤務シフトの検討」11 件（37.8％）

の回答が多く、次いで「強みに応じた役割分担」

9件（31.0％）、「派遣者への研修」8件（27.6％）、

「相談窓口の明確化」7件（24.1％）であった。 

仲介依頼先は、都道府県ナースセンターが

22 件（75.9％）と多く、他に回答があった項

目は「協会の総務課」、また「仲介を通さず直

接」との意見もあった。連携組織では「都道府

県」21 件（72.4％）の回答が多く、次いで「市

区町村」7件（24.1％）であった。 

保健所における充足率について、平均

88.7±21.9％であった（表 31）。 

4）看護職人材確保の取り組み 

①COVID禍の看護職確保体制整備 

回答が多かった項目は「ナースセンターか

らの職業紹介」38件（97.5％）、次いで「日本

看護協会からの事業委託」36件（92.3％）、「e
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ナースの求職登録者に復職依頼の一斉送信」3

4件（87.2％）であった。効果があったと回答

したものが多い項目は、「ナースセンターから

の職業紹介」30件（78.9％）、次いで「所在都

道府県からの事業委託」23件（74.2％）、「e

ナースの求職登録者に復職依頼の一斉送信」2

1件（61.8％）であった。 

②平時からの看護職の復職支援 

平時からの看護職の復職支援として、すべ

ての回答者が「就業相談」39件（100.0％）を

行っていた。次いで多かった項目は、「最新の

看護の知識と技術を獲得し、職場復帰を容易

にするための研修開催」38件（97.4％）、「未

就業、退職看護職の実態と就業希望条件の把

握」29件（74.4％）であった。効果があったと

項目の中で回答が多い項目は、「未就業、退職

看護職の実態と就業希望条件の把握」22件（7

5.9％）、「最新の看護の知識と技術を獲得し、

職場復帰を容易にするための研修」27件（71.

1％）％、「潜在看護職個人のキャリアの把握」

20件（66.7％）％、「就業相談」20件（51.3）％

であった（表32）。 

（5）看護職確保で役立ったこと・困難だった

こと 

看護職確保で役立ったこととして、潜在看

護職『新型コロナウイス感染症対応看護職ス

キルアップ研修』受講者から施設短期雇用の

採用につながったこと、プラチナナース登録

制度による人材確保、看護知識・技術を習得す

る研修を修了した『応援看護職』の育成等の意

見があった。一方で困難だった場面では、突発

的人材確保対応困難、ナースセンターでの求

人登録と採用までに時間を要すること等の意

見があった（表 33）。 

 

4）日本看護協会 

感染拡大時の看護職の人材確保業務を担当

している部署は「感染対策部門」であり、その

他に健康政策部門も担当していた。感染対策

ガイドライン整備・周知方法は、「厚生労働省

から入手し医療施設へ情報提供」、「専門学会

から入手し医療機関へ情報提供」「感染専門家

アドバイザー（感染管理認定看護師等）入手し、

医療施設へ伝達」「独自で作成し、医療施設へ

情報提供」の全ての項目が該当していた。 

医療施設間ネットワーク構築のための取り

組みとして、「看護管理の組織代表との会議」

「各職能委員会の設置」を実施していた。また、

各都道府県看護協会間の広域支援を円滑にす

るためには「定期的な会議」との意見があった。 

（1）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

感染拡大時における人材支援・調整数は 101

件、依頼授受都道府県は 3 件、人材派遣数は

503 人であった。支援・調整内容で該当した項

目は、「看護協会常勤看護職員の派遣」、「複数

都道府県看護協会間の看護職員の派遣調整」

「医療機関間での広域派遣調整」「感染症看護

に関する認定・専門看護師による広域相談」

「その他認定・専門看護師による広域相談調

整」「看護管理経験者による広域相談調整」で

あった。 

派遣先に依頼した内容について、「宿泊場所

の手配・費用補助」「通勤時の交通手段の確保」

であった。仲介依頼先では「都道府県ナースセ

ンター」、連携した組織は「都道府県看護協会」

「厚生労働省」「都道府県」「市町村」の全てに

該当していた。 

（2）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

保健所における看護人材確保・派遣につい

ての経験はなかった。 

（3）看護職の人材確保対策の取り組み 

①COVID 禍の看護職確保体制整備 

12 の全ての選択が該当し（資料１p17）、そ

のうち効果のあった取り組みは「重症患者ケ

ア管理ができる看護職の育成体制」「ナースセ

ンターからの職業紹介」「e ナースセンターの

求職登録者に復職依頼の一斉送信」「都道府県

看護協会への助言」の 4項目であった。 

②平時からの看護職の復職支援 

平時からの取り組みでは 8 項目すべてが該

当し（資料１p17）、そのうち効果のあった取り

組みは、「未就業、退職看護職員の実態と就業

希望条件の把握」「研修情報・看護学校などの

情報発信」「メンタルヘルス相談窓口設置」で

あった。 

 

2．COVID-19感染拡大時における看護職確保及

び人材調査の実態：ヒアリング調査 

1）人材調整担当者の役割 

担当者の役割は、機関により異なっていた。

行政に携わる担当者は、「既存・新規事業の検

討」「事業実施体制の整備」といった他機関へ

委託する事業整備、「宿泊療養施設の人材確

保・調整」「在宅療養者支援などの実務」といっ

た現場対応の役割があり、広域機能を持つ都

道府県と現場対応が主となる保健所政令市等

によって異なっていた。都道府県看護協会と

日本看護協会についても同様の関係性が見え
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た。日本看護協会は「国との連携事業の調整」

「都道府県看護協会への応援派遣に関する情

報提供」が挙げられ、都道府県看護協会はその

事業の委託を受け、「委託事業の検討、都道府

県との調整」、確保に向けた「看護職リストの

作成」「要請内容と雇用希望とのマッチング」、

潜在看護職への技術支援として「派遣看護職

への説明とオリエンテーション」「業務手順マ

ニュアル作成」の役割を担っていた。 

2）看護職確保策の具体的内容とプロセス 

看護職確保のプロセスは、各派遣先によっ

て異なり、特徴的な内容では「各医療機関：

メールあるいは電話にて要請」、「独自の人脈：

個人の人脈を活用し電話を掛ける」であった。

ただ、これらメール、電話での確保では、時間

と手間がかかっていた現状があった。機関を

またいだプロセスでは、都道府県はクラス

ター発生の情報を受け、保健所・県の感染対策

課を経由し、都道府県看護協会へ要請してい

た。また、初動対応に感染管理を主とした派遣、

第2段階では感染症対応への看護職を派遣し

ていた。保健所政令市等では、応援要請を受け

た段階で即座に人材派遣会社に働きかけてい

た。日本看護協会においては、都道府県と都道

府県看護協会を往復するように行動し、都道

府県看護協会は県からの事業委託を受けてい

る関係上、県からの要請を受け派遣を調整す

るというプロセスをたどっていた。 

派遣先は日本看護協会を除いては同様に、

「医療施設」「保健所」「宿泊療養施設」、都

道府県看護協会は加えて「新型コロナウイル

スワクチン接種応援」であった。「クラスター

以外の理由で看護職が不足となった施設」や

「内部の人材不足部署」といったCOVID-19へ

の対応以外の派遣もみられた。雇用形態では、

日雇いや時間給のほかに機関の一時雇用が挙

げられた。 

人材確保の取り組みでは、すでにあったリ

ソースナースの登録が活用されていたが、e

ナースネットでは軽症者を想定し活動を限定

していたことで活用されなかった。人材派遣

会社との取り組みは、度々の要請への即時対

応は期待できず、財源の課題を抱えながらも

常時雇用をしていたケースがあった。また、日

ごろからの潜在看護師への技術向上の研修、

認定看護師の福祉施設での研修開催は、現場

や派遣看護職は戸惑うことなく対応できたと

の報告があった。 

3）現状の課題 

（1）人材確保 

人材確保では、まず時期による課題があげ

られた。感染拡大初期は、COVID-19自体への不

安や抵抗感に寄り確保困難が生じていた。し

かし、早急な対応が必要であったことから自

機関内の常勤職で調整を行い、組織体制、方針

を理解している職員が対応にあたり、戸惑う

ことなく業務につくことができたことも報告

されていた。通常業務を最低限に絞ることで、

組織内部の調整で看護職要請に応じることが

できたとの意見もあった。感染拡大期では感

染症特有の同時多発現象のため、どの機関も

看護職不足で取り合いとなり確保困難を悪化

させていた。一方で地域の特性を把握してい

る訪問看護ステーションや学校教員に応援を

要請した事で、迅速に対応できたとの意見が

あった。しかし感染が落ち着いている時期で

は、いかに人材を確保しておくことかが課題

として複数の対象機関から意見が挙げられた。 

病院の機能や専門病院も看護職確保を困難

にした要因と挙げられていた。専門性が必要

な領域や急性期病院では、看護職に求められ

る知識・技術が高く、就業へのハードルを上げ

ていた要因であった。また、協力の要請を「1

日でも可」として要望していたことによって、

派遣される看護職が絶えず入れ替わることに

なり、経験曲線効果を得ることができなかっ

た現状にも遭遇した。さらに、感染症が長期化

することで人材が離れていく現象が起こって

いたことも報告された。 

その他の意見として、病院の方針によって

感染看護管理専門看護師の派遣を断られた

ケースや、新型コロナワクチン接種業務の金

銭的報酬が高額のため、医療機関を退職しワ

クチン接種業務へ転身したケースもあった。 

（2）体制づくり 

災害と判断し災害派遣医療チーム（DMAT: D

isaster Medical Assistance Team）導入と

いった災害時のようにタイムリーな体制が求

められていた。この災害時対応の一案として、

予備自衛官のような仕組みを挙げていた機関

があった。派遣看護師の就業環境の課題もあ

り、看護師が応援に入っても受援体制が整っ

ていないことで効果的な応援とならなかった

との意見があった。その他の体制として、人材

のリストやメーリングリスト管理の必要性も

あった。 

感染症を災害ととらえ、どのような有事に

も対応できるような事業継続計画（BCP: Busi

ness Continuity Plan）の整備、そのBCPの中

に平時の業務実施計画も含めることや、絶え
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ず変更される仕組みを管理者が把握しておく

必要性が挙がった。 

（3）人材育成 

感染予防の知識・スキルの向上は必須とし

ていた。常勤看護職だけでなく、潜在看護職の

教育、医療職以外の育成であった。潜在看護職

の活躍が大きかった。日本看護協会、都道府県

看護協会で開催されている研修の参加者は、

具体的に就職を検討している潜在看護職であ

り、就職のための研修としてだけでなく、潜在

看護職のスキルアップとして研修参加の呼び

かけ、研修参加が何らかの形でプラスとなる

ような仕組みが必要との声があった。医療職

以外の職員の育成では、今回はホテルが療養

施設となり、ホテルスタッフへの教育が必要

となった。また、医療機関の給食や清掃等の委

託業者への感染症教育も必要であったことが

報告され、どのような状況下でも現場の職員

だけで対応できるように、知識・技術の向上が

必要であった。 

COVID-19流行下で就業となった新人の育成

も課題であった。感染症対応業務に追われる

中、スムーズに業務へ就くことができるよう

に、新人教育をどのように実施していくのか、

検討していく必要のある課題であった。 

中小規模の医療機関は専門看護師の就業が

少なく、クラスター発生医療機関への感染管

理対応は看護協会や専門看護師自身の取り組

みに頼る状況にあり、感染管理専門看護師な

どの専門職の育成も課題であった。さらに人

材確保に関わる人材育成も課題に挙げられた。

人材調整担当者は関係者間の調整や理解の推

進、協力要請などのさまざまな場面で力を発

揮していた。このことからわかるように人材

担当者はネットワークを作る力、現場の課題

や悩みを見る力・聞く力、こまめな対応力が必

要との意見があり、人材調整を行える者の育

成は継続した課題として挙げられた。 

（4）連携コミュニケーション 

COVID-19流行下では、多くの会議が中止さ

れていた。感染症拡大時期だからこそ情報・意

見交換が必要であり、中止することなく繋が

りを維持し続けることが必要だとの意見が

あった。また、渦中の会議が設けられても、感

染管理認定看護師は参加するが、人材調整を

主の業務とする看護管理者は参加しない医療

機関が多かったとの意見があった。 

また連携にはOB・OGの活躍がみられ、日ごろ

から日々の業務に関連したつながりの必要性

が意見として出された。 

（5）業務 

まずタスクシェア・シフトの課題が挙げら

れた。業務量が日ごとに増加していく中で、ご

み処理を看護職が行っていたケースが報告さ

れた。また、要望通りに看護職人材が調整でき

たとしても、雇用形態の違い等によって事務

手続きが煩雑となっていたとの意見があった。

限られた看護人員の中で膨大な量の業務をこ

なすために、誰が何をするのかを日ごろから

整理する必要があるとの回答があった。次に

集約化の課題である。現場対応の業務は保健

センターによってばらばらに行動し、入院調

整は保健所が行っており、同じ現場対応でも

集約場が違い、あちこちへの連絡が必要で

あったため、集約を一元化する必要があると

の回答があった。 

COVID-19の長期化による課題もあった。通

常業務と並行してCOVID-19対応業務が走り、

並行しても業務が問題なく行える体制を整え

ることや、業務を分業し切り離すこと、また、

非常時にどの業務を縮小・停止にするのか、早

い段階で検討が必要であるとの意見があった。 

（6）財源 

国からの補助金等によって財政支援があっ

たが、感染症対応以外に人材確保が必要な場

合は活用できない等の制限があり、要請を受

けた医療機関へ派遣ができないケースや、派

遣を受けた施設が人件費を負担しなければな

らないケースもあり、活用されなかったとの

報告があった。 

（7）情報 

COVID-19では大きな制度改革があり、感染

症対応だけでなく制度への対応に大変な思い

をしていた。また、情報伝達では、多機関・関

係者が関わり、細かな情報が正確に伝わりづ

らい状況にあったとの回答があった。また一

番欲している地域住民への情報提供では一般

的な情報のみにとどまり、施設ごと、外国籍の

住民へなどといったきめ細やかな情報発信が

必要といった回答もみられた。 

 

Ｄ．考察 

 本アンケート調査では、感染拡大時を2020年

から2021年と設定した。COVID-19感染の波を、

現在、8波まで経験している。調査で設定した

時期は、第5波までの経験について尋ねたこと

になる。第1〜3波では、未知な部分が多いウイ

ルスに対する対応が求められ、対策としては

予防が重視され人の行動制限が重要であった。

第4、5波では、アルファ株、デルタ株と変異株
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の出現により、感染力が強まっていき、感染者

の数の増加速度が増した時期であった（坂本

ら,2023）。ヒアリング調査では、第8波を経験

した時期に調査したため、それらの経験を踏

まえた回答を得ている。これらの調査結果を

基に以下考察する。 

１）医療機関の看護職確保 

医療機関における看護職人材確保に関する

調整では、都道府県内での充足率が、都道府県

では平均約91％、都道府県看護協会では、平均

約81％といずれも高い充足率であった。この

ことから、まずは同都道府県内で人材調整を

行うことが効果的であると考えられる。COVID

禍の看護職確保体制で効果があったという割

合が高かった内容で、都道府県、都道府県看護

協会の回答は「派遣元機関同士等の調整を都

道府県で一元化的に行う体制構築」が最も高

く、88.9％、100％という回答結果だった。こ

のことより、緊急時には都道府県が中心とな

り、都道府県内の医療機関同士の調整を行う

ことが効果的であることが推測され、平時か

らこのような体制を構築しておく必要がある。 

病院の機能や専門病院も看護職確保を困難

にした要因と挙げられていた。専門性が必要

な領域や急性期病院では、看護職に求められ

る知識・技術が高く、就業へのハードルを上げ

ていた要因であったことがヒアリング調査で

語られたが、アンケート調査結果で「平時から

医療機関等に他施設へ派遣できる看護職のリ

スト化を要請」が効果ありと回答した都道府

県が約7割あったことから、専門性を問われる

医療機関への支援は同様の機能を持つ同じ地

域の医療機関が応援することが最も効果的と

考える。COVID-19重点医療機関を立ち上げる

にあたって、同じ自治体内の医療法人と自治

体と大学病院が協定を締結し、運営した事例

（横浜市，2023）があるように医療機関での看

護職人材確保では、同地域内の医療機関同士

の連携体制を構築することが優先と考える。 

また、都道府県内の医療機関同士の連携が

重要である前に各医療機関が自医療機関内で

の緊急時の対応体制を構築することも重要で

ある。過去の自然災害から、事業継続計画（B

CP）の作成が各医療機関で進められている。医

療機関の管理者は、感染流行時には災害対応

業務に切り替え、感染症流行拡大の波に合わ

せ病棟転換や外来機能の縮小や停止をし、流

動的な人材配置が求められた（厚生労働省，2

020）。このような中、病棟看護師の業務は多

忙し、都道府県看護協会から困難として意見

にあったように、業務量・時間外労働の増加に

より厳しい勤務体制であったと考えられる。 

管理者は、流行拡大の状況をレベル化し、ど

のレベルでどういうBCPを行うか、シミュレー

ションを行っておく必要がある。COVID-19流

行の第6波以降、さらなる変異株の登場により

感染力が強まり、爆発的に感染者、濃厚接触者

が増え、出勤できない職員が急増した。このよ

うな状況下では、全国的に看護職員不足に陥

り、他からの援助も受けられない状況となる。

これらより各医療機関内のBCPでは、なるべく

看護職員が行うべき業務を絞りこみ、行う業

務自体を簡略化する、看護職でなくてもでき

る業務を整理し、他職種が協力して対応する

体制を平時から行っていくことが重要である。

日本看護管理学会が2021年3～4月にかけて会

員対象に行った調査結果で、１年間での経験

の程度で8割以上が「非常にあった、時々あっ

た」と回答した項目は「新型コロナウイルス感

染症患者の対応にあたって、他の職種や援助

者ができる業務も看護師が行わざるを得な

かった」が最も多い回答であった（日本看護管

理学会，2021）。また、2022年の10～12月に同

学会が令和3年度厚生労働省看護課補正予算

事業「新型コロナウイルス感染症対応看護マ

ネジメント体制整備事業」の一環として「コロ

ナ禍における看護管理の課題」というテーマ

で行ったウェブセミナーでは、COVID-19につ

いての知見が蓄積された時期にもかかわらず、

参加者から、いまだ感染者病棟の掃除を看護

師が行っているという現状が語られていた

（日本看護管理学会，2023a）。このような各

医療機関内で解決できることについて、例え

ば感染拡大前や落ち着いている時期に掃除業

者や他職種に感染対策の教育を行って看護職

以外にタスクシフトし、看護職が行う業務を

整理しておくこと等の対策が重要である。こ

れら各医療機関で行うべきBCPや業務整理に

ついてのセミナー開催、また他医療機関での

工夫の情報交換ができる医療機関看護管理者

が顔の見える関係で情報交換できる場や仕組

み作りが重要と考える。 

COVID-19に関わらず看護職確保のための労

働環境の見直しとして、2014年から各都道府

県に「医療勤務環境改善支援センター」を設置

するようになり、労働環境の見直しが進めら

れている。これらが中心となって平時から、従

事している看護職の業務負担の軽減を行って

いくことも重要である。 

 



11 

 

２）保健所での人材確保対策 

  保健所における看護職人材確保に関する調

整では、都道府県や都道府県看護協会による

都道府県内での充足率が約80％、約88％、保健

所政令都市等による自治体内での充足率が約

78％であり、医療機関による看護職人材の充

足率に比べて低かった。しかし、医療機関と異

なる特徴は、医療機関では他都道府県からの

確保や都道府県への派遣の充足率が低いのに

対し、保健所での看護人材確保の充足率は約7

～8割と大きな変化がみられず、保健所政令市

等においては、件数は低いものの、充足率はむ

しろ他自治体からの人材確保や他自治体への

派遣の方が約9～10割と高いことであった。 

 調整内容では、都道府県、保健所政令市等、

都道府県看護協会いずれも各機関常勤保健師

の派遣、IHEAT登録者の派遣調整が上位を占め

た。日本は地震をはじめとする自然災害が多

い国であり、今までも大きな災害を幾度とな

く経験してきた。それら災害時では各地域の

保健師が派遣され、中心的役割を果たした実

績がある（浦橋ら，2013）。また、これらの経

験をもとにDHEATが構築された。DHEATはDisas

ter Health Emergency Assistanceの略で、災

害時健康危機管理支援チームを意味する。支

援が必要な地域にチームを結成して被災地域

で、医療対策、及び避難所等における保健衛生

対策と生活環境衛生対策等に係る指揮調整機

能が円滑に実施されるよう支援することが目

的であり、平時より人材育成がなされている。

COVID-19流行においては、IHEATの運用が2020

年から開始された。IHEATはInfectious Disea

se Health Emergency Assistance Teamの略

であり、感染症の蔓延等健康危機が発生した

場合に、地域の保健師等が感染症蔓延地域へ

応援する仕組みである（厚生労働省，n.d.）。

これが、他地域からの人材確保あるいは他地

域への派遣についての充足率を上昇させるこ

とに効果があった可能性がある。第5波までの

COVID-19流行は地域性があり、流行拡大地域

とそれほどでもない地域の差があった。この

場合は、平時よりこのようなスキームがある

ことが有効であると考える。 

 第6波以降の爆発的感染者が増加する局面

では、全国的に人材が不足していく。アンケー

ト調査では、仲介依頼先に民間職業紹介事業

者や保健師OBの会が含まれていたのが医療機

関の看護職人材確保にはない特徴であった。

これらより、全国的にどの地域も不足する場

合は潜在保健師や看護師の活用を行っていく

必要があると考える。アンケート調査では、保

健師OBの会の効果については評価されていな

かったが、ヒアリング調査では、連携において

OB・OGと日ごろから日々の業務に関連したつ

ながりの必要性が述べられた。業務整理する

ことで、看護職である退職者が担う業務は多

くあることが考えられる。今後、COVID-19だけ

でなく、自然災害の多い日本では、専門的知識

と技術だけでなく、多くの経験を有する退職

者の活躍の機会は多いと考える。OB・OGを貴重

なリソースと位置づけ、退職によって関係性

が途切れることが無いよう、事前に協力可能

かを確認しリスト化し、日ごろより情報共有

や支援の仕組みづくりをすることも看護職確

保の一対策である。 

 

３）緊急時の広域での看護職確保体制 

医療機関の広域看護職確保支援を最も行っ

ていたのは都道府県看護協会であり、充足率

は、都道府県内では約81％、他都道府県からの

確保では、約61％、他都道府県への派遣では約

90％であった。調整内容は医療機関間での派

遣調整、感染症看護に関する認定・専門看護師

による相談調整、潜在看護職の紹介が多かっ

た。仲介依頼先は都道府県ナースセンターが

多く、効果があったと約76％が回答したCOVID

-19流行の渦中は、国が本看護協会へ、都道府

県は都道府県看護協会へ看護職確保に関する

事業を委託し、都道府県と都道府県看護協会

間の連携として、看護職確保・調整は都道府県

が現場のニーズを吸い上げ、都道府県看護協

会へ要請し、派遣看護師調整を都道府県へ返

答し現場へと調整しているプロセスを実施し

ていたが（日本看護協会，2021b）、ヒアリン

グ調査でもこの内容が語られた。アンケート

調査結果でも都道府県看護協会が日本看護協

会との事業委託や都道府県からの事業委託を

高い割合で実施していると回答していた。5~6

割が効果的であったと回答していることから、

この仕組みは継続する必要があると考える。

しかし、看護職の要請から現場まで、都道府県

を介しており、看護職の派遣までに時間を要

していた可能性が考えられる。現場では絶え

ず感染状況が変化し、急激な状況変化によっ

て急に人材を必要とする状況が発生すること

もあり得る。看護職確保・調整のプロセスにつ

いて、現場のニーズを吸い上げる役割として

都道府県が担い、都道府県看護協会は要請を

受けて看護職確保の後、都道府県を介さず、直

接必要としている現場につなげるという循環
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型プロセスも体制の一案として考えられる。 

また、医療施設間ネットワークで多くみら

れた各種会議への参加は、ヒアリング調査で

は多くの会議が中止となった現状が語られ、

横・縦の状況把握を困難にしていた可能性が

大きい。上記で述べたように感染拡大1波から

看護職確保体制、各機関間の連携体制を即急

に整えるためにも各機関がそろい、話し合い

の場を意図的に設けることは逆に必須である

といえる。 

調査結果の中にはDMATの調整も挙げられて

いた。感染症発生から拡大時、各所で感染対応

に追われ一時的に各機関、職種間の連携自体

が麻痺する可能性をはらむ。DMATは災害の急

性期に機動性をもった専門チームであり（峯

田ら，2009）、豊富な災害の経験から組織活動

の調整も長けている。看護師長の感染症患者

の受け入れ態勢の構築プロセスでは、第1波沈

静後は次を予測し感染再拡大から長期化への

対応に動いており（倉岡，2021）、第1波を乗

り越えることで先の予測を見越した組織体制

を図ることを可能とする。感染症発生時から

第1波の初動時期にどれだけ早く組織体制を

整備できるかがカギであり、専門家であるDMA

Tを活用していくことは緊急時において組織

麻痺の予防に効果が高いと考える。 

都道府県の調整内容に少数意見であるが防

護服や生活必需品があった。COVID-19流行拡

大時には、不織布マスクやN95マスク等の感染

予防に関する物品不足が発生した。感染予防

物品の予備がある施設は人員不足の可能性は

低い（Xu，2020）ことから、潤沢な感染防護物

品があることでスタッフへの院内感染リスク

を抑える可能性も考えられる。感染症発生時

においては、人材確保だけでなく物品確保も

重要であり、個々の医療機関で有事に対応す

るための感染予防物品の備蓄、また、都道府県、

国によって物品の流通を調整することも必要

な措置ではないかと考える。 

一方で、調査当初、他地域からの派遣や受け

入れの調整経験も豊富にあることを予想して

いたが、各機関ともに思いのほか経験は少な

いという結果であった。この結果から業務で

忙殺される中、通常業務と感染対策に加えて

の派遣されてきた看護職の対応を敬遠してい

た可能性がある。上記に述べた看護職が集中

できるよう業務整理に加え、平時に災害時の

際に自機関常勤職の業務と外部から協力派遣

してくる看護職の業務分担に関するマニュア

ルを準備し、受け入れ体制の整備も大きな課

題だと考える。一般社団法人日本看護管理学

会が受託した令和3年度厚生労働省看護課補

正予算事業「新型コロナウイルス感染症対応

看護マネジメント体制整備事業」の一環とし

て「新型コロナウイルイス感染症等対応のた

めの応援派遣看護職受け入れ・応援派遣マ

ニュアル」を作成し、全国の病院に配布したが、

これらが活用されることを期待したい（日本

看護管理学会，2023b） 

一方で、保健所における看護職人材確保・調

整の経験が多かったのは保健所政令市等で

あった。感染を抑える方策の計画、医療機関へ

の周知の役割を持つ保健所は、地域における

感染状況に関して最初に情報が入り、新型コ

ロナウイルス感染症の状況把握と感染対応の

初動に人材を割く必要があったためと考えら

れる。都道府県では、医療機関、保健所ともに

人材確保・調整の経験が多く、都道府県看護協

会との関係性、保健所政令市等との機能とし

てのつながりによるものと推察される。  

また、都道府県によって医療計画は異なっ

ており、都道府県にある自治体、医療機関だけ

でなく、福祉施設等を含めた地域包括的危機

管理体制の整備が必要と考える。この体制整

備に付随して、有事の際に各々の機関が専門

機関としてのノウハウを活かして役割分担し、

活動できるよう機関間での覚書や協定の締結

が効果を発揮するものと考える。人材確保・調

整経験の自機関内の調整が多数という結果か

ら分かるように、都道府県、保健所政令市等、

都道府県看護協会、いずれにしても自地域内

の調整が先行し、看護職確保の目処が立った

ところで他地域への派遣を視野に入れていた

のではないかと考えられ、自地域の地域包括

的危機管理体制を万全にしておく必要性は重

要である。 

2024 年から施行される感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律等の一

部を改正する法律では、感染症発生・まん延時

における保健・医療提供体制の整備等、機動的

なワクチン接種に関する体制の整備等、水際

対策の実効性の確保等が制定されている（厚

生労働省，2022）。この法律によって特に広域

派遣についての仕組みが構築されやすくなる

ことが予想されるが、基本となる各機関が BCP

をはじめとする対応力の強化や人材育成を行

う誘導も必要と考える。 

 

４）人材育成 

人材育成には、医療職・潜在看護師の感染予
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防対策教育と、危機時の際に人材調整を担う

担当者の人材育成の2つがある。 

潜在看護師の復職支援は、ナースバンク事

業や、eナースセンターにおける各種研修が実

施されている。バンク登録、過去の研修受講に

より各地域の潜在看護師の把握に役立ち、急

募に対応したマッチングに対応できたことに

よって、COVID-19拡大時においても効果につ

ながったと考える。実際、アンケート調査で平

時からの復職支援で効果的だったと評価が高

かった内容に「最新の看護の知識と技術を獲

得し、職場復帰を容易にするための研修開催」

が都道府県、都道府県看護協会いずれからも

挙げられていた。これは保健所におけるIHEAT

登録も同様で、登録者への研修を実施してい

たこと（習田，2022）で、大きな調整を必要と

せず、円滑に現場対応に移行できたことが考

えられる。都道府県看護協会は日本看護協会

問都道府県から看護職確保事業の委託を受け、

さまざまな機関から寄せられる看護職調整対

応を実施していた。アンケート調査で、都道府

県、都道府県看護協会とも平時からの復職支

援で「未就業、退職看護職の実態と就業希望条

件の把握」が効果的だったと回答している割

合が約5~6割と高かった。もともと登録してい

た潜在看護職の調整は、雇用希望を把握して

いたことで、求人に対するマッチングを容易

にしていたことが考えられるが、新規登録者

においては、雇用希望の把握からとなり、時間

を要していたと推察される。新規登録者はこ

の状況下で力になりたいと考えて行動してい

る。登録している潜在看護職同様に、要望の

データ化と求人のマッチングシステムのIT化

の構築が、業務負担軽減と効率化につながる

可能性は大いにある。 

また、復職支援に対する各種研修は、通常、

場を設けて研修会を開催し、知識・技術の向上

を支えていたことが考えられる。しかし、COV

ID-19が発生した2019年度からは、場を設けて

の開催が難しく、Zoomオンライン研修での開

催となった。都道府県看護協会のアンケート

調査で困難だった場面に「個々の技術力や対

応力に差があった」との意見があるように、知

識を付けることは可能であるが、技術向上面

は不十分であると言わざるを得ない。この技

術面を補完するため、COVID-19の感染対策を

強化しながら実施されていた新人看護職員研

修との併用（山下ら，2022）、また、研修とい

う形式ではなく自由にシミュレーターや感染

予防対策技術の練習を行える場の設置等、技

術力向上に対する多様な方策が必要だと考え

る。 

感染予防に関する技術向上は、潜在看護師

だけの課題ではない。人材確保で困難には認

定看護師・専門看護師への負担が挙げられて

いた。クラスター発生するごとに派遣要請を

受け、COVID-19で最も多忙であった看護師で

あったといえる。感染症は発生・拡大をいかに

して抑えるかがカギであり、感染予防対策の

知識と経験に基づく対応が求められる。介護

老人福祉施設での感染予防、新型コロナウイ

ルス感染症においては医療機関が逼迫したこ

とで軽症者の宿泊施設利用となり、感染予防

の知識は専門職以外にも必要となった。医療

機関・介護福祉施設等において定期的な感染

予防対策研修の実施、介護職を対象とした感

染対策の手引き（厚生労働省，2021）等による

マニュアルの整備によって、現場が主導と

なって感染予防対策を実践していくことは、

感染管理専門看護師の負担が増加することな

く、必要な場所へ円滑に動ける環境を整える

ことへつながると考える。 

人材確保・調整の担当者の育成も大きな課

題である。東日本大震災において求められる

リーダー的役割として危機を脱するための指

示・命令、組織間・多職種間の調整など（真下

ら，2018）が挙げられている。新興感染症にお

いては、感染流行の波に合わせた行動が求め

られていたと考えられる。2018年の広島県豪

雨災害では応援調整等を統括して担う班を設

置（服多ら，2022）し災害地域の対応をしてい

た。しかし感染症にいたっては、日本全国、長

期間の活動が必要となる。都道府県全体を対

応するには、全域統括部署だけでなく、各地域

に統括部署の設置が必要となり、人材確保・調

整担当者不足が生じたことは当然のことであ

る。本課題に対する取り組みとして、内閣府は

防災スペシャリスト養成研修を実施している

が、地域研修受講者は2014～2021年度で約240

0人、スペシャリストOJT研修にいたっては201

3～2021度累計289人である（内閣府，2022）。

看護における災害対策管理においては、災害

時の実践活動内容（国松ら，2020）、災害対策

本部立ち上げツール（村山ら，2020）等の活動

実態や組織づくりに関する研究が多く、人材

育成プログラム開発では黒瀧（2020）の受援力

を高める教育プログラムと少ないのが現状で

ある。内閣府主導で研修を行うだけでなく、日

本看護協会が主体となって看護職における災

害対応スペシャリストの育成にのりだすこと
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を期待する。 

 

５）財政支援 

都道府県、保健所政令市等、都道府県看護協

会の困難だったことの中に、財政確保が挙げ

られていた。感染拡大予防の重要な時期であ

る感染拡大第1波では、各機関で感染対策に係

る財源を賄う必要が生じ、予算案の中で、急場

をしのぐために別の予算を充てる等の対応を

とることになる。国は令和2度4月30日に第１

次補正予算を編成し、地方公共団体が効率的

に必要な事業を運営できる新型コロナウイル

ス感染緊急包括支援交付金が創設された。し

かし、この交付金決定時期には感染拡大の第1

波が押し寄せており、既に現場対応への支出

は膨らみ、都道府県等の機関で財政確保に対

する不安へとつながっていたと推測されるた

め、今後起こりうる新興感染症に対し、災害対

策基本法の災害の概念に新興感染症を含めた

り、医療災害に対する新たな立法も視野に法

整備の必要があると考える。東日本大震災に

おいて、発生直後は行政収支基礎的財政収支

が悪化することが明らかになっている（石田

ら，2022）。自然災害においては、一時的な事

象でありその後復興支援が始まるが、感染症

の場合は財源確保に長期的視野が必要であり、

経済状況を予測しづらくしていることが考え

られる。また、想定された用途として重症患者

に対応できる医師、看護師等の派遣であって、

通常業務を担う看護職の派遣には活用できな

いなどの使途の制限や診療報酬上の制限等の

条件、派遣要請施設への負担の仕組み等から、

活用されなかったという意見もあった。国から

の経済的支援はCOVID-19感染対策を進めるうえ

で重要な財源であるが、自治体の判断で様々な

使途に活用できるなど柔軟性が必要と考えられ

る。 

また、財政支援として、新興感染症特有と考え

られる感染拡大沈静時における看護職確保に対

する財政支援も必要である。ヒアリング調査で

は、感染拡大時に備え落ち着いている時期にも

ある程度看護職を確保していたとの回答があっ

た。しかしこれには財源という大きな課題があ

る。国からの補助金、交付金も限度があり、いつ

まで続くのか明確ではない状況において、年単

位で複数の長期的雇用は難しいと考える。しか

し、感染拡大時期は多くの医療機関が看護職不

足で看護職の取り合いが発生するため、派遣要

請を出しても、その時期に必要な看護職が確保

できるのか不透明なことも不安要素となる。感

染拡大時に備えた閑散期の人材確保に係る費用

の支援、または補助金の用途にそれらが含まれ

るような、多様な用途を考慮した財源支援が必

要である。 

 

E．結論 

本調査より以下を提言する。 

・各医療機関が平時より看護業務をスリム化す

る、BCPを立案し、危機時においても看護に集

中できるシミュレーションを行える力をつける

研修等を推進する。 

・医療機関の応援体制は地域で完結できるよう

医療機関同士のネットワークやシステムを平時

より構築し、応援した看護職が円滑に適応でき

るようにマニュアルを活用する。 

・保健所における看護職確保では、災害支援の

ノウハウを生かすとともに各地域での医療計画

等を踏まえ地域包括的危機管理体制を構築する。 

・既存の DMAT、DHEAT、IHEATを効果的に活用

するしくみをつくる。 

・広域派遣については、既存のナースセンター

機能を維持するとともに看護協会や自治体によ

る連携体制がとれる制度を構築する。 

・関わる関係者対象の感染症予防教育と人材調

整担当者の育成を推進する。 

・財政支援は迅速に柔軟にできる仕組みとす

る。 

 

F．健康危機情報 

 なし 

 

G．研究発表 

 なし 
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新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職確保及び 

人材調整の実態：アンケート調査 
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「新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態

把握に関する調査研究」 

 

                         質問紙調査の対象者様へ 

 

＊本調査は回答に 30分ほどかかります。 

＊質問紙は次のページから全部で５ページあります。 

＊回答後は同封された返信用封書に入れて投函いただきますようお願いいたします。 

＊回答者様の自由意思のもと、調査へのご協力にご同意いただける場合は下にあります同意欄に 

☑をいれてくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

            調査協力への同意欄        

 

 

 

＊質問紙は、2022年 11月 18日（金）までに、返送用封筒にてご返送くださいますようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※感染拡大時とは、2020～2021年の新型コロナウイルス感染症拡大時についてお聞きしています。 

【都道府県看護人材確保担当者様用質問紙】  



  

- 2 - 

 

問１．回答者様ご自身のことについてお伺いします。 

１)貴都道府県をご記入ください。 

 

 

２)現在の職位に当てはまる番号を１つ選び〇をつけてください。 

 

 

 

 

問２.貴都道府県で感染拡大時に医療施設の看護職員の人材確保業務を主に担当した部署について、

当てはまる番号を１つ選び〇をつけてください。 

 

 

 

問３.感染対策ガイドライン整備・周知方法について、該当する項目を選択してください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４.貴都道府県において日ごろから取り組んでいる医療施設間ネットワークがある場合、お教えくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

問５.貴都道府県が構築している医療施設との連携体制があればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６. 感染拡大時の貴都道府県の医療施設における看護人材確保・派遣の実態についてお答えくだ

1. 感染症対策部門  2. 危機管理部門  3. 人材確保部門  4.その他（          ）       

 

 

1. 部局長級  2. 次長級  3. 課長級  4. 課長補佐級  5. 係長級  6. 主任級 

7.その他（                  ）  

 

1. 厚生労働省から入手し医療施設へ伝達 

２．日本看護協会から入手し医療施設へ伝達 

３．専門学会から入手し医療施設へ伝達 

４. 感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療施設へ伝達 

５. その他（                                                    ） 

4. 入手・伝達は各医療施設に任せる 

5. その他（                             ） 
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さい。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 貴都道府県内の人材確保 貴都道府県への他都道府県か
らの人材確保 

貴都道府県から他都道府県へ
の派遣 

人 材 調
整経験 

ある      ない ある      ない ある    ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 
調 整 件
数 

                       

依 頼 授
受 都 道
府県数 

   

人 材 派
遣数※１ 

             

調 整 内

容 

(複数回

答可) 

 

1． 貴都道府県常勤看護職員
の派遣 

2． 貴都道府県による非常勤
看護職員雇上げ派遣 

3． 医療機関間での派遣調整 
4． 看護教員の派遣調整 
5． 災害支援ナースの派遣調
整  

6． DMAT隊員の派遣調整 
7． 潜在看護職の紹介    
8． 大学院生看護職の紹介  
9． 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

10．その他認定・専門看護師
による相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 
13.その他（             ）  

1. 他都道府県常勤看護職員
の派遣 

2. 他都道府県による非常勤
看護職員雇上げ派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の応援調整 
5. 災害支援ナースの派遣調

整  
6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相
談調整 

10.その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 
13.その他（             ）  

1． 貴都道府県常勤看護職員
の派遣 

2． 貴都道府県による非常勤
看護職員雇上げ派遣 

3． 医療機関間での派遣調整 
4． 看護教員の応援調整 
5． 災害支援ナースの派遣調
整  

6． DMAT隊員の派遣調整 
7． 潜在看護職の紹介    
8． 大学院生看護職の紹介  
9． 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

10.その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 
13.その他（             ）  

派 遣 先
に 依 頼
し た 内
容 
(複数回
答可) 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討   
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊場所の手配・費用補助   
6. 通勤時の交通手段の確保   
7. 夜間帯勤務の免除 
8. メンタルサポート 
9. その他(            ） 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討   
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊費の手配・費用補助   
6. 通勤時の交通手段の確保 
7. 夜間帯勤務の免除 
8. メンタルサポート 
9. その他(            ) 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討   
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊費の手配・費用補助   
6. 通勤時の交通手段の確保   
7. 夜間帯勤務の免除 
8. メンタルサポート 
9. その他(            ) 

仲 介 依
頼先(複
数 回 答
可) 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（            ） 

連 携 し
た 組 織
（複数回
答可） 

1. 市区町村 
2. 日本看護協会 
3. 都道府県看護協会 
4. その他（              ） 

1. 市区町村 
2. 日本看護協会 
3. 都道府県看護協会 
4. その他（               ） 

1. 市区町村 
2. 日本看護協会 
3. 都道府県看護協会    
4. その他（               ） 

充足率※

２ 
 
                       ％ 

 
                        ％ 

 
                        ％ 

※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。 
※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい応えられたかをおおよその割合でご回答くださ
い。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 

 

問７.感染拡大時の貴都道府県の保健所における看護人材確保・派遣の実態についてお答えください。 
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該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 貴都道府県内の人材確保 貴都道府県への他都道府県か
らの人材確保 

貴都道府県から他都道府県へ
の派遣 

人 材 調
整経験 

ある      ない ある      ない ある    ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 
調 整 件
数 

                       

依 頼 授
受 都 道
府県数 

   

人 材 派
遣数※１ 

             

調 整 内

容 

(複数回

答可) 

 

1． 貴都道府県常勤保健師の
派遣調整 

2． IHEAT登録者の派遣調整 
3． 看護教員の派遣調整 
4． 災害支援ナースの派遣調
整  

5． 潜在看護職の紹介    
6． 大学院生看護職の紹介  
7． 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

8． その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

9． 看護教員による相談調整 

10.その他（             ）  

1. 他都道府県常勤保健師の
派遣 

2. IHEAT登録者の派遣調整 
3. 看護教員の応援調整 
4. 災害支援ナースの派遣調
整  

5. 潜在看護職の紹介    
6. 大学院生看護職の紹介  
7. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

8. その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

9. 看護教員による相談調整 

10.その他（             ）  

1. 貴都道府県常勤保健師の
派遣 

2. IHEAT登録者の派遣調整 
3. 看護教員の応援調整 
4. 災害支援ナースの派遣調
整  

5. 潜在看護職の紹介    
6. 大学院生看護職の紹介  
7. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

8. その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

9. 看護教員による相談調整 

10.その他（             ）  

派 遣 先

に 依 頼

し た 内

容 

(複数回

答可) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修  

5. 宿泊費の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保 

7. メンタルサポート 

8. その他（               ）     

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修  

5. 宿泊費の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保 

7. メンタルサポート 

8. その他(             ) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊費の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保  

7. メンタルサポート 

8. その他(             ) 

仲 介 依

頼先(複

数 回 答

可) 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（            ） 

連 携 し

た 組 織

（複数回

答可） 

1. 厚生労働省 

2. 市区町村 

3. 日本看護協会 

4. 都道府県看護協会 

5. その他（              ） 

1. 厚生労働省 

2. 市区町村 

3. 日本看護協会 

4. 都道府県看護協会 

5. その他（              ） 

1. 厚生労働省 

2. 市区町村 

3. 日本看護協会 

4. 都道府県看護協会 

5. その他（              ） 

充足率※

２ 

 

                       ％ 

 

                        ％ 

 

                        ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい
応えられたかをおおよその割合でご回答ください。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
 
 
 
 
 
 
問８.貴都道府県における看護職の人材確保対策としての取り組みで、該当する項目を選択してくだ
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さい。 

1)-1COVID禍の看護職確保体制整備 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて該

当する項目の番号に〇を付けてください。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ 

 

2)-1平時からの看護職の復職支援 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて

該当する項目の番号に○を付けてださい。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

1. 平時から医療機関等に他施設へ派遣できる看護職のリスト化（具体的な氏名・派遣条件等）

を要請 

2. 各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 

3. 派遣元機関同士等の調整を都道府県で一元化的に行う体制構築 

4. 応援体制に関する都道府県看護協会と都道府県との協定 

5. 集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成体制 

6. 重症患者ケア管理ができる看護職の育成体制 

７. ナースセンターからの職業紹介 

８. eナースセンターの求職登録者に復職依頼の一斉送信の依頼 

９. 機関紙等を通じた周知 

１0．医療施設等から求人募集を出すよう働きかけ 

１1．「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 

１2．新型コロナウイルス感染症予防及び対策のコンテンツを HPまたは SNSにて情報発信 

13．その他（                                                                  ） 

1. 未就業、退職看護職員の実態と就業希望条件の把握 

2. 潜在看護職個人のキャリアの把握 

3. 研修情報・看護学校などの情報発信 

4. 医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 

5. 最新の看護の知識と技術を習得し、職場復帰を容易にするための研修開催 

6. 就業相談 

７.  メンタルヘルス相談 

８. 新しい医学・看護に関する情報提供 

９．その他（                                                                      ） 
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問９.その他、貴都道府県での取り組み等で医療施設・保健所の看護人材確保に役にたったと思われ

たことがあればお教えください。また、困難だった場面についてもお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊質問紙調査後に詳細についてヒアリング調査を行う可能性があります。回答内容に基づき、ヒアリ

ングが可能な場合は、下記にご所属、お名前ご連絡先（電話番号とメールアドレス）をご記入いただき

ますよう、お願い致します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところご協力いただきありがとうございました 

 

 

 

  〈ご連絡先〉 

ご所属： 

 

お名前： 

 

電話番号： 

 

メールアドレス： 
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「新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態

把握に関する調査研究」 

 

                         質問紙調査の対象者様へ 

 

＊本調査は回答に 30分ほどかかります。 

＊質問紙は次のページから全部で５ページあります。 

＊回答後は同封された返信用封書に入れて投函いただきますようお願いいたします。 

＊回答者様の自由意思のもと、調査へのご協力にご同意いただける場合は下にあります同意欄に 

☑をいれてくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

            調査協力への同意欄        

 

 

 

＊質問紙は、2022年 11月 18日（金）までに、返送用封筒にてご返送くださいますようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保健所設置自治体看護人材確保担当者様用質問紙】  
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※感染拡大時とは、2020～2021年の新型コロナウイルス感染症拡大時についてお聞きしています。 

問１．回答者様ご自身のことについてお伺いします。 

１)貴自治体にあてはまる番号を１つ選び○をつけてください。 

 

 

２）貴自治体の所在都道府県をご記入ください。 

 

 

３)現在の職位に当てはまる番号を１つ選び〇をつけてください。 

 

 

 

 

問２.貴自治体で感染拡大時に医療施設の看護職員の人材確保業務を主に担当した部署について、当

てはまる番号を１つ選び〇をつけてください。 

 

 

     

問３.感染対策ガイドライン整備・周知方法について、該当する項目を選択してください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４.貴自治体において日ごろから取り組んでいる医療施設間ネットワークがある場合、お教えくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

問５.貴自治体が構築している医療施設との連携体制があればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

1. 感染症対策部門  2. 危機管理部門  3. 人材確保部門  4. その他（         ）       

（               ） 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 

 

1. 部局長級  2. 次長級  3. 課長級  4. 課長補佐級  5. 係長級  6. 主任級 

7.その他（                  ）  

 

1. 厚生労働省から入手し医療施設へ伝達 

２．日本看護協会から入手し医療施設へ伝達 

3．専門学会から入手し医療施設へ伝達 

４．感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療施設へ伝達 

５.その他（                                                    ）  

4. 入手・伝達は各医療施設に任せる 

5. その他（                             ） 

 

 

 

１. 政令指定都市   ２. 中核市   ３. 保健所設置市     ４. 特別区 

（             ） 
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問 6.感染拡大時の貴自治体の医療施設における看護人材確保・派遣の実態についてお答えください。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 貴自治体内の人材確保 貴自治体への他自治体からの
人材確保 

貴自治体から他自治体への派
遣 

人 材 調
整経験 

ある      ない ある      ない ある    ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 
調 整 件
数 

                       

依 頼 授
受 自 治
体数 

   

人 材 派
遣数※１ 

             

調 整 内

容 

(複数回

答可) 

 

1. 貴自治体常勤看護職員の
派遣 

2. 貴自治体による非常勤看
護職員雇上げ派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の派遣調整 
5. 災害支援ナースの派遣調

整  
6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相
談調整 

10. その他認定・専門看護師
による相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 

13.その他（             ）  

1. 他自治体常勤看護職員の
派遣 

2. 他自治体による非常勤看
護職員雇上げ派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の応援調整 
5. 災害支援ナースの派遣調

整  
6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相
談調整 

10. その他認定・専門看護師
による相談調整 

11. 看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 

13.その他（             ）  

1. 貴自治体常勤看護職員の
派遣 

2. 貴自治体による非常勤看
護職員雇上げ派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の応援調整 
5. 災害支援ナースの派遣調

整  
6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相
談調整 

10.その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 

13.その他（             ）  

派 遣 先

に 依 頼

し た 内

容 

(複数回

答可) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討   

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊費の手配・費用補助 

6. 通勤時の交通手段の確保   

7. 夜間帯勤務の免除 

8. メンタルサポート 

9. その他(            ） 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討   

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊費の手配・費用補助   

6. 通勤時の交通手段の確保 

7. 夜間帯勤務の免除 

8. メンタルサポート 

9. その他(            ) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討   

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊費の手配・費用補助   

6. 通勤時の交通手段の確保   

7. 夜間帯勤務の免除 

8. メンタルサポート 

9. その他(            ) 

仲 介 依

頼先(複

数 回 答

可) 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（            ） 

連 携 し

た 組 織

（複数回

答可） 

1. 都道府県 

2. 日本看護協会 

3. 都道府県看護協会 

4. その他（              ） 

１．都道府県 

２．日本看護協会 

３．都道府県看護協会 

４．その他（              ） 

1. 都道府県 

2. 日本看護協会 

3. 都道府県看護協会    

４．その他（               ） 

充足率※

２ 

 

                       ％ 

 

                        ％ 

 

                        ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。 
※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい応えられたかをおおよその割合でご回答くださ
い。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
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問７.感染拡大時の貴自治体の保健所における看護人材確保・派遣の実態についてお答えください。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 貴自治体内の人材確保 貴自治体への他自治体からの
人材確保 

貴自治体から他自治体への派
遣 

人 材 調
整経験 

ある      ない ある      ない ある    ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 
調 整 件
数 

                       

依 頼 授
受 自 治
体数 

   

人 材 派
遣数※１ 

             

調 整 内

容 

(複数回

答可) 

 

1. 貴自治体常勤保健師の派

遣調整 

2. IHEAT 登録者の派遣調

整 

3. 看護教員の派遣調整 

4. 災害支援ナースの派遣調

整  

5. 潜在看護職の紹介    

6. 大学院生看護職の紹介  

7. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相

談調整 

8. その他認定・専門看護師

による相談調整 

9. 看護教員による相談調整 

10.その他（             ） 

1. 他自治体常勤保健師の派

遣 

2. IHEAT 登録者の派遣調

整 

3. 看護教員の応援調整 

4. 災害支援ナースの派遣調

整  

5. 潜在看護職の紹介    

6. 大学院生看護職の紹介  

7. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相

談調整 

8. その他認定・専門看護師

による相談調整 

9. 看護教員による相談調整 

10.その他（             ） 

1. 貴自治体常勤保健師の派

遣 

2. IHEAT 登録者の派遣調

整 

3. 看護教員の応援調整 

4. 災害支援ナースの派遣調

整  

5. 潜在看護職の紹介    

6. 大学院生看護職の紹介  

7. 感染症看護に関する認

定・専門看護師による相

談調整 

8. その他認定・専門看護師

による相談調整 

9. 看護教員による相談調整 

10.その他（             ） 
派 遣 先
に 依 頼
し た 内
容 
(複数回
答可) 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討  
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊場所の手配・費用補助  
6. 通勤時の交通手段の確保  
7. メンタルサポート 
8. その他(            ） 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討  
4. 派遣者への研修  
5. 宿泊費の手配・費用補助  
6. 通勤時の交通手段の確保 
7. メンタルサポート 
8. その他(             ) 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討  
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊費の手配・費用補助  
6. 通勤時の交通手段の確保  
7. メンタルサポート 
8. その他(             ) 

仲 介 依
頼先(複
数 回 答
可) 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（            ） 

連 携 し

た 組 織

（複数回

答可） 

1. 厚生労働省 

2. 都道府県 

3. 日本看護協会 

4. 都道府県看護協会 

5. その他（              ） 

１．厚生労働省 

２．都道府県 

３．日本看護協会 

４．都道府県看護協会 

５．その他（              ） 

1. 厚生労働省 

2. 都道府県 

3. 日本看護協会 

4. 都道府県看護協会    

5. その他（               ） 

充足率※

２ 

 

                       ％ 

 

                        ％ 

 

                        ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい
応えられたかをおおよその割合でご回答ください。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
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問８.貴自治体における看護職の人材確保対策としての取り組みで、該当する項目を選択ください。 

1)-1COVID禍の看護職確保体制整備 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて該

当する項目の番号に〇を付けてください。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ 

 

2)-1平時からの看護職の復職支援 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて

該当する項目の番号に○を付けてださい。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 

1. 平時から医療機関等に他施設へ派遣できる看護職のリスト化（具体的な氏名・派遣条件等）

を要請 

2. 各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 

3. 派遣元機関同士等の調整を自治体で一元化的に行う体制構築 

4. 応援体制に関する都道府県看護協会と自治体との協定 

5. 集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成体制 

6. 重症患者ケア管理ができる看護職の育成体制 

７. ナースセンターからの職業紹介 

８. eナースセンターの求職登録者に復職依頼の一斉送信の依頼 

９. 機関紙等を通じた周知 

１0．医療施設等から求人募集を出すよう働きかけ 

１1．「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 

１2．新型コロナウイルス感染症予防及び対策のコンテンツを HPまたは SNSにて情報発信 

１３．その他（                                                                   ） 

1. 未就業、退職看護職員の実態と就業希望条件の把握 

2. 潜在看護職個人のキャリアの把握 

3. 研修情報・看護学校などの情報発信 

4. 医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 

5. 最新の看護の知識と技術を習得し、職場復帰を容易にするための研修開催 

6. 就業相談 

７. メンタルヘルス相談 

8. 新しい医学・看護に関する情報提供 

9．その他（                                                                     ） 
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問９.その他、貴自治体での取り組み等で医療施設・保健所の看護人材確保に役立ったと思われたこ

とがあればお教えください。また、困難だった場面についてもお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊質問紙調査後に詳細についてヒアリング調査を行う可能性があります。回答内容に基づき、ヒアリ

ングが可能な場合は、下記にご所属、お名前、ご連絡先（電話番号とメールアドレス）をご記入いただ

きますよう、お願い致します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところご協力いただきありがとうございました 

 

 

 

  〈ご連絡先〉 

ご所属： 

 

お名前： 

 

電話番号： 

 

メールアドレス： 
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「新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態

把握に関する調査研究」 

 

                         質問紙調査の対象者様へ 

 

＊本調査は回答に 30分ほどかかります。 

＊質問紙は次のページから全部で５ページあります。 

＊回答後は同封された返信用封書に入れて投函いただきますようお願いいたします。 

＊回答者様の自由意思のもと、調査へのご協力にご同意いただける場合は下にあります同意欄に 

☑をいれてくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

            調査協力への同意欄        

 

 

 

＊質問紙は、2022年 11月 18日（金）までに、返送用封筒にてご返送くださいますようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本看護協会様用質問紙】  
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※感染拡大時とは、2020～2021年の新型コロナウイルス感染症拡大時についてお聞きしています。 

問１．回答者様ご自身のことについてお伺いします。 

１)現在の職位に当てはまる番号を１つ選び〇をつけてください 

 

 

 

問２.貴会で感染拡大時に看護職員の人材確保業務を主に担当した部署について、当てはまる番号を

１つ選び〇をつけてください。 

 

 

 

問３.感染対策ガイドライン整備・周知方法について、該当する項目を選択してください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４.地域において日ごろから取り組んでいる医療施設間ネットワーク構築を広げていくために貴会

が行っている取組や事業があればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５.貴会が構築している各都道府県看護協会間の広域支援を円滑にするための連携体制があれば

お教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 感染症対策部門  2. 危機管理部門  3. 労働政策部門  4.その他（          ）       

1. 会長    ２．副会長    ３．理事    4.職員     ５．その他（                  ）  

1. 厚生労働省から入手し医療施設へ情報提供 

２．専門学会から入手し医療施設へ情報提供 

３. 感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療施設へ伝達 

４. 独自で作成し、医療施設へ情報提供 

５. その他（                                                              ） 

5. その他（                             ） 

 

 

 



  

- 15 - 

 

問６.感染拡大時の貴会が関与した医療施設における看護人材確保・派遣の実態についてお答えくだ

さい。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 貴会からの人材確保支援や貴会による複数都道府県間の広域人材派遣調整 

人材調整経験 ある      ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 

支援・調整件
数 

                     

依頼授受都道
府県数 

 

人材派遣数※１            

支援・調整内

容 

(複数回答可) 

 

1. 貴会常勤看護職員の派遣 

2. 貴会による非常勤看護職員雇上げ派遣 

3. 複数都道府県看護協会間の看護職員の派遣調整 

4. 医療機関間での広域派遣調整 

5. 看護教員の広域派遣調整 

6. DMAT隊員の広域派遣調整 

7. 感染症看護に関する認定・専門看護師による広域相談調整 

8. その他認定・専門看護師による広域相談調整 

9. 看護管理経験者による広域相談調整 

10.看護教員による広域相談調整 

11.その他（                                                             ）  

派遣先に依頼

した内容 

(複数回答可) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討   

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊場所の手配・費用補助   

6. 通勤時の交通手段の確保   

7. 夜間帯勤務の免除 

8. メンタルサポート 

9. その他(            ） 

仲 介 依 頼 先

(複数回答可) 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

連携した組織

（複数回答可） 

1. 都道府県看護協会 

2. 厚生労働省 

3. 都道府県 

4. 市町村 

5. その他（                 ） 

充足率※２  

                       ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。 
※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい応えられたかをおおよその割合でご回答くださ
い。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
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問７.感染拡大時の貴会が関与した保健所における看護人材確保・派遣の実態についてお答えくださ

い。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 貴会からの人材確保支援や貴会による複数保健所間の広域人材派遣調整 

人材調整経験 ある      ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 

調整件数                      

依頼授受保健
所数 

 

人材派遣数※１            

調整内容 

(複数回答可) 

 

1. 貴会常勤保健師の派遣 

2. 複数都道府県看護協会間の常勤保健師の派遣調整 

3. 看護教員の広域派遣調整 

4. 感染症看護に関する認定・専門看護師による広域相談調整 

5. その他認定・専門看護師による広域相談調整 

6. 看護教員による広域相談調整 

7. その他（                                                         ）  

派遣先に依頼

した内容 

(複数回答可) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊場所の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保  

7. メンタルサポート 

8. その他(            ） 

仲 介 依 頼 先

(複数回答可) 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

連携した組織

（複数回答可） 

1. 都道府県看護協会 

2. 厚生労働省 

3. 都道府県 

4. 市町村 

5. その他（              ） 

充足率※２  

                       ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。 
※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい応えられたかをおおよその割合でご回答くださ
い。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
 

 

 

 



  

- 17 - 

 

問８.看護職の人材確保対策としての取り組みで、該当する項目を選択し、該当の場合は（ ）内にお書

きください。 

1)-1COVID禍の看護職確保体制整備 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて該

当する項目の番号に〇を付けてください。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ 

 

2)-1平時からの看護職の復職支援 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて

該当する項目の番号に○を付けてださい。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

1. 厚生労働省からの事業の受託（                                          ） 

2. 各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 

3. 現状についての全国へ向けたメッセージの発信 

4. 応援体制に関する都道府県看護協会との協定 

5. 集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成体制 

6. 重症患者ケア管理ができる看護職の育成体制 

７. ナースセンターからの職業紹介 

８. eナースセンターの求職登録者に復職依頼の一斉送信 

９. 機関紙「協会ニュース」等を通じて看護協会員に周知 

１0．都道府県看護協会への助言 

１1．「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 

１2．新型コロナウイルス感染症予防及び対策のコンテンツを HPまたは SNSにて情報発信 

13．その他（                                                                    ） 

1. 未就業、退職看護職員の実態と就業希望条件の把握 

2. 潜在看護職個人のキャリアの把握 

3. 研修情報・看護学校などの情報発信 

4. 医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 

5. 最新の看護の知識と技術を習得し、職場復帰を容易にするための研修開催 

6. 就業相談窓口設置 

７. メンタルヘルス相談窓口設置 

８. 新しい医学・看護に関する情報提供 

９．その他（                                                                   ） 
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問９.その他、貴会での取り組み等で医療施設・保健所の看護人材確保に役にたったと思われたこと

があればお教えください。また、困難だった場面についてもお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊質問紙調査後に詳細についてヒアリング調査を行う可能性があります。回答内容に基づき、ヒアリ

ングが可能な場合は、下記にご所属、お名前ご連絡先（電話番号とメールアドレス）をご記入いただき

ますよう、お願い致します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところご協力いただきありがとうございました 

 

 

 

  〈ご連絡先〉 

ご所属： 

 

お名前： 

 

電話番号： 

 

メールアドレス： 
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「新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態

把握に関する調査研究」 

 

                         質問紙調査の対象者様へ 

 

＊本調査は回答に 30分ほどかかります。 

＊質問紙は次のページから全部で５ページあります。 

＊回答後は同封された返信用封書に入れて投函いただきますようお願いいたします。 

＊回答者様の自由意思のもと、調査へのご協力にご同意いただける場合は下にあります同意欄に 

☑をいれてくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

            調査協力への同意欄        

 

 

 

＊質問紙は、2022年 11月 18日（金）までに、返送用封筒にてご返送くださいますようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都道府県看護協会様用質問紙】  
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※感染拡大時とは、2020～2021年の新型コロナウイルス感染症拡大時についてお聞きしています。 

問１．回答者様ご自身のことについてお伺いします。 

１)貴会が所在する都道府県をご記入ください 

 

 

２)現在の職位に当てはまる番号を１つ選び〇をつけてください 

 

 

 

 

問２.貴会で感染拡大時に看護職員の人材確保業務を主に担当した部署について、当てはまる番号を

１つ選び〇をつけてください。 

 

 

     

問３.感染対策ガイドライン整備・周知方法について、該当する項目を選択してください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４.所在都道府県において日ごろから取り組んでいる医療施設間ネットワークがある場合、お教えく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５.貴会が構築している医療施設との連携体制があればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 感染症対策部門  2. 危機管理部門  3. 労働政策部門  4. その他（         ）       

 

 

1.協会長   ２．理事    3.職員    ４．その他（                  ）  

1. 厚生労働省から入手し医療施設へ伝達 

２．日本看護協会から入手し医療施設へ伝達 

３. 専門学会から入手し医療施設へ伝達 

４． 感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療施設へ伝達 

５. その他（                                                                    ） 

4. 入手・伝達は各医療施設に任せる 

5. その他（                             ） 
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問６.感染拡大時の貴会が関与した所在都道府県の医療施設における看護人材確保・派遣の実態につ

いてお答えください。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 所在都道府県内の人材確保 所在都道府県への他都道府県
からの人材確保 

所在都道府県から他都道府県
への派遣 

人 材 調
整経験 

ある      ない ある      ない ある    ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 
調 整 件
数 

                       

依 頼 授
受 都 道
府県数 

   

人 材 派
遣数※１ 

             

調 整 内

容 

(複数回

答可) 

 

1. 貴会常勤看護職員の派遣 
2. 貴会による非常勤看護職
員雇上げ派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の派遣調整 
5. 災害支援ナースの派遣調
整  

6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

10．その他認定・専門看護師
による相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 

13.その他（             ）  

1. 他都道府県看護協会常勤
看護職員の派遣 

2. 他都道府県看護協会によ
る非常勤看護職員雇上げ
派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の応援調整 
5. 災害支援ナースの派遣調
整  

6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

10.その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 

13.その他（             ）  

1. 貴会常勤看護職員の派遣 
2. 貴会による非常勤看護職
員雇上げ派遣 

3. 医療機関間での派遣調整 
4. 看護教員の応援調整 
5. 災害支援ナースの派遣調
整  

6. DMAT隊員の派遣調整 
7. 潜在看護職の紹介    
8. 大学院生看護職の紹介  
9. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

10.その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

11.看護管理経験者による相
談調整 

12.看護教員による相談調整 

13.その他（             ）  

派 遣 先
に 依 頼
し た 内
容 
(複数回
答可) 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討   
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊場所の手配・費用補助   
6. 通勤時の交通手段の確保   
7. 夜間帯勤務の免除 
8. メンタルサポート 
9. その他(            ） 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討   
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊費の手配・費用補助   
6. 通勤時の交通手段の確保 
7. 夜間帯勤務の免除 
8. メンタルサポート 
9. その他(            ) 

1. 相談窓口の明確化 
2. 強みに応じた役割分担   
3. 多様な勤務シフトの検討   
4. 派遣者への研修   
5. 宿泊費の手配・費用補助   
6. 通勤時の交通手段の確保   
7. 夜間帯勤務の免除 
8. メンタルサポート 
9. その他(            ) 

仲 介 依
頼先(複
数 回 答
可) 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  
2. 民間職業紹介事業者 
3. その他（            ） 

連 携 し
た 組 織
（複数回
答可） 

1. 日本看護協会 
2. 都道府県 
3. 市町村 
4. その他（              ） 

１．日本看護協会 
2．都道府県 
３．市町村 
４．その他（              ） 

1. 日本看護協会 
2. 都道府県 
3. 市町村    
４．その他（               ） 

充足率※

２ 

 

                       ％ 

 

                        ％ 

 

                        ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。 
※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい応えられたかをおおよその割合でご回答くださ
い。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
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問７.感染拡大時の貴会が関与した所在都道府県の保健所における看護人材確保・派遣の実態につい

てお答えください。 

該当項目や数字に○をつけるか、直接ご記入ください。 

 所在都道府県内の人材確保 所在都道府県への他都道府県

からの人材確保 

所在都道府県から他都道府県

への派遣 

人 材 調

整経験 

ある      ない ある      ない ある    ない 

 上記設問であると回答の場合、下記にご回答ください。 

調 整 件

数 

                       

依 頼 授
受 都 道
府県数 

   

職 員 派

遣数※１ 

             

調 整 内
容 
(複数回
答可) 
 

1. 貴会常勤保健師の派遣調
整 

2. IHEAT登録者の派遣調整 
3. 看護教員の派遣調整 
4. 災害支援ナースの派遣調
整  

5. 潜在看護職の紹介    
6. 大学院生看護職の紹介  
7. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

8. その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

9. 看護教員による相談調整 
10.その他（             ）  

1. 他都道府県看護協会常勤
保健師の派遣 

2. IHEAT登録者の派遣調整 
3. 看護教員の応援調整 
4. 災害支援ナースの派遣調
整  

5. 潜在看護職の紹介    
6. 大学院生看護職の紹介  
7. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

8. その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

9. 看護教員による相談調整 
10.その他（             ）  

1. 貴会常勤保健師の派遣 
2. IHEAT登録者の派遣調整 
3. 看護教員の応援調整 
4. 災害支援ナースの派遣調
整  

5. 潜在看護職の紹介    
6. 大学院生看護職の紹介  
7. 感染症看護に関する認定・
専門看護師による相談調
整 

8. その他認定・専門看護師に
よる相談調整 

9. 看護教員による相談調整 

10.その他（             ）  

派 遣 先

へ の 依

頼内容 

(複数回

答可) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊場所の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保  

7. メンタルサポート 

8. その他(            ） 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修  

5. 宿泊費の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保 

7. メンタルサポート 

8. その他(             ) 

1. 相談窓口の明確化 

2. 強みに応じた役割分担   

3. 多様な勤務シフトの検討  

4. 派遣者への研修   

5. 宿泊費の手配・費用補助  

6. 通勤時の交通手段の確保  

7. メンタルサポート 

8. その他(             ) 

仲 介 依

頼先(複

数 回 答

可) 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（             ） 

1. 都道府県ナースセンター  

2. 民間職業紹介事業者 

3. その他（            ） 

連 携 し

た 組 織

（複数回

答可） 

1. 日本看護協会 

2. 厚生労働省 

3. 都道府県 

4. 市区町村 

5. その他（              ） 

1. 日本看護協会 

2. 厚生労働省 

3. 都道府県 

4. 市区町村 

5. その他（              ） 

1. 日本看護協会 

2. 厚生労働省 

3. 都道府県 

4. 市区町村 

5. その他（              ） 

充足率※

２ 

 

                       ％ 

 

                        ％ 

 

                        ％ 
※１：１人１日派遣を１としてご回答ください。※２：充足率は依頼された、または依頼したニーズに対しどのくらい
応えられたかをおおよその割合でご回答ください。例えば、ニーズに全て応えられた場合は 100％とします。 
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問８.看護職の人材確保対策としての取り組みで、該当する項目を選択してください。 

1)-1COVID禍の看護職確保体制整備 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて該

当する項目の番号に〇を付けてください。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ 

 

2)-1平時からの看護職の復職支援 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）-2 上記取り組んでいる項目のうち、感染拡大時に効果的であったと思われる取り組みについて

該当する項目の番号に○を付けてださい。（複数回答可） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 

1. 日本看護協会からの事業の受託（                                          ） 

2. 所在都道府県からの事業の受託（                                          ） 

３．各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 

４．現状についての地域住民へ向けたメッセージの発信 

５. 貴会と所在都道府県との協定 

６. 集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成体制 

７. 重症患者ケア管理ができる看護職の育成体制 

８. ナースセンターからの職業紹介 

９. eナースセンターの求職登録者に復職依頼の一斉送信 

１0．機関紙等を通じて看護協会員に周知 

１１．「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 

１２． 新型コロナウイルス感染症予防及び対策のコンテンツを HPまたは SNSにて情報発信 

１３． その他（                                                                  ） 

13．その他（                                                                   ） 

1. 未就業、退職看護職員の実態と就業希望条件の把握 

2. 潜在看護職個人のキャリアの把握 

3. 研修情報・看護学校などの情報発信 

4. 医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 

5. 最新の看護の知識と技術を習得し、職場復帰を容易にするための研修開催 

6. 就業相談 

７. メンタルヘルス相談 

８. 新しい医学・看護に関する情報提供 

９．その他（                                                                   ） 
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問９.その他、貴会での取り組み等で医療施設・保健所の看護人材確保に役立ったと思われたことが

あればお教えください。また、困難だった場面についてもお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊質問紙調査後に詳細についてヒアリング調査を行う可能性があります。回答内容に基づき、ヒアリ

ングが可能な場合は、下記にご所属、お名前ご連絡先（電話番号とメールアドレス）をご記入いただき

ますよう、お願い致します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところご協力いただきありがとうございました 

 

  〈ご連絡先〉 

ご所属： 

 

お名前： 

 

電話番号： 

 

メールアドレス： 
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表1　対象者職位 N=44

ｎ ％

部局長級 0 0.0

次長級 0 0.0

課長補佐 3 6.82

課長補佐級 15 34.1

係長級 15 34.1

主任級 8 18.2

主事級 1 2.3

技師主任 1 2.3

職員 1 2.3
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表2　医療施設の看護職人材確保業務担当部署　　 N=42

ｎ ％

感染症対策部門 9 21.4

危機管理部門 0 0.0

人材確保部門 27 64.3

感染症対策部門・人材確保部門 1 2.4

感染症対策部門・人材確保部門・保健所人事担当部門 1 2.4

地域医療対策本部 1 2.4

医療政策部門 1 2.4

入院調整部門 1 2.4

令和4年度感染症医療確保課に看護確保グループを設置 1 2.4
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表3　感染対策ガイドライン整備・周知方法（複数回答） N=44

回答項目選択平均値±SD(min-max) 1.1 ±0.61 (0-3)

n %

厚生労働省から入手し医療施設へ伝達 30 68.2

日本看護協会から入手し医療施設へ伝達 1 2.3

専門学会から入手し医療施設へ伝達 4 9.1

感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療機関へ伝達 4 9.1

感染症対策部署から周知 3 6.8

派遣医療機関が対応 1 2.2

コロナに関するガイドライン等の周知は危機管理部門から伝達 1 2.2

県新型コロナウイルス感染症対策本部会議からの指示による 1 2.2

防災危機管理の部署が業種ごとのガイドラインをHPに掲載する方法で伝達 1 2.2

コロナ本部に医療コーディネーターを配置し、各施設へ対応 1 2.2
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表4　日頃から取り組んでいる医療施設間ネットワーク

・医療機関が一同に会す会議

・コロナ重症病院長会議への出席

・コロナ中等症医療機関会議への出席

・県内病院と関係団体(県含む)による毎週のコロナ病院連絡会議

・看護管理者連絡会（2次医療圏毎）

・保健所管内ごとに看護管理者の情報共有会議を定例開催し、共働で研修会 等事業を

    実施している
・施設等における感染発生時に感染対策支援や診療療養継続支援を行う発生施設支援

   チーム
・県内の感染管理認定看護師等による訪問指導の実施（看護協会補助事業：施設感染

　対策推進事業）

・A県医療安心ネットワーク

・A県周産期医療ネットワーク

・新型コロナのクラスターが発生した医療機関や福祉施設へ感染管理認定看護師を

　派遣する「県新型コロナクラスター対策ネットワーク」
・医療機関の協力により、派遣可能な感染管理認定看護師のほか、医師、臨床検査

   技師等のリスト化

・循環型地域医療連携システム

・感染制御ネットワークによる連携体制の構築、推進

・拠点病院を中心に医療関連感染対策について検討し、地域の医療機関等に対して

　支援を行うための高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク

・看護の地域ネットワーク

・B感染制御ネットワーク（感染制御に関する医療機関および行政等のネットワーク）

・Bメディカルネット（医療情報を県内の医療機関で共有）
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表5　都道府県が構築している医療施設との連携体制について

・医療機関間が一同に会す会議

・県・県病院協会・県看護協会の３者による病院間の人材派遣ネットワーク

・看護管理者連絡会

・クラスター発生時における看護職員派遣の協定

・A県医療審議会（病床整備等検討部会、医療法人部会、救急医療部会、災害医療対策部会、

　健やか親子推進部会、周産期医療部会）
・新型コロナウイルス感染症患者が多数発生した医療機関・高齢者施設・障害者施設・臨時の

　医療施設への派遣を事前に協力に同意した医療機関に対して要請
・C県新型コロナウィルス感染症患者受入れ調整本部を設置、医療機関、県医師会等を含めた

　調整会議において対応方針を検討

・地域保健医療連携・地域医療構想調整会議など

・保健所と地域医療機関等の看護管理者が連携会議を開催

・新型コロナウイルス陽性患者の受入病院と、フェーズ別の病床確保についての協定を締結

・公立病院と地域医療の充実、医療従事者の確保等の情報共有、検討を行う『D医療

　コンソーシアム推進協定』を締結

・新型コロナウイルス感染症医療対策会議

・医療提供体制検討プロジェクト会議

・年度当初に県内医療機関に対して、県内事業の周知と依頼

・医療機関間の応援体制を構築

・県看護協会の協力のもと、クラスターが発生した医療機関に対して他の医療機関から

　看護師を派遣できる体制を構築

・入院コーディネートセンターの設置

・新型コロナ対策医療ワーキング会議

・医療情報を共有するためのシステム

・新型コロナウイルス感染症重症患者を受け入れるための医療施設「Eコロナ重症センター」

・県が県看護協会に看護職の派遣調整を依頼できる協定を締結
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表6　医療施設における看護人材確保・派遣の経験ならびに件数 N=44

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人材調整経験 32 72.7 6 13.6 17 38.6

調整件数平均値±標準偏差 24 93.8 ±166.7 6 87.8 ±112.4 12 3.4 ± 2.6

(min-max) （1-701） （1-277） (1-9)

依頼授受都道府県平均値±標準偏差 6 21.7 ±  18.1 12 7.6 ±17.0

(min-max) (1-45) (1-61)

人材派遣数平均値±標準偏差 28 344.4 ±699.8 4 440.8 ±479.4 12 67.1 ±73.7

(min-max) （1-2940） （5-913） (2-275)

都道府県内の人材確保 他都道府県からの人材確保 他都道府県への派遣
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表7　医療施設における看護人材確保・派遣の実態

N=32 N=6 N=17

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

調整内容 都道府県常勤看護職員の派遣 6 18.8 0 0.0 8 47.1

(複数回答) 都道府県常勤看護職員雇用上げ派遣 2 6.3 0 0.0 1 5.9

医療機関間での派遣調整 18 56.3 3 50.0 4 23.5

看護教員の派遣調整 6 18.8 2 33.3 0 0.0

災害支援ナースの派遣調整 2 6.3 0 0.0 0 0.0

DMAT隊員の派遣調整 7 21.9 0 0.0 0 0.0

潜在看護職の紹介 9 28.1 1 16.7 1 5.9

大学院生看護職の紹介 1 3.1 0 0.0 0 0.0

感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調整 11 34.4 0 0.0 0 0.0

その他認定・専門看護師による相談調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0

看護管理経験者による相談調整 2 6.3 0 0.0 0 0.0

看護教員による相談調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0

県看護協会職員の派遣 3 9.4 1 16.7 0 0.0

クラスター支援看護師登録者の派遣調整 1 3.1 0 0.0 0 0.0

県看護協会による募集 1 3.1 0 0.0 0 0.0

病院への派遣業務を委託 1 3.1 0 0.0 0 0.0

NPO法人 0 0.0 1 16.7 0 0.0

全国知事会 0 0.0 1 16.7 0 0.0

宿泊療養施設勤務職員 0 0.0 0 0.0 1 5.9

調整項目選択平均値±標準偏差 2.3 ±1.7 1.30 ±0.82 0.90 ±0.7

（min-max) (0-7) (0-3) (0-2)

相談窓口の明確化 7 21.9 2 33.3 4 23.5

強みに応じた役割分担 2 6.3 1 16.7 1 5.9

(複数回答) 多様な勤務シフトの検討 4 12.5 3 50.0 0 0.0

派遣者への研修 5 15.6 2 33.3 4 23.5

宿泊場所の手配・費用補助 6 18.8 1 16.7 7 41.2

通勤時の交通手段の確保 3 9.4 1 16.7 5 29.4

夜間帯勤務の免除 2 6.3 0 0.0 1 5.9

メンタルサポート 0 0.0 0 0.0 0 0.0

防護服当物品の確保 1 3.1 0 0.0 0 0.0

生活必需品物資等 2 6.3 0 0.0 0 0.0

個別対応 1 3.1 0 0.0 0 0.0

ワクチン接種人材確保 1 3.1 0 0.0 0 0.0

健康・安全管理 0 0.0 1 16.7 0 0.0

服務規則・労災補償 0 0 1 16.7 0 0.0

派遣先依頼項目選択平均値±標準偏差 1.3 ±1.5 0.29 ±0.81 1.4 ±1.5

（min-max) (0-6) (0-3) (0-4)

仲介依頼先 都道府県ナースセンター 10 31.3 1 16.7 2 11.8

(複数回答) 民間職業紹介事業者 1 3.1 0 0.0 0 0.0

都道府県看護協会 6 18.8 1 16.7 0 0.0

医療尾施設等から直接（保健所）県に依頼 2 6.3 0 0.0 0 0.0

大学 1 3.1 0 0.0 0 0.0

全国知事会 0 0.0 1 16.7 1 5.9

日本看護協会 0 0.0 1 16.7 0 0.0

県内病院へ照会 0 0.0 0 0.0 2 11.8

仲介先依頼内容選択平均値±標準偏差 0.8 ±0.6 0.5 ±0.5 0.3 ±0.5

（min-max) (0-2) (0-1) (0-1)

連携組織 市区町村 0 0.00 1 16.7 0 0.0

日本看護協会 1 3.1 2 33.3 0 0.0

都道府県看護協会 21 65.6 3 50.0 2 11.8

医療機関 1 3.1 1 16.7 0 0.0

病院協会・医師会 2 6.3 0 0.0 0 0.0

保健所設置市 1 3.1 0 0.0 0 0.0

都道府県内大学 1 3.1 0 0.0 0 0.0

訪問看護事業所 1 3.1 0 0.0 0 0.0

ICNネットワーク 1 3.1 0 0.0 0 0.0

NPO法人 1 3.1 2 33.3 0 0.0

知事会 0 0.0 1 16.7 1 5.9

広域連合 0 0.0 1 16.7 0 0.0

自衛隊 0 0.0 1 16.7 0 0.0

厚生労働省・文部科学省 0 0.0 1 16.7 1 5.9

派遣先の都道府県 0 0.0 0 0.0 1 5.9

連携組織回答選択平均値±標準偏差 1.0 ±0.5 1.70 ±1.4 0.2 ±0.6

（min-max) (0-2) (0-4) (0-1)

充足率平均値±標準偏差 22 91.7 ±21.8 3 31.7 ±28.7 10 61.7 ±22.2

（min-max) (13-100) (0-56) (30-100)

派遣先依

頼内容

都道府県内の

人材確保

他都道府県からの

人材確保

他都道府県への

派遣
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表8　保健所における看護人材確保・派遣の経験ならびに件数 N=44

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人材調整経験 34 77.3 3 6.8 16 36.4

調整件数平均値±標準偏差 17 207.9 ±421.4 2 2.0 ±  1.4 13 3.2 ±  2.7

(min-max) （4-1421） （1-3） (1-11)

依頼授受都道府県平均値±標準偏差 2 2.0 ±  1.4 12 3.3 ±2.8

(min-max) (1-3) (1-11)

人材派遣数平均値±標準偏差 24 1859.9 ±2768.4 2 41.0 ±56.6 14 27.1 ±38.4

(min-max) （30-12309） （1-81） （1-154）

都道府県内の人材確保 他都道府県からの人材確保 他都道府県への派遣
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表9　保健所における看護人材確保・派遣の実態

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

調整内容 都道府県常勤保健師の派遣 22 64.7 1 33.3 13 50.0

(複数回答) IHEAT登録者の派遣調整 13 38.2 1 33.3 0 0.0

看護教員の派遣調整 12 35.3 0 0.0 0 0.0

災害支援ナースの派遣調整 1 2.9 0 0.0 0 0.0

潜在看護職の紹介 13 38.2 0 0.0 0 0.0

大学院生看護職の紹介 2 5.90 0 0.0 0 0.0

感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調整 4 11.8 1 33.3 0 0.0

その他認定・専門看護師による相談調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0

看護教員による相談 0 0.0 0 0.0 0 0.0

市町村保健師派遣調整 6 17.6 0 0.0 0 0.0

退職保健師 2 5.9 0 0.0 0 0.0

派遣業者・民間関係団体への派遣調整 2 5.9 0 0.0 0 0.0

訪問看護師による相談 1 2.9 0 0.0 0 0.0

県人材バンク・事業登録者への調整 2 5.9 0 0.0 1 6.3

調整項目選択平均値±標準偏差 2.4 ±1.4 1.0 ±0.0 0.9 ±0.5

（min-max) (0-6) 1 (0-2)

相談窓口の明確化 12 35.3 1 33.3 6 37.5

強みに応じた役割分担 12 35.3 0 0.0 2 12.5

(複数回答) 多様な勤務シフトの検討 9 26.5 0 0.0 2 12.5

派遣者への研修 6 20.6 0 0.0 5 31.3

宿泊場所の手配・費用補助 2 5.9 0 0.0 1 6.3

通勤時の交通手段の確保 2 5.9 1 33.3 0 0.0

メンタルサポート 1 2.9 0 0.0 0 0.0

健康観察・感染管理体制強化 2 5.9 1 33.3 0 0.0

個別対応 1 2.9 0 0.0 0 0.0

派遣に係る業務一式 1 2.9 0 0.0 0 0.0

対応マニュアルの提供 1 2.9 0 0.0 0 0.0

派遣先依頼項目選択平均値±標準偏差 1.6 ±1.2 1.0 ±1.0 1.3 ±1.3

（min-max) (0-5) (0-2) (0-3)

仲介依頼先 都道府県ナースセンター 10 29.4 0 0.0 1 6.3

(複数回答) 民間職業紹介事業者 5 14.7 0 0.0 1 6.3

市町村 1 2.9 0 0.0 0 0.0

OB保健師の会 1 2.9 0 0.0 0 0.0

看護協会 1 2.9 0 0.0 0 0.0

保健所で対応 1 2.9 0 0.0 0 0.0

国 0 0.0 0 0.0 1 6.3

厚生労働省 0 0.0 0 0.0 1 6.3

仲介先依頼項目選択平均値±標準偏差 0.7 ±0.6 － － 0.1 ±0.6

（min-max) (0-2) － (0-1)

連携組織 厚生労働省 1 2.9 1 33.3 13 81.3

(複数回答) 市区町村 17 50.0 0 0.0 3 18.8

日本看護協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0

都道府県看護協会 19 55.9 0 0.0 1 6.3

県内看護大学 2 5.9 0 0.0 3 18.8

保健所設置市 1 2.9 0 0.0 1 6.3

在宅保健師の会 1 2.9 0 0.0 0 0.0

派遣先の都道府県（2） 0 0.0 0 0.0 2 12.5

連携組織項目選択平均値±標準偏差 1.3 ±1.0 0.3 ±0.6 1.3 ±0.9

（min-max) (0-3) (0-1) (0-3)

充足率平均値±標準偏差 23 81.1 ±18.7 1 70.0 10 78.0 ±25.7

（min-max) (40-100) (30-100)

他都道府県からの人材確保

N=3

派遣先依頼

内容

都道府県内の人材確保

N=34

他都道府県への派遣

N=16
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表10　都道府県における看護職人材確保対策 N=44

ｎ ％ n %

COVID禍の看護職確保体制（複数回答）

平時から医療機関等に他施設へ派遣できる看護職のリスト化を要請 13 29.5 9 69.2

各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 14 31.8 8 57.1

派遣元機関同士等の調整を都道府県で一元化的に行う体制構築 9 20.5 8 88.9

応援体制に関する都道府県看護協会と都道府県との協定 18 40.9 13 72.2

集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成体制 5 11.4 2 40.0

重症患者ケア管理ができる看護職の育成体制 7 15.9 2 28.6

ナースセンターからの職業紹介 33 75.0 20 60.6

e－ナースセンターの求職登録者に復職依頼の一斉送信の依頼 17 38.6 10 58.8

機関紙等を通じた周知 8 18.2 1 12.5

医療施設等から求人募集を出すよう働きかけ 6 13.6 2 33.3

「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 8 18.2 1 12.5

新型コロナウイルス感染症予防および対策のコンテンツをHPまたはSNSにて情報発信 7 15.9 2 28.6

国や全国自治会と連携した派遣要請 1 2.3 0 0.0

各施設で感染管理を中心的に担う看護師の育成支援 1 2.3 1 100

クラスター発生時に応援看護師を看護協会で登録 1 2.3 1 100

保健所支援において保健師OBの活用 1 2.3 0 0.0

県看護協会による人材募集 1 2.3 1 100

クラスター発生医療機関に対する他の医療機関から看護師派遣体制の構築 1 2.3 1 100

市町村や県看護協会との応援協定締結 1 2.3 1 100

市町村等から求人募集を出すよう働きかけ 1 2.3 1 100

COVID禍の看護職確保体制項目　選択個数平均値±標準偏差 3.7 ±2.4

（min-max) （0-9）

平時からの看護職復職支援（複数回答）

未就業、退職看護職の実態と就業希望条件の把握 32 72.7 19 59.4

潜在看護職個人のキャリアの把握 16 36.4 6 37.5

研修情報・看護学校などの情報発信 26 59.1 5 2.0

医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 21 47.7 6 28.6

最新の看護の知識と技術を獲得し、職場復帰を容易にするための研修開催 42 95.5 25 59.5

就業相談 41 93.2 20 48.8

メンタルヘルス相談 18 40.9 3 16.7

新しい医学・看護に関する情報提供 12 27.3 4 33.3

eナースセンターの求職登録者への求人情報等の情報提供 1 2.3 1 100

平時の復職支援項目　選択個数平均値±標準偏差 4.8 ±2.1

（min-max) （0-8）

効果あり該当あり
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表11　看護職人材確保の取り組み（自由記述）

【看護人材確保に役立ったこと】

・研修事業による協力体制などの日ごろからのつながり

・ワクチン接種に係る潜在看護師等の募集や養成、市町村とのマッチング等を強力に推進するため、「ワクチン

   接種サポートナースプロジェクト」を実施した。

・潜在看護師がワクチン接種だけでなく病院などの就業へつながった事例があった。

・民間派遣業者と県の協定締結による派遣体制を構築することで派遣先の負担軽減に繋げることが出来た。

・派遣調整業務を、日頃から医療機関と繋がりのある県看護協会へ委託したことで、医療機関の現状やニーズの

   把握及び派遣調整がより進んだ。

・e-ナースセンターにて新型コロナ支援者の登録をリスト化し、新型コロナ関連求人をメールにてタイムリーに

   提供した。

・都道府県と都道府県看護協会で覚書を締結し、胃腸体制がひっ迫した際に看護職員の派遣を依頼した。

【困難だった場面】

・新規感染者数の急増時は急激にマンパワー不足が生じる。

・感染者の増減により業務量が大きく変化するため、安定した雇用にならない。

・看護職は『従業員』であり、自主的に手が挙がることは少ない。

・人材登録者の可能な勤務条件（時間等）と保健所の要望の不一致がある。

・ワクチン接種業務については『新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の

    延長について』より特例であったが、その他の医療職は健康保険の被保険者に扶養される者は収入限度額が

   あり勤務時間に制限があった事例があった。

・集団感染が発生している現地支援について、特定の感染管理認定看護師に負担が集中した。

・認定看護師、専門看護師の数は限られており、感染拡大時は自施設の対応で派遣できない。

・クラスター発生時の通常業務を応援するための派遣は人材確保が難しくほとんど機能しなかった。

・宿泊療養施設の対応は急変時等の対応に知識技術面の不安があり、従事希望者は少なく、看護系大学教員等に

    応援依頼した。

・派遣に関する調整費については、国から補助が出なかったため派遣調整を行っている県看護協会職員の負担が

    大きかった。

・積極的疫学調査など、他の所属では行わない業務については、人材の確保が難しいと感じた。
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表12　対象施設の属性 N=26

ｎ ％

設置主体 中核市 14 53.9

特別区 6 23.1

政令指定都市 4 15.4

保健所設置市 2 7.7

所在都道府県 北海道 1 4.8

n=21 秋田県 1 4.8

群馬県 1 4.8

埼玉県 2 9.5

東京都 7 33.3

神奈川県 2 9.5

福井県 1 4.8

静岡県 1 4.8

愛知県 3 14.3

大阪府 2 9.5

職位 次長級 8 32.0

n=25 課長級 4 16.0

課長補佐級 7 28.0

人材確保部門 4 16.0

その他 2 8.0

主事 1 4.8

主幹級 1 4.8
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表13　医療施設の看護職人材確保業務担当部署　　　 N＝25

ｎ ％

感染症対策部門 11 44.0

危機管理部門 1 4.0

人材確保部門 1 4.0

統括保健師 1 4.0

保健所衛生部門 1 4.0

実施していない 10 40.0
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表14　感染対策ガイドライン整備・周知方法（複数回答） N=26

項目選択平均値±SD（min-max） 1.4 ±0.8 (0-4)

n %

厚生労働省から入手し医療施設へ伝達 23 88.5

日本看護協会から入手し医療施設へ伝達 1 3.9

専門学会から入手し医療施設へ伝達 4 15.4

感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療機関へ伝達 1 3.9

県（県対策本部など）から情報提供 3 11.5

国などから医師会を通して伝達 1 3.9

実施なし 2 7.7
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表15　日頃から取り組んでいる医療施設間ネットワーク

・院内感染対策部門(ICT)の感染加算1の病院を中心にネットワーク会議を実施

・病院連絡会、感染症地域医療体制協議会、訪問看護ステーション連絡会等の会議へ出席

・市医師会との情報交換会
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表16　保健所政令市等が構築している医療施設との連携体制

・施設、HPのクラスターでラウンドが必要と判断したところに了解をとり、ICN、ICDと

　保健所感染症担当といっしょにラウンド

・医事薬事係が構築しているメーリングリスト

・市医師会・医師会コーディネーター、訪問看護ステーション、市保健所による新型コロナ

   ウイルス感染症の入院待機者への支援（在宅酸素等）のネットワーク

・感染症のICNとの顔の見える関係づくり

・病院専用ホットライン

・市町村内病院と包括連携協定を締結し実習生の受入れほか各種相互協力を実施

・コロナが落ち着いた時期に調整会議を開催
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表17　医療施設における看護人材確保・派遣の経験ならびに件数

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人材調整経験 2 8.7 1 4.8 0 0.0

人材派遣数平均値±標準偏差 2 6.0 ±8.5

(min-max) （0-12）

未回答 未回答

他保健所政令市等からの

人材確保

他保健所政令市等へ

の派遣

保健所政令市等内の

人材確保
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表18　医療施設における看護人材確保・派遣の実態

ｎ ｎ

保健所政令市等常勤看護職員の派遣 1 0

保健所政令市等常勤看護職員雇用上げ派遣 0 0

(複数回答) 医療機関間での派遣調整 1 0

看護教員の派遣調整 1 0

災害支援ナースの派遣調整 0 0

DMAT隊員の派遣調整 0 1

潜在看護職の紹介 0 0

大学院生看護職の紹介 0 0

感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調整 0 0

その他認定・専門看護師による相談調整 0 0

看護管理経験者による相談調整 1 0

看護教員による相談調整 0 0

相談窓口の明確化 1 0

強みに応じた役割分担 1 1

多様な勤務シフトの検討 0 0

(複数回答) 派遣者への研修 0 0

宿泊場所の手配・費用補助 0 0

通勤時の交通手段の確保 0 0

夜間帯勤務の免除 0 0

メンタルサポート 0 0

都道府県ナースセンター 0 0

民間職業紹介事業者 0 0

(複数回答) 県 0 1

市区町村 0 1

日本看護協会 0 0

(複数回答) 都道府県看護協会 0 0

派遣先

依頼内容

仲介

依頼先

連携

組織

保健所政令市等内の

人材確保

(N=2)

他保健所政令市等からの

人材確保

(N=1)

調整

内容
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表19　保健所における看護人材確保・派遣の経験ならびに件数

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人材調整経験 15 60.0 4 16.7 3 12.5

調整件数 平均値±標準偏差 2 2.0 ±  1.4 2 1.5 ±  0.7 3 1.0 ±  0.0

(min-max) (1-1)

依頼授受自治体数平均値±標準偏差 3 1.0 ±  0.0 2 1.0 ±  0.0

(min-max) (1-1) (1-1)

人材派遣数平均値±標準偏差 22 2005.9 ±2850.3 2 135.5 ±177.5 3 33.7 ±  11.4

(min-max) （30-12309） （10-261） (21-43)

保健所政令市等内の

人材確保（N=25）

他保健所政令市等からの人材確保

（N=24）

他保健所政令市等へ

の派遣

（1-3） （1-2）
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表20　保健所における看護人材確保・派遣の実態

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

調整内容 保健所政令市等常勤保健師の派遣 12 80.0 4 100.0 3 100.0

(複数回答) IHEAT登録者の派遣調整 4 26.7 0 0.0 0 0.0

看護教員の派遣調整 8 53.3 1 25.0 0 0.0

災害支援ナースの派遣調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0

潜在看護職の紹介 3 20.0 0 0.0 0 0.0

大学院生看護職の紹介 1 6.7 0 0.0 0 0.0

感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調整 4 26.7 0 0.0 0 0.0

その他認定・専門看護師による相談調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0

看護教員による相談 0 0.0 0 0.0 0 0.0

OB保健師の派遣調査 1 6.7 0 0.0 0 0.0

Dr応援 1 6.7 0 0.0 0 0.0

都道府県DMATチーム 0 0.0 1 25.0 0 0.0

調整項目　選択個数平均値±標準偏差 1.4 ±1.7 0.2 ±0.7 0.1 ±0.3

（min-max) (0-5) （1-3） (1-1)

相談窓口の明確化 2 13.3 1 25.0 1 33.3

強みに応じた役割分担 6 40.0 3 75.0 1 33.3

(複数回答) 多様な勤務シフトの検討 4 26.7 0 0.0 0 0.0

派遣者への研修 3 20.0 0 0.0 1 33.3

宿泊場所の手配・費用補助 0 0.0 1 25.0 0 0.0

通勤時の交通手段の確保 0 0.0 0 0.0 0 0.0

メンタルサポート 0 0.0 1 25.0 0 0.0

疫学調査等 1 6.7 1 25.0 0 0.0

健康課題 0 0.0 0 0.0 0 0.0

派遣先依頼項目　選択個数平均値±標準偏差 0.7 ±0.9 0.3 ±0.7 0.1 ±0.3

（min-max) (0-3) (1-3) (1-1)

仲介依頼先 都道府県ナースセンター 2 13.3 0 0.0 0 0.0

(複数回答) 民間職業紹介事業者 8 53.3 0 0.0 0 0.0

医療機関 2 13.3 0 0.0 0 0.0

派遣業者 1 6.7 0 0.0 0 0.0

大学に直接交渉 1 6.7 0 0.0 0 0.0

指定都市市長会 0 0.0 0 0.0 1 33.3

都道府県 0 0.0 2 50.0 0 0.0

仲介先依頼項目　選択個数平均値±標準偏差 0.6 ±0.8 0.08 ±0.3 0.0 ±0.2

（min-max) (0-3) (0-1) (0-1)

連携組織 厚生労働省 0 0.0 0 0.0 0 0.0

都道府県 2 13.3 3 75.0 0 0.0

日本看護協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0

都道府県看護協会 3 20.0 0 0.0 0 0.0

医療機関 1 6.7 0 0.0 0 0.0

市医師会 1 6.7 0 0.0 0 0.0

市薬剤師会 1 6.7 0 0.0 0 0.0

市立病院 1 6.7 0 0.0 0 0.0

庁内 1 6.7 0 0.0 0 0.0

連携組織項目　選択個数平均値±標準偏差 0.4 ±0.6 0.1 ±0.3

（min-max) (0-2) (0-1)

充足率平均値±標準偏差 8 78.1 ±25.4 2 90.0 ±14.1 1 100.0

（min-max) (30-100) （80-100）

派遣先依頼

内容

保健所政令市等の

人材確保

保健所政令市等からの人

材確保

他保健所政令市等

への派遣
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表21　保健所政令市等における看護職人材確保対策

ｎ ％ n %

COVID禍の看護職確保体制（複数回答）

平時から医療機関等に他施設へ派遣できる看護職のリスト化を要請 0 0.0 0 0.0

各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 2 8.0 2 100.0

派遣元機関同士等の調整を自治体で一元化的に行う体制構築 1 4.0 1 100.0

集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成 0 0.0 0 0.0

重症患者ケア管理ができる看護職の育成 0 0.0 0 0.0

ナースセンターからの職業紹介 2 8.0 2 100.0

e－ナースセンターの求職登録者に復職依頼の一斉送信の依頼 0 0.0 0 0.0

機関紙等を通じた周知 2 8.0 1 50.0

医療施設等から求人募集を出すよう働きかけ 0 0.0 0 0.0

「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 2 8.0 2 100.0

新型コロナウイルス感染症予防および対策のコンテンツをHPまたはSNSにて情報発信 2 8.0 1 50.0

ハローワーク 2 8.0 1 50.0

派遣会社との契約・依頼 3 12.0 2 66.7

COVID禍の看護職確保体制項目　選択個数平均値±標準偏差 0.8 ±1.0

（min-max) (0-4)

平時からの看護職復職支援

未就業、退職看護職の実態と就業希望条件の把握 0 0.0 0 0.0

潜在看護職個人のキャリアの把握 0 0.0 0 0.0

研修情報・看護学校などの情報発信 3 12.0 1 33.3

医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 1 4.0 0 0.0

最新の看護の知識と技術を習得し、職場復帰を容易にするための研修開催 2 8.0 1 50.0

就業相談 1 4.0 1 100.0

メンタルヘルス相談 0 0.0 0 0.0

新しい医学・看護に関する情報提供 1 4.0 1 100.0

育休明け保健師向け研修会の開催 1 4.0 0 0.0

看護師の復職支援を団体に委託し支援 1 4.0 0 0.0

県看護協会との連携 1 4.0 0 0.0

産業医との面談や評価 1 4.0 0 0.0

平時の復職支援項目　選択個数平均値±標準偏差 0.6 ±0.9

（min-max) (0-3)

N=25

該当あり 効果あり
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表22　看護職人材確保の取り組み（自由記述）

【看護人材確保に役立ったこと】

・人材派遣業者の活用（メディカルコンシェルジュ）

・予算立てし、平時から派遣契約しておき2～3名来てもらっている。

・当道府県統括保健師より、県職員（保健師、事務職）と県DMATチームが一定期間保健 所の

   応援に入って頂いた。

・臨時的に雇用する看護師は複数名いるが、日頃の職員同士のネットワークにより、一定数配置が

できている

・国からの補助金（包括支援金）で民間業者に多数の看護職の派遣依頼ができた。

・人材派遣会社と主に調整する専任の職員(管理職)により、感染拡大状況に合わせて人員を確保

   できた。

【困難だった場面】

・人材の質にばらつきが多く、現場でOJTをしながら受け入れるが定着率に課題あった。

・学校職員は看護師だが、待遇面で病院看護師と異なるため協力に行けなかった。

・感染拡大時は、どこも同様に派遣会社と契約しとり合いのようになっていた。

・財源確保と契約までの調整が困難

・常勤保健師の人材確保は、通常業務の運営と併任しなければならず困勤

・疫学調査を実施する人材不足

・指示待ちが多数となり、指揮役（本務）の圧倒的な不足で、教育や組織や人への対策がメイン
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表23 対象者職位 N=38

ｎ ％

職位 協会長 3 7.9

理事 29 76.3

職員 5 13.2

元専務理事長 1 2.6
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表24　医療施設の看護職人材確保業務担当部署　　　 N＝39

ｎ ％

感染症対策部門 1 2.6

危機管理部門 2 5.1

人材確保部門 3 7.7

ナースセンター 22 56.4

役員 3 7.7

地域支援部 1 2.6

事務局 3 7.7

総務部 2 5.1
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表25　感染対策ガイドライン整備・周知方法（複数回答） N=39

n %

厚生労働省から入手し医療施設へ伝達 23 59.0

日本看護協会から入手し医療施設へ伝達 24 61.5

専門学会から入手し医療施設へ伝達 7 18.0

感染専門家アドバイザーから（感染管理認定看護師等）入手し医療機関へ伝達 13 33.3

都道府県等の行政からの周知問その内容をホームページに掲載 7 18.0

研修会等を通じて周知 1 2.6

感染専門家アドバイザーが入手し相談窓口や研修等で周知 1 2.6

日本赤十字社から入手し医療施設へ伝達 1 2.6

項目選択平均値±標準偏差 2.1 ±1.2

（min-max）　　　 (0-5)
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表26　日頃から取り組んでいる医療施設間ネットワーク

・都道府県看護対策会議、保健医療調整本部会議等の会議の出席

・看看連携ネットワーク推進事業

・看護協会間によるネットワーク

・看護管理者ネットワーク（メーリングリスト作成）

・感染制御ネットワーク・医療安全管理者ネットワーク

・リソースナース講師派遣

・感染管理認定看護師交流会

・医療圏ごとの連携ネットワークの構築

・『循環型地域医療連携システム』による『県共用地域医療連携パス』

・看護協会に登録された災害支援ナースのネットワーク（個人または施設）

・看護協会や保健所による地域の課題に対する研修やフォーラムの開催

・看護職員応援ネットワーク事業（Eナースネット）

・ICNネットワークによる各支部内で中小病院や社会福祉施設への相談・派遣
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表27　都道府県看護協会が構築している医療施設との連携体制

・会員所属施設や病院看護管理者のメーリングリストを作成

・都道府県看護協会の理事会・支部長会、看護管理者会及び地区別看護管理者会

・災害支援ナースが所属する病院や施設の看護管理者との連携

・高齢者施設や障がい者施設の看護管理者

・研修の講師として依頼した感染管理認定看護師の所属施設

・都道府県内医療機関の看護職応援派遣事業

・看看連携を基盤とした地域包括ケア推進支援事業

・地区別タウンミーティング

・多職種対象や複数の施設対象に研修会の実施

・県看護協会職員の感染管理、認定看護師と連携しクラスター発生時の教育・指導

・人材確保業務として応援派遣可能な病院に事前に登録する仕組みを構築

・都道府県と協働でクラスター発生病院への応援派遣体制を構築

・新型コロナウィルス感染症等にかかる看護師派遣調整

・派遣協力病院看護管理者会議

・新型コロナ医療ワーキング会議

・新型コロナ感染症対策に係る県内病院長会議
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表28　医療施設における看護人材確保・派遣の経験ならびに件数 N＝39

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人材調整経験 27 69.2 4 10.3 23 59.0

調整件数平均値±標準偏差 22 112.7 ±167.7 3 1.0 21 1.9 ±2.2

(min-max) (0-700) (0-2) (1-10)

依頼授受都道府県平均値±標準偏差 3 36.0 ±6.1 20 7.0 ±3.1

(min-max) (1-12) (1-14)

人材派遣数平均値±標準偏差 3 5.0 ± 6.1 3 195.0 ±176.0 22 21.1 ±43.9

(min-max) (1-12) (56-393) （0-178）

都道府県内の人材確保 他都道府県からの人材確保 他都道府県への派遣
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表29　医療施設における看護人材確保・派遣の実態

ｎ ％ ｎ ｎ ％

看護協会常勤看護職員の派遣 5 18.5 0 0.0 7 30.4

看護協会による非看護職員雇用上げ派遣 6 22.2 1 25.0 11 47.8

(複数回答) 医療機関間での派遣調整 13 48.1 4 100.0 1 4.3

看護教員の派遣調整 2 7.4 1 25.0 1 4.3

災害支援ナースの派遣調整 1 3.7 0 0.0 1 4.3

DMAT隊員の派遣調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0

潜在看護職の紹介 12 44.4 1 25.0 5 21.7

大学院生看護職の紹介 1 3.7 1 25.0 0 0.0

感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調整 14 51.9 1 25.0 1 4.3

その他認定・専門看護師による相談調整 2 7.4 0 0.0 1 4.3

看護管理経験者による相談調整 4 14.8 1 25.0 1 4.3

看護教員による相談調整 1 3.7 0 0.0 1 4.3

ナースセンターの求人強化 2 7.4 0 0.0 0 0.0

eナース登録者にメールや電話で求人案内 1 3.7 0 0.0 0 0.0

NPO法人の紹介 1 3.7 1 25.0 0 0.0

委託職員の派遣 0 0.0 0 0.0 1 4.3

調整項目選択個数平均値±標準偏差 2.4 ±1.9 2.8 ±1.5 1.4 ±1.9

（min-max) (1-10) (1-4) (0-10)

相談窓口の明確化 11 40.7 2 50.0 10 43.5

強みに応じた役割分担 6 22.2 2 50.0 3 13.0

多様な勤務シフトの検討 9 33.3 2 50.0 3 13.0

(複数回答) 派遣者への研修 4 14.8 1 25.0 4 17.4

宿泊場所の手配・費用補助 5 18.5 1 25.0 12 52.2

通勤時の交通手段の確保 6 22.2 2 50.0 5 21.7

夜間帯勤務の免除 0 0.0 0 0.0 0 0.0

メンタルサポート 2 7.4 2 50.0 1 4.3

日常生活支援 1 3.7 0 0.0 0 0.0

ワクチン接種 1 3.7 0 0.0 0 0.0

感染対策 1 3.7 0 0.0 1 4.3

派遣先依頼項目選択個数平均値±標準偏差 1.7 ±1.6 3.0 ±2.5 1.7 ±1.6

（min-max) (0-6) (1-6) (0-5)

都道府県ナースセンター 14 51.9 3 75.0 6 26.1

民間職業紹介事業者 1 3.7 0 0.0 1 4.3

(複数回答) 県 1 3.7 0 0.0 0 0.0

医師会 2 7.4 0 0.0 1 4.3

日本看護協会 0 0.0 0 0.0 2 8.7

仲介先依頼項目選択個数平均値±標準偏差 0.7 ±0.5 0.8 ±0.5 0.5 ±0.5

（min-max) (0-2) (0-1) (0-1)

市区町村 3 11.1 1 25.0 1 4.3

日本看護協会 5 18.5 4 100.0 21 91.3

(複数回答) 都道府県 21 77.8 0 0.0 3 13.0

県医師会 2 7.4 0 0.0 0 0.0

連携組織項目選択個数平均値±標準偏差 1.2 ±0.7 1.3 ±0.5 1.3 ±0.6

（min-max) (0-3) (1-2) (0-2)

充足率平均値±標準偏差 19 81.3 ±27.1 3 61.9 ±33.9 13 90.4 ±23.7

（min-max) (35-100) (35-100) (30-100)

派遣先

依頼内容

仲介

依頼先

連携

組織

都道府県内の人材確保

N=27

他都道府県からの人材確保

N=4

他都道府県への派遣

N=23

調整

内容
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表30　保健所における看護人材確保・派遣の経験ならびに件数

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人材調整経験 29 78.4 0 0.00 0 0.00

調整件数 平均値±標準偏差 21 976.5 ±3409.4

(min-max)

人材派遣数平均値±標準偏差 18 823.9 ±1444.5

(min-max) （3-5244)

（1-15000）

都道府県内の人材確保

（N=37）

他都道府県からの人材確保

（N=34）

他都道府県への派遣

（N=35)
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表31　保健所における看護人材確保・派遣の実態

ｎ ％

調整内容 看護協会常勤保健師の派遣 5 17.2

(複数回答) IHEAT登録者の派遣調整 4 13.8

看護教員の派遣調整 2 6.9

災害支援ナースの派遣調整 0 0.0

潜在看護職の紹介 26 89.7

大学院生看護職の紹介 0 0.0

感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調整 2 6.9

その他認定・専門看護師による相談調整 0 0.0

看護教員による相談 0 0.0

事前登録者の紹介 1 3.4

看護協会に非常勤として雇用 1 3.4

調整項目選択個数平均値±標準偏差 1.6 ±0.7

（min-max) (1-3)

相談窓口の明確化 7 24.1

強みに応じた役割分担 9 31.0

(複数回答) 多様な勤務シフトの検討 11 37.9

派遣者への研修 8 27.6

宿泊場所の手配・費用補助 0 0.0

通勤時の交通手段の確保 2 6.9

メンタルサポート 2 6.9

派遣先依頼項目選択個数平均値±標準偏差 1.3 ±1.3

（min-max) (0-5)

仲介依頼先 都道府県ナースセンター 22 75.9

(複数回答) 民間職業紹介事業者 0 0.0

協会の総務課 1 3.4

仲介を通さず直接依頼 1 3.4

仲介先依頼項目選択個数平均値±標準偏差 0.8 ±0.4

（min-max) (0-1)

連携組織 日本看護協会 2 6.9

厚生労働省 0 0.0

都道府県 21 72.4

市区町村 7 24.1

在宅保健師の会 1 3.4

連携組織項目選択個数平均値±標準偏差 1.1 ±0.7

（min-max) (0-2)

充足率平均値±標準偏差 16 88.7 ±21.9

（min-max) (30-100)

派遣先依頼

内容

都道府県内の人材確保

(N=29)
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表32　看護職人材確保対策の取り組み

ｎ ％ n %

COVID禍の看護職確保体制（複数回答）

日本看護協会からの事業委託 36 92.3 19 52.8

所在都道府県からの事業委託 31 79.5 23 74.2

各医療関係職の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整 9 23.1 4 44.4

現状についての地域住民へ向けたメッセージの発信 8 20.5 2 25.0

看護協会と所在都道府県との協定 17 43.6 9 52.9

集中治療管理・呼吸ケア管理ができる看護職の育成体制 4 10.3 2 50.0

重症患者ケア管理ができる看護職の育成体制 5 12.8 2 40.0

ナースセンターからの職業紹介 38 97.4 30 78.9

eナースの求職登録者に復職依頼の一斉送信 34 87.2 21 61.8

機関紙等を通じて看護協会員に周知 28 71.8 10 35.7

「新型コロナウイルス感染関連相談窓口」の開設・メール相談受付 30 76.9 10 33.3

新型コロナウイルス感染症予防および対策のコンテンツをHPまたはSNSにて情報発信 20 51.3 10 50.0

都道府県下の施設からの協力体制 2 5.1 1 50.0

COVID禍の看護職確保体制項目　選択個数平均値±標準偏差 6.77 ±20.6

（min-max) (2-13)

平時からの看護職復職支援

未就業、退職看護職の実態と就業希望条件の把握 29 74.4 22 75.9

潜在看護職個人のキャリアの把握 21 53.9 14 66.7

研修情報・看護学校などの情報発信 25 64.1 4 16.0

医療機関における平時の看護職員充足状況の把握 21 53.9 3 14.3

最新の看護の知識と技術を獲得し、職場復帰を容易にするための研修開催 38 97.4 27 71.1

就業相談 39 100.0 20 51.3

メンタルヘルス相談 25 64.1 8 32.0

新しい医学・看護に関する情報提供 15 38.5 8 53.3

平時の復職支援項目　選択個数平均値±標準偏差 5.16 ±1.67

（min-max) (2-8)

N=39

該当あり 効果あり
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表33　看護職人材確保の取り組み（自由記述）

【看護人材確保に役立ったこと】

・都道府県が運営する新型コロナ患者の宿泊療養施設の看護職確保と勤務シフト作成を行った。

・クラスター発生時、潜在看護職で『新型コロナウイルス感染症対応看護職スキルアップ研修』を受講者からレッドゾーンで勤務可能な

   人を施設短期雇用として採用となった。

・ナースセンター登録や研修を通して受講者から勤務可能者のリストを作成した。

・看護職の確保の必要性と重要性をマスコミ等による情報発信

・AWAナース（プラチナナース）登録制度があり、登録者の希望に沿って人材確保に対応できた。

・ワクチン接種、宿泊療養施設、避難所対応等の業務に対応可能な看護職を募集、非常時に求められる看護知識・技術を習得する研修を

    修了した『応援看護職』を育成した。

・他職種による出張ワクチン接種技術、臨床検査技師、薬剤師、県警所属の看護職

・HPに施設の感染対策、クラスター支援に関する申し込みフォームを作成、相談や支援要望に対応した。

・コーディネーターを配置し、人員のシフト作成や業務の指導、調整等を実施したことで人材確保は円滑に行えた。

・県からの要請で看護協会が看護人材を確保し、非常勤職員として採用した上で在席出向として人員を派遣したことは効果的であった。

・ワクチン支援応募が多数あり(賃金が高いことが応募の要因となった)、その中から保健所支援のフォロアップセンター、軽症者宿泊

　センターなどに派遣することができた。
・クラスター発生時、県からの要請で感染管理認定看護師等が保健所職員等に同行して施設を訪問し、感染管理・ゾーニング指導を

　行い、必要時継続フォローを行った。
・県から自宅療養者の健康観察業務を支援する看護師を各保健所にシフト調整し派遣できないか要請があり、eナースセンター登録者に

    呼びかけ、確保することができた。
・感染管理認定看護師がクラスター対応のため、福祉施設、他の医療機関に派遣したことは県内の感染対策の状況把握と自身の役割の

    認識、ネットワーク強化につながった。

・看護協会で『新型コロナウイルス感染症に関する実態調査』を実施し、その結果、200床以下の医療機関と介護施設、訪問看護

　ステーションに感染管理認定看護師が不在で新型感染症に対する対応に不安や知識不足を感じている施設が多いことが明らかになり、

    協会に所属する感染管理認定看護師を協会から各施設に派遣し、直接その場で指導・相談に対応じた。また、感染防護備品などが

    不足していることがわかり、県や議員に対して要望書として提出し、備品の確保や配布することに役立った。

・保健所が感染者及び濃厚接触者の把握がしきれず機能しなくなった時、県から看護協会が『陽性者及び濃厚接触者に対する健康観察

    事業』を受託し、ナースセンターと協力して潜在看護師を協会で採用した。

【困難だった場面】

・COVID-19のクラスターや、濃厚接触者も含めて職員の休み等から、施設間での調整・派遣は困難である。

・突発的な人材確保には対応できない。

・ナースセンター登録が非常に少なかった。

・募集は非常勤だが、希望者は常勤を希望しマッチングできない。

・病院・施設での離職があった。

・中小規模の病院や高齢者施設では、クラスターの発生時の人材の確保が困難であった。

・クラスターにより面接が延期され、求職者が不安を感じる事例もあった。

・問い合わせのみで登録につながらず、問い合わせ対応に時間と労力を費やした。

・個々の技術力や対応力に差があった。

・時短、週2～3で働きたいという求職者のニーズと合致せずマッチングに苦慮した。

・ウイズコロナの方向性となり、イベントや事業をコロナ前に戻していく中で業務の負担が増している。

・ナースセンターでの人材確保は、求人登録に時間が掛かったり、採用までに時間がかかることもあり、あまり活用されていなかった。

・採用した看護職への賃金の支払いは一時的に看護協会本会が負担しなければならないため、職員の業務が増した。

・登録病院自体がクラスター発生したり、職員が濃厚接触者などで人員不足状態であったため、比較的人員の多い同じ病院からの派遣と

    なってしまった。

・ナースセンターにおける業務量が増加したが、これまでの人員で実施する必要があり、時間外労働が増えた。

・新型コロナウイルスワクチン研修を行った頃は、知識等が十分浸透していなかった時期であり、潜在看護職は怖いと思っている人が

    多かった。

・コロナ関連業務の賃金が高額なため、医療施設等への復職を困難にしている。
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１．ヒアリング対象 

 ヒアリング対象は次の 10 件であった。 

 １）地方自治体 

① A 県 

② B 県 

③ C 市（政令指定都市） 

④ D 市（政令指定都市） 

 ２）保健所 

⑤ E 市保健所 

 ３）看護協会 

⑥ 日本看護協会 

⑦ F 県看護協会 

⑧ G 県看護協会 

⑨ H 県看護協会 

⑩ I 県看護協会 

 

２．ヒアリング内容 

 ヒアリング内容は主に以下の 4 点であった。 

１）人材調整担当者の役割 

２）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

３）感染拡大前の備え 

４）現状の課題や改善例 

 

３． 分析結果 

１）人材調整担当者の役割 

人材調整担当者の役割については、担当者の所属や立場などにより異なっていた。 

（１）行政 

行政担当者の役割は、次のようなものがあった。 

・既存事業・新規事業内容の検討 

・事業実施体制の整備 

・都道府県看護協会との調整 

・医療機関等の関係者への協力要請 

・看護職派遣に関する全体調整と相談対応 

・宿泊療養施設の人材確保・調整 

・在宅療養者支援などの実務 

・在宅支援担当への応援調整 

（２）保健所 

・E 市保健所は、専任の担当者はおらず、入院調整、健康観察、患者支援の事務、ハーシスの登録の補
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助等の業務を行いながら、手の空いた管理職が、人材確保・調整を行っているとの回答があった。 

（３）看護協会 

看護協会については、日本看護協会と都道府県看護協会では異なっていた。 

①日本看護協会 

日本看護協会の役割は、大きく以下の 3 つであった。 

・国と日本看護協会の間での事業の調整および体制づくり 

・都道府県看護協会への応援派遣に関する情報提供および連携 

・応援派遣看護職の育成と情報提供のための支援 

②都道府県看護協会 

都道府県看護協会の担当者の役割は、大きく以下の３つであった。 

A．委託事業内容の検討・調整 

・委託事業内容の検討 

・都道府県との調整 

B．委託事業の実施体制の整備 

・看護職確保のための情報提供と医療機関への協力要請・相談・調整 

C．看護職派遣に関する実務 

・派遣要請の内容確認 

・候補となる看護職への協力依頼・調整 

・候補となる看護職リストの作成 

・派遣要請内容と候補看護職のマッチング 

・派遣する看護職の都道府県看護協会での一時雇用のための面接・手続き・段取り 

・派遣する看護職への説明およびオリエンテーション 

・派遣する看護職に対する不安軽減 

・派遣した看護職の相談対応 

・宿泊療養施設の運営支援 

・突発的な問題への対応の相談および都道府県との調整  

・業務手順やマニュアル作成等の支援 

２）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（１）看護職確保の目的および根拠となる事業や協定 

看護職確保目的や根拠については、行政、保健所、看護協会でそれぞれ異なっていた。 

①行政 

（A 県） 

・看護職確保および派遣調整 

➢ A 県と県看護協会との間における協定 

➢ 看護職確保および派遣調整を県看護協会に委託 

（B 県） 

・宿泊療養施設の健康観察業務の看護職員確保（当初 2 ケ所、現在は 8 ケ所） 

・在宅療養者支援（ホームケア班という呼び方をしている）の看護職員確保 

・クラスター発生施設等への感染管理認定看護師の派遣 
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・クラスター発生により診療機能が維持できないところへの看護職派遣 

・他の都道府県への派遣 

➢ 全国知事会からの派遣要請 

（C 市（政令指定都市）） 

・保健所への保健師配置 

・保健センターの応援サポーターの配置 

（D 市（政令指定都市）） 

・宿泊療養施設の人材確保 

➢ 県からの派遣要請 

・内部の人材不足への対応 

・D 市内 18 区への D 市立大学看護教員の派遣（18 区の人材確保は基本は各区が実施） 

・他の自治体間の派遣・受援 

➢ 全国市長会からの派遣要請 

・医療機関からの派遣要請は他局が実施 

②保健所 

（E 市保健所） 

・保健所で疫学調査や健康観察業務を行う人員確保 

・保健センターの人員確保（応援サポーター確保） 

③看護協会 

 （日本看護協会） 

・都道府県をまたいだ看護職の広域派遣 

➢ 令和 3 年度事業「広域派遣調整事業」として国から受託 

➢ 応援派遣を要する都道府県と都道府県看護協会の間における協定 

➢ 都道府県看護協会と日本看護協会の間における協定 

（都道府県看護協会） 

都道府県看護協会は都道府県により異なっていた。 

 ＜F 県看護協会＞ 

・保健所（電話相談）、宿泊療養施設、児童相談所の一時保護所への看護職派遣 

・宿泊療養施設の妊婦対応のための看護職確保 

・クラスター発生時の医療機関等への看護職の派遣 

➢ F 県と委託契約を結んで実施（2021 年 4 月にクラスターが出た場合に看護職を派遣できる体

制を整備したいと県から相談を受けた） 

・県をまたいだ看護職の広域派遣 

➢ F 県と県看護協会の間における協定 

＜H 県＞ 

・看護職の人材確保 

➢ 新型コロナウイルス感染症発生当初から H 県と県看護協会の間で協定を締結（新型コロナウ

イルス感染症対応のための看護職員の応援派遣調整に関する協定） 

①保健所の人材確保 

➢ 保健医療部（保健所の統括課）委託事業として年単位で受託（県内の保健所へ配置） 
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②保健所以外の人材確保 

➢ H 県新型コロナウイルス感染症対策本部からの依頼で調整 

・県をまたいだ看護職の広域派遣 

➢ 日本看護協会と県看護協会の間における協定 

＜I 県看護協会＞ 

・看護職の確保および派遣 

➢ I 県からの委託事業として受託 

・県をまたいだ看護職の広域派遣（実施していない） 

➢ 県外からの応援は受けないという県の方針 

（２）確保した看護職の配置・派遣対象施設 

確保した看護職の配置・派遣先はそれぞれ異なっていた。 

（A 県） 

・クラスター発生施設（令和 2 年はクラスター発生施設に限定して実施した） 

「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業」開始に伴い対象を拡大 

・臨時の医療施設 

・酸素ステーション 

・クラスター以外の理由で看護職が不足となった施設等 

・保健所 

（B 県） 

・クラスター発生施設 

・在宅療養者支援部署（ホームケア班） 

・宿泊療養施設 

・保健所 

（C 市（政令指定都市）） 

・C 市保健所本部 

・C 市内の 16 区保健センター 

（D 市（政令指定都市）） 

・宿泊療養施設（市民病院） 

・内部の人材不足の部署 

・D 市 18 区 

（E 市保健所） 

・保健所 

（日本看護協会） 

・都道府県をまたいだ派遣要請のあった施設 

（F 県看護協会） 

・医療機関（大規模病院は自施設内で調整できるためほぼ中小規模の病院だった） 

（G 県看護協会） 

・新型コロナワクチン接種 

・宿泊療養施設 

・クラスター発生施設 
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・人員不足となった医療施設（E-ナースネット登録施設） 

（H 県看護協会） 

・H 県内の保健所 

・対策本部の管轄施設（クラスター発生施設、重点医療機関、待機ステーション） 

（I 県看護協会） 

・新型コロナワクチン接種 

・宿泊療養施設 

・医療機関や福祉施設 

・保健所（相談員） 

（３）看護職の確保元（所属・派遣元） 

看護職の確保元は、配置・派遣先や職種によってそれぞれ異なっていた。主な確保元は次の通り。 

①自施設職員 

②e ナースセンター 

③各医療機関 

④民間の人材派遣会社 

⑤独自の人脈 

⑥学校教員（大学、養成所など） 

⑦IHEAT 

⑧看護学生 

⑨保健師の人材バンク（退職保健師・潜在保健師の人材バンク事業：H 県委託事業） 

⑩都道府県看護協会（感染管理認定看護師の場合） 

（４）看護職の確保プロセス 

看護職の確保プロセスは確保元ごとに概ね次の通りであった。 

①自施設職員：組織内の他の部署等に配置されている看護職に応援要請をかける 

②e ナースセンター：都道府県看護協会を通して確保 

③各医療機関：看護管理者へ 1 件 1 件メールあるいは電話をかけて派遣要請 

④民間の人材派遣会社：人材派遣会社を通して確保 

⑤独自の人脈：担当者や職員の個人の人脈を活用して 1 件 1 件電話をかけて応援を依頼 

⑥学校教員（大学、養成所など）：詳細不明 

⑦IHEAT：詳細不明 

⑧看護学生：詳細不明 

⑨保健師の人材バンク（退職保健師・潜在保健師の人材バンク事業：H 県委託事業） 

⑩都道府県看護協会（感染管理認定看護師の場合）：詳細不明 

（５）確保した看護職の雇用および配置・派遣の仕組 

雇用体系などの派遣の仕組みは、行政、保健所、看護協会それぞれ異なっていた。雇用パターンは自

治体方針や財源、事業、勤務日数や勤務時間等によって異なっていると考えられた。主なパターンは次

の通り。 

①自治体職員として一時雇用し配置・派遣する 

②都道府県看護協会で一時雇用し配置・派遣する 

③日雇いで配置・派遣する 
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④時間給で配置・派遣する 

都道府県をまたいだ派遣の場合は、次の 3 つの雇用パターンであった。 

①派遣先県看護協会雇用 

②派遣元県看護協会雇用 

③都道府県雇用 

（６）看護職の配置・派遣プロセス 

確保した看護師の配置・派遣プロセスは、行政、保健所、看護協会ごとに異なり、また配置・派遣先

や、派遣する職種、状況等によってそれぞれ異なっていた。 

（A 県） 

＜クラスター発生時の派遣＞： 

派遣プロセス：クラスター発生→保健所に報告・要請→県の感染症対策課に連絡→県の中で調整→

県から県看護協会に派遣要請 

・クラスター発生時の看護職員派遣は第１段階と第 2 段階に分けて実施していた。 

▷第 1 段階は、感染管理を主に行うために派遣する。 

▷第２段階は、通常業務を行う不足した看護師を補うために派遣する。（実際には国の補助金使

えず財源がなかったので第 2 陣は派遣できていない） 

＜保健所への配置・派遣＞ 

・感染拡大の波にあわせ必要人数を予測→依頼 

（B 県） 

＜クラスター発生時の派遣＞ 

・クラスター発生時は、次の 2 段階に分けで派遣を実施していた。 

▷第 1 段階：DMAT 投入（初動対応） 

▷第 2 段階：応援の看護職の派遣 

＜宿泊療養施設への派遣＞ 

・医療強化型の宿泊療養施設：県内の基幹病院に直接派遣を依頼していた。 

・人手不足の時は、人材派遣会社にも派遣を依頼していた。 

＜保健所への配置・派遣＞ 

・OB・OG 保健師に依頼→その OB・OG から更に他の OB・OG 保健師に依頼 

＜在宅療養者支援（ホームケア班）への配置＞ 

・ナースセンターを介し県内の看護職を中心に確保 

（C 市（政令指定都市）） 

＜保健所への配置＞ 

・16 区保健センターの母子保健担当の保健師を配置→市役所の他部署にいる保健師を配置 

・令和 2 年 12 月から人材派遣会社からの保健師を派遣し始めた。 

▷基本は、各保健センターから必要人数を集約し、本部が各派遣会社に依頼する。 

▷人材が確保できなかった場合は、直接保健センターから人材派遣会社に依頼する。 

・同時に、OB・OG 保健師、IHEAT に登録している教員、地域の看護人材を日雇いで雇用し配置

した。 

（D 市（政令指定都市）） 

＜内部の人員確保＞ 
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・架電数と支援者数、陽性者数等のデータから必要人数を予測→応援要請 

＜宿泊療養施設＞ 

・陽性者数等のデータから必要人数を予測→人材派遣会社へ依頼 

（E 市保健所） 

＜保健所への配置＞ 

・庁内他部署へ応援要請→不足時は人材派遣会社へ依頼→不足時は医療職以外も含め委託職員を動

員 

《現在》 

・フェーズごとに、必要な事務、保健師、派遣看護職、委託職員人数を決定している。 

・フェーズ３で他部局に応援要請をかける。 

（第 8 波以降は、人材派遣会社で人を確保できるようになったので、内部の応援は必要なくなっ

ている。） 

（日本看護協会） 

＜広域派遣＞ 

派遣プロセス：医療機関等→都道府県→都道府県看護協会→日本看護協会→都道府県看護協会→

派遣 

▷第 1 段階：各都道府県看護協会経由で医療機関から派遣調整する。 

▷第 2 段階：第 1 段階で確保できない場合はナースセンターから潜在看護師へ派遣調整する。 

《具体的なプロセス》 

①都道府県看護協会は、医療機関に依頼し派遣できる人数のリストを作成する。 

②応援を必要とする都道府県看護協会から日本看護協会に派遣要請があったら、日本看護協会

は近隣の都道府県看護協会に派遣要請の旨を連絡する。 

③応援要請を受けた都道府県看護協会は、候補となる医療機関に連絡を行い、派遣要請と候補者

リストをもとに派遣調整する。 

③応援要請を行った医療機関からの派遣調整が行えなかった場合は、ナースセンターから求人

を出し、潜在看護師の派遣調整を行う。 

④派遣 

（F 県看護協会） 

＜クラスター発生時＞ 

派遣プロセス：クラスター発生医療機関等→保健所→F 県→県看護協会→派遣 

（G 県看護協会） 

＜クラスター発生時＞ 

派遣プロセス：クラスター発生医療機関等→保健所→G 県→G クラスター対策班→出動 

＜人員不足となった医療機関への派遣＞ 

派遣プロセス：医療機関→G 県→県看護協会→E-ナースネット登録医療機関の中から派遣調整→派

遣 

（H 県看護協会） 

＜保健所への派遣＞ 

派遣プロセス：保健師の人材バンクの中でマッチング→派遣 

＜クラスター発生施設、重点医療機関、待機ステーションへの派遣＞ 
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H 県新型コロナウイルス感染症対策本部管轄施設の派遣プロセス：対策本部→県看護協会→派遣 

（I 県看護協会） 

＜クラスター発生＞ 

・医療機関の看護部長に一斉メールしたこともある。 

＜宿泊療養施設への配置＞ 

・宿泊療養施設の健康観察業務については、県看護協会で非常勤職員として雇用し派遣した。 

４．考察 

１）人材確保に繋がる取り組み 

（コロナ禍以前） 

・都道府県看護協会において、６～７年前からリソースナース委員会があり登録してもらっていたと

の回答があった。また、認定・専門看護師のネットワークづくりを目的に名簿を作っていたとの回答

も見られた。これらは認定看護師・専門看護師の迅速な人材確保および派遣に繋がる取り組みであり、

今後も感染症を含めた災害等での派遣に活かされる可能性が考えられた。 

・東日本大震災後に認定看護師を集め、「災害時に各専門領域で自分たちに何ができるか」というディ

スカッションを行い、リソースナースとしての意識づけを行っていたとの回答もあった。この取り組

みは、専門的な知識と技術を備えた看護職として、平時からの地域での活動や災害時の活動における

心構えや社会貢献に対する高い意識の醸成に繋がっていたと考えられた。 

（コロナ禍以降） 

・感染拡大前からグリーンゾーンや軽症者の応援体制を想定した、看護師派遣の応援システム（E-ナ

ースネット）を構築していたという回答があった。実際には、活動範囲を限定していたことであまり

活用されなかったが、このシステムや考え方は今後の看護職派遣に活かされる可能性が考えられた。 

・人材派遣会社からの派遣看護職は呼んでもすぐには来ないため、感染拡大時に備え落ち着いている

時期もある程度の人数を確保しているとの回答があった。予め人員を確保することは財源の問題も

あり課題があるが、繁忙期に行えなかった業務や必ずしも繁忙期に行わなくてもよい業務や閑散期

に回すことができる業務などを整理することで、確保した人員を有効に活用できる可能性が考えら

れた。 

２）体制に繋がる取り組み 

（コロナ禍以前） 

・福祉施設等に認定看護師を派遣し、感染管理、認知症、褥瘡などに関する研修などを行っていたこ

とは、福祉施設等でのクラスターが発生時に、違和感がなく繋がったと感じているとの回答があった。

平時からのこのような取り組みは、認定看護師の所属施設外での活動や他施設に派遣される素地を

作っていた可能性が考えられた。 

・災害支援ナースの教育と派遣の実際は、新型コロナウイルス感染症での派遣に活かせたかもしれな

いとの回答があった。看護協会による災害支援ナースの研修、登録、派遣といった仕組みは、災害時

だけでなく感染症へも応用できる可能性が考えられ、また、感染症での派遣経験等は災害支援にも活

かされる可能性が考えられた。 
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（コロナ禍以降） 

・都道府県と協定を結んだ、大学と自治体と平時からの応援に関する取り決めを行った、との回答が

あった。協定や取り決めは看護職派遣の重要な根拠となり、派遣・受援に関する体制づくりや人材確

保を進めていくうえで重要であると考えられた。 

・組織内部の応援については、感染拡大時にスムーズに応援に入ることができるよう、業務を忘れな

いために応援が必要でない落ち着いている時も来てもらっているとの回答があった。この取り組み

は、組織内の迅速かつ柔軟な支援体制に繋がる可能性が考えられた。 

３）人材育成に関する取り組み 

（コロナ禍以前） 

・都道府県看護協会は、コロナ以前から、潜在看護職員などを対象に、技術向上のための研修を定期

的に行っていたとの回答があった。日本看護協会および都道府県看護協会は、コロナ禍以前より

様々な研修を実施しており、潜在看護職の復職支援に繋がっていると考えられた。 

４）連携・コミュニケーションに関する取り組み 

・有志の I 県看護管理者会（90 人ほどが所属）があり、以前から I 県で課題等を情報交換していた（コ

ロナ禍ではリモート実施）という回答や、県主催の看護部長が集まる会議の場を借りて、地域連携を

テーマに話し合ってもらっているという回答があった。感染拡大前の取り組みとしての回答はなか

ったが、都道府県主催あるいは都道府県看護協会主催の同様の取り組みは複数みられた。これらの取

り組みは、平時からの情報や課題の共有、看護管理者同士の顔の見える関係構築に大きく貢献してい

ると考えられ、都道府県と看護管理者、あるいは看護管理者同士の連携や協力体制の強化につながっ

ていると考えられた。 

 

５．課題 

１）人材確保 

（１）時期による課題 

（感染拡大初期） 

・新型コロナウイルスそのものへの不安や抵抗感があり、看護職の確保は難しかったと複数の回答

があった。未知の感染症に対する不安軽減のための取り組みが必要であり、迅速かつ丁寧な情報

提供やスタンダードプリコーションといった平時からの感染症に対する知識や技術の獲得が必

要であると考えられた。 

・感染拡大初期については、組織の内部職員が多く活用されていた。特に行政や保健所においては、

他部署・他部門に配置されている看護職が活用されており、行政の方針や地域の状況を把握して

いること、職務として応援に出るということが、迅速な人材確保に繋がっていると考えられた。

組織内部における柔軟な応援体制の確立が必要と考えられた。 

・看護協会においては、通常業務を最低限に絞るなど工夫を行いながら、組織内部の職員自らが現

場の応援に当たっていた事例が複数みられた。看護協会の職員の多くが看護管理の経験者であ
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るということが、感染拡大初期の混乱時に求められる体制整備やマネジメントにおいて力を発

揮したと考えられた。 

・保健所においては退職した OB・OG が多く活躍していた。地域の特性や公衆衛生といった保健

師業務を理解していることが、活躍につながったと考えられた。平時における OB・OG との繋

がりを持つ仕組み等が必要と考えられた。 

 （感染拡大期・繁忙期） 

・感染拡大期は看護職の取り合いとなり、確保が難しかったと複数の回答があった。地震などの自

然災害とは異なり、全国で同時多発的に発生する感染症特有の現象であると考えられた。しかし、

感染拡大状況には地域差があるため、都道府県をまたいだ広域派遣の活用が有効であると考え

られた。広域派遣調整事業の周知と理解、協力施設の確保が必要と考えらえた。 

・人材確保が難しい中、訪問看護ステーションの看護師の活用事例もみられた。日ごろから地域の

特性を把握していることや、また組織が小さく組織のトップが看護職であることが迅速な判断

につながったと考えられたが、通常業務の維持が課題と考えられた。 

・学校教員や看護学生を活用している事例も見られた。D 市（政令指定都市）においては、D 市立

大学から教員の派遣を受けていたが、自治体立の学校や養成所に所属する看護教員の活用は、公

務員という立場でもあることから迅速に派遣できる人材として有用であると考えられ、仕組み

作りが必要と考えられた。 

・１人でも多くの人手を必要としている時期は、入力業務など感染者に直接対応しない業務におい

ては、看護学生や医療職以外の一般の学生の活用も有用となる可能性が考えられた。感染拡大初

期から感染拡大時においては、飲食店等の休業要請により収入源を失い生活に困窮している学

生が多いことも社会問題となっていた背景もあるため、一般事務業務のアルバイトとして、学生

の支援にもつながる可能性が考えらえた。看護職免許を持たない人材を活用できるよう業務整

理が必要と考えらえた。 

・IHEAT については、保健所の体制を強化するため、学会・関係団体等から保健師等外部の専門

家を派遣する仕組みとして創設された仕組み（人材バンク）であるが、活用した事例は少なかっ

た。制度創設から間もないことから認知されていない可能性や、専門家の派遣とうたっているこ

とから依頼する心理的ハードルが高かった可能性が考えられた。１人でも多くの人手を確保し

たい感染拡大時にも活用できる仕組みであることの周知と理解が必要と考えらえた。 

 （感染の落ち着いている時期・閑散期） 

・感染拡大時は人材確保が困難である一方で、感染が落ち着いている時期に、いかに人材を確保

しておくかが課題として複数挙げられていた。特に民間の人材派遣会社から確保された人材に

ついては、安定した職と収入の確保が重要であり、感染状況が落ち着いてくると次の職を求め

離れていく現象がみられていた。閑散期で実際に仕事がない時期においても、待機手当を支給

しある程度人材を確保しているケースもみられた。感染拡大時に備えた閑散期の人材確保は、

財源による支援が必要と考えられた。 

（２）病院機能・看護領域あるいは専門性による課題 

・精神科領域や福祉施設などでは、人材確保に苦慮した事例が複数みられた。また同じ医療機能を

提供している病院から支援の手が挙がったとの回答もあったことから、専門性が必要な看護領

域や、急性期や慢性期といった病院機能の違いは、派遣される看護職の技術的・心理的ハードル

を高める可能性が考えられた。自身の経験や専門性が活かされるよう、同じ機能の病院あるいは
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施設間で支援しあう仕組み作りが必要と考えられた。 

（３）人材確保のプロセスや手段に関する課題 

・特に、保健師 OB・OG、退職した看護管理経験者などの確保においては、個人の人脈を活用し

一人一人電話による協力要請が行われており、人材確保に時間と手間をかけている現状があっ

た。前述したように、業務経験者の活用は即戦力となり得ることから、平時からの人材のリスト

化や緊急時に効率的に連絡する仕組み作りを進めるなど工夫が必要と考えらえた。 

（４）派遣される看護職が入れ替わることによる課題 

・新型コロナウイルス感染症においては、電話相談や健康観察、宿泊療養施設、新型コロナワクチ

ン接種など多くの場で潜在看護職が活躍していた。潜在看護職の確保および掘り起こしについ

ては、全国のナースセンターや民間の人材派遣会社が重要な役割を果たしていた。しかし受援す

る側は次々に派遣される看護職が入れ替わることで、経験曲線効果が得られないという課題が

挙げられていた。人材確保が難しい中、協力要請する側は「1 日でもよい」という依頼にならざ

るを得ないという事情があるが、現場では日々入れ替わる派遣看護職の対応が課題となってい

たため、まとまった期間の派遣となるような仕組み作りや、マニュアルの整備や依頼できる業務

の切り出し等の受け入れ側の体制整備も必要と考えられた。 

（５）モチベーションの維持に関する課題 

・新型コロナウイルス感染症対応が長期化する中、応援要請に応じ協力してくれる看護職のモチベ

ーションの維持に関しての課題が複数挙げられた。初期は少しでも専門職として役に立ちたいと

いう使命感や好意等により積極的に協力してくれる人がほとんどであったが、業務も多忙な中、

応援が長期化することで少しずつ人材が離れていく現象が起こっていた。バーンアウトすること

なく、長期間業務に従事できるよう、精神的な支援や業務の工夫などが必要と考えられた。 

（６）その他 

（管理者の理解） 

・クラスター発生時など医療機関からの感染管理認定看護師や一般の看護職の派遣については、病

院の方針で協力してもらえなかったとの回答もあった。職員の派遣については、看護管理者や病

院管理者の理解が必要であり、人材確保担当者は丁寧な説明を行い理解を得ることに時間を費や

していた。今後は個別の対応・判断ではなく、国または自治体の大きな方針や枠組みの中で、各

医療機関の役割の明確化など協力体制を確立していく必要があると考えられた。 

（人材の流出） 

・新型コロナワクチン接種業務における人材確保においては、確保できたところが多く課題には挙

がらなかった。世間でも多くの潜在看護職が新型コロナワクチン接種業務に流れたことが話題と

なっていたが、本ヒアリングにおいても医療機関に所属する看護職が退職し、新型コロナワクチ

ン接種業務に流れていたという回答があった。新型コロナワクチン接種業務における金銭的報酬

の高さがトリガーとなっていたことは否めないが、最前線で未知のウイルスに対峙する不安や疲

弊、世間からの風評被害、親からの反対など、様々な要因が複合的に作用していた可能性がある

と考えられた。特に新型コロナウイルス感染症対応している重点医療機関等の人材が流出しない

よう取り組みが必要と考えらえた。 

２）体制 

（１）迅速に支援できる体制づくりに関する課題 
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（DMAT 等の仕組みの活用） 

・依頼にタイムリーに応えられる仕組みがあるとよい、災害時のようにお互い協力できる体制があ

るとよいという回答が複数見られた。また、災害時と判断し DMAT を投入したという回答があっ

た。初動の迅速化、必要な支援に関する情報収集、タイムリーな支援などが可能となると考えら

れることから、DMAT の活用あるいは同様の組織だった支援の仕組作りが必要と考えられた。 

（各組織における体制の確立） 

・各組織において支援・受援に関する窓口を設置することが大切だという意見もみられた。迅速な

支援要請、支援受援の調整につなげるためにも、各組織において平時からの窓口設置が必要と考

えられた。 

・派遣する人材を速やかに確保し迅速な支援につなげるという観点から、組織内での人材のリスト

化や人材のプールが必要という回答が複数みられた。 

（雇用等の枠組み） 

・派遣に時間がかかった要因の一つとして、派遣に伴う雇用に関する調整や事務手続きが挙げられ

ていた。災害時・非常時として迅速な派遣につなげるために、協定や契約などによる手続きの簡

素化、定型化、災害時の雇用の枠組みの検討など工夫が必要と考えられた。 

（２）受援体制の確立に関する課題 

・看護職に限らず、受援体制の確立が課題だと複数の回答があった。いざ応援に入っても、受援体

制が整っていないと効果的な応援とならないことから、平時からマニュアルの準備、応援者向け

のオリエンテーション資料の作成、応援者に依頼する業務の切り出しやリスト化など、受援体制

の整備が必要考えられた。 

（３）迅速な人材確保につなげる体制に関する課題 

（グループ化） 

・人材確保でも挙げたが、派遣される看護職の立場としては、応援したい気持ちはあっても病院機

能・看護領域あるいは専門性による技術的、心理的ハードルがあると考えられた。また地理的要

因も重要な要素であるため、病院の機能別、精神科や産婦人科・小児科といった専門知識や技術

が必要な領域、地理的特性などを踏まえた支援・受援体制のグループ化の検討が必要と考えられ

た。 

（人材確保ルートおよび人材のリスト化） 

・人材確保のためには人材のリスト化が必要という回答が複数あった。特に迅速な人材確保のため

には、確保ルートの明確化や人材リストの作成、メーリングリストといった効率的に要請できる

仕組みづくりなどが必要と考えられた。また、フェーズごとに活用する人材確保ルート、運営の

ための最低必要人数の明確化など、平時から計画的に人材確保を行える体制を整えておく必要が

あると考えられた。 

・今回の経験から、自衛隊の予備自衛官のような仕組みがあるとよいという回答もあった。派遣さ

れた看護職が獲得したノウハウを次に活かすためにも、人材のプールとしてこのような新たな枠

組みも有用である可能性があり、検討が必要と考えられた。 

（柔軟な人材の活用と潜在看護師の復職支援） 

・今回の新型コロナウイルス感染症の対応では、多くの潜在看護師が様々な場で活躍しており、潜

在看護職を発掘することにつながったと感じているとの回答が複数あった。また活躍した潜在看

護職の中に、業務を通して正規職員として医療機関に復職を考えて働いてみようと思う人も出て
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きていたという事例や、子育て中の潜在看護師が短時間の勤務で活躍していた事例もみられた。

今回のような機会を通じて、子育て中などの制約のある環境下においても、潜在看護師のさまざ

まな看護の場での活躍や医療機関等への復職などの可能性があると考えられ、医療機関をはじめ

とした各職場においては、安心して復職できる仕組みや、柔軟な働き方を可能とする体制づくり

が必要と考えられた。 

（４）広域派遣に関する課題 

・広域派遣については、H 県や D 市、J 市といった複数の自治体が都道府県をまたいだ広域支援を

受けていた。しかしながら全国的に感染拡大し、各自治体が大変な状況下にある時にどのように

支援するかが課題だとの回答がみられた。また広域派遣の前段階として、地域の中で解決できる

ような体制の整備も重要だとの意見もみられた。全国的に感染拡大する中、それぞれの自治体内

で確実に対応できる体制づくりや、自治体内がどのような段階であれば広域派遣に協力できるの

かといった検討が必要であると考えらえた。 

・日本看護協会は、災害支援ナースの枠組みを活用して今回の広域派遣を行っていたが、災害支援

と同じように人材のプール・リスト化や、派遣する看護職の安全を担保するためにも、ボランテ

ィアではなく雇用の仕組みも検討する必要があると考えられた。 

（５）平時からの備え 

（BCP：Business Continuity Plan,事業継続計画） 

・感染症拡大時における自施設内での医療提供体制の確保や、受援体制の整備は、感染症に限らず、

地震などの自然災害にも活用できるため、BCP の策定など、災害時の体制を整備しておく必要が

あると考えられた。 

・平時の業務と新型コロナウイルス感染症対応関連業務とをどのように両立していくのかが課題と

いう回答もみられた。BCP の計画の中で、各フェーズに合わせ業務実施計画を検討しておく必要

があると考えられた。 

・新型コロナウイルス感染症対応のための政策や支援、新たな仕組みは日々更新されており、いざ

という時に活用するために日頃から管理者はこれらを把握しておく必要があるとの回答がみられ

た。情報が溢れ散在しているため、迅速な特設サイトの立ち上げや情報の集約化も課題と考えら

れた。 

（感染症対応能力の底上げ） 

・普段から感染症対策をいかに確実に行うか、予防活動をどのように行っていくかが課題との回答

が複数みられた。医療機関に限らず、自治体、保健所、医療機関や福祉施設など各組織において、

組織だった感染症対策、専門家の配置、人材育成、必要物品等の備蓄など、感染症に対する備え

を行っておく必要があると考えられた。また感染症は医療現場に限らず、人々の活動のあらゆる

場において対策が必要であり、学校や職場などクラスターが発生しやすい場所での感染対策をど

のように行っていくかが課題と考えられた。 

・感染管理認定看護師は現在約 3000 名の登録があるが、中小規模病院での配置は少ない現状があ

る。これまで感染管理認定看護師は、看護協会や自身の取り組みなどにより、中小規模病院や福

祉施設など地域における感染管理の研修の実施や支援を行ってきている。各病院の努力や認定看

護師個人の取り組みだけではなく、都道府県や各自治体の計画に基づく地域の感染症対応能力の

底上げをとして、感染症認定看護師の配置や活用が必要と考えられた。 
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３）人材育成 

（１）感染症に対する職員のスキルの底上げ 

・感染管理認定看護師は限られているため、リンクナースのように医療機関だけでなく福祉施設など

においても、それぞれの現場で感染症対応ができる人材の育成が課題との回答があった。またリン

クナースのように役割を担う看護職だけでなく、現場の看護職や介護職をはじめとした各職種の一

人一人の感染症に対する知識や技術の向上が必要であると考えられた。 

（２）感染症に対する医療職以外の関係者の育成 

・ホテルを活用した宿泊療養施設においては、専門職でないホテルスタッフ等への感染症に対する教

育を行った事例もみられた。また、病院等の組織においては、給食や清掃、クリーニングといった

委託業者への感染症教育が課題であるとの回答も見られた。看護職が必要な看護に集中するために

も、さまざまな看護の提供の場における医療関係者以外の教育、育成も必要と考えられた。 

（３）潜在看護職のスキルアップに関する課題 

・さまざまな場において潜在看護職が活躍していたが、潜在看護師の育成が必要との回答が見られた。

これまでも日本看護協会や都道府県看護協会によって、潜在看護師向けの研修が数多く用意されて

いるが、具体的に就職を考えている潜在看護師が主に研修を活用しているのではないかと推察され

る。このような非常時に即戦力となるよう、潜在看護師のスキルをいかに平時から高めておくかが

課題と考えられた。研修の呼びかけや案内は随時配信されているが、それ以外にもスキルアップ研

修の受講歴がナースセンターや人材派遣会社における仕事の獲得に反映されるなど仕組みや工夫

も必要と考えられた。 

（４）新人教育に関する課題 

・保健所においては保健師の正規職員の増員計画も各自治体でみられ、コロナ禍においても新人が配

置されていた。新型コロナウイルス感染症対応業務に追われる中、いかに保健師としての育成を行

っていくかが課題であるとの回答がみられた。保健師に限らずその他の職種も同様な課題を抱えて

いると考えられ、非常時に新人教育をいかに行っていくかは今後各職種各職場において検討される

べき課題であると考えられた。 

（５）人材確保にかかる調整を行える人材の育成 

・さまざまな看護提供の場における看護職確保については、人材調整担当者が人材確保だけでなく、

関係者の調整や理解の促進、協力要請など様々な場面で力を発揮していた。人材調整担当者には看

護管理者とのネットワークを作る力、現場や看護管理者の課題や悩みを見る力・聞く力、まめな対

応力が必要といった意見や、人材調整性を行える人材を育成する必要があるとの課題があがった。

非常時は多くの関係者を交えた議論や調整、課題の抽出や課題解決への働きかけなどが求められる

こともあるため、目的達成のために円滑な調整が行える人材の育成が必要と考えられた。 

４）連携・コミュニケーション 

（１）看護管理者とのコミュニケーション 

・県主催の看護管理者が集まる会議は、コロナ禍においては多くが中止されていた。最近になって

Web での開催や、対面での開催が再開される動きが始まっている。平時から県行政として看護管理

者との繋がりを持っておくことがすごく大事だと感じたとのコメントや、コロナ禍だからこそ情報

交換や意見交換、話し合う機会が必要だとの意見も聞かれた。 
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・感染管理認定看護師や E-ナースネットについても周知不足だと考えている、保健所、県、看護協

会など色々な団体が共通理解をして動いていかなければならないと感じている、との意見が挙げら

れたいた。 

（２）行政との連携 

・県とはもう少し連携が必要と考えている、県主催の大事な会議に看護職がどれだけ参画できるかが

大切だと感じているとの回答があった。新型コロナウイルス感染症対応病院は保健所を交えて会議

を行っているが、感染管理認定看護師は参加していても看護管理者は参加しない病院も多いとの回

答もあった。感染症対応のための体制整備や協力体制、看護職や感染管理認定看護師の調整など看

護管理者の役割は大きいため、看護管理者が積極的に行政とのかかわりを持つ必要があると考えら

れた。 

（３）マネジメント人材や業務経験者とのつながり 

・保健師の OB・OG 会はないが日々の業務でつながりを持っておくことが大事だと感じた、との回

答があった。新型コロナウイルス感染症対応においては、多くの保健師 OB・OG、退職した看護管

理経験者が様々な場で活躍しており即戦力となる人材であるため、平時からの繋がりをいかに持っ

ておくかが課題と考えられた。 

５）業務 

（１）業務整理とタスクシェア・シフトに関する課題 

・全件調査・全件健康観察が基本で業務量が多い、業務量が多いので効率的に行わないと迅速な派遣

には結びつかない、宿泊療養施設においてはごみ処理も看護職にお願いしたいという依頼があった、

看護職が行うべき業務を日頃から整理する必要があるという回答があった。限られた看護人員で、

膨大な量の業務を行っていることが推察され、看護職が行うべき業務の切り出しを行うなど業務整

理や、他職種とのタスクシェア・シフトが必要であると考えられた。 

（２）集約化に関する課題 

・保健所業務においては、健康観察は各保健センターでそれぞれバラバラに行っているが、入院調整

は保健所が行っており、集約化・一元化が必要との課題が挙げられていた。一元化により人材確保

の問題も緩和されるため、今後どのような体制で実施していくべきか検討が必要と考えられた。 

（３）雇用に関する事務手続きに関する課題 

・雇用に関する事務手続きが煩雑で大変だったとの回答が複数あった。また、人によって雇用形態が

異なっていることが明らかとなった。更に派遣に時間がかかった要因の一つとして、人材派遣に伴

う雇用に関する調整や事務手続きが挙げられていた。災害時・非常時として迅速な派遣につなげる

ために、協定や契約などによる手続きの簡素化、定型化、災害時の雇用の枠組みの検討など工夫が

必要と考えられた。 

（４）平時と非常時の業務の両立に関する課題 

・通常業務と新型コロナウイルス対応業務をどのように切り離すか、切り離すタイミングも難しいと

いう回答や通常業務と非常時の業務を平行してできる体制作りが必要という回答もあった。平時と

非常時の業務については、まさに BCP の部分であり、非常時における通常業務の縮小や停止、並

行して行うための体制の検討など、各フェーズに合わせた検討と計画が必要と考えられた。 
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６）財源 

・国が補助金や助成金など金銭面で支援してくれることはありがたい、予算的な裏付けがあると動き

やすいという回答がある一方で、補助金によって使途に制限がある、診療報酬上制限があるなどの

理由で、人員不足の医療機関への看護職派遣を行えなかったという回答もあった。また、派遣した

看護職に係る費用は派遣要請した施設が負担することになっている仕組みとなっていることが原

因で、あまり活用されなかったとの事例もあった。国からの経済的支援は新型コロナウイルス感染

症対策を進めるうえで重要な財源であるが、自治体の判断で様々な使途に活用できるなど柔軟性が

必要と考えられた。 

・感染拡大時に備えた閑散期の人材確保に係る費用については、財源による支援が必要と考えられた。 

７）情報 

（１）体制整備に必要な情報 

・大きな制度改正により現場はその都度大変な思いをしているため、情報を前出ししてもらえると助

かるとの意見があった。新たな感染症や災害時などは、新しい制度の創設や補助金、支援金に関す

る情報、感染症情報も頻繁な更新があるため、情報を受け取る側の労力は計り知れない。情報の受

け取り方、情報の出し方双方に課題があり検討の余地があると考えられた。 

（２）確実な支援につなげるための正確な情報伝達 

・都道府県、保健所、医療機関等の施設、看護協会、医師会など関係者が多く、情報がきちんと伝わ

っていないことが多いとの回答や、派遣の際は看護職へ細かい情報を正確に伝える必要があるとの

回答があった。迅速かつ確実な支援につなげるための正確な情報伝達を行う仕組み作りや、伝言ゲ

ームとならないよう既存の情報共有ツールの活用などが必要と考えられた。 

（３）地域住民に対する情報提供 

・一般的な情報発信にとどまっているので、クラスター予防といった情報を施設ごとに発信する必要

がある、外国籍の住民が多いなど地域の特性に応じた情報発信が必要といった回答があった。感染

予防ための対象に応じた情報提供や、検査、療養、治療、相談といったきめ細かな国民、住民への

情報発信が必要であると考えられた。 

 

６．好事例・改善例 

①人材確保： 

・H 県の看護人材確保班は、独自の看護師確保ルートを確立し、グループ LINE を活用して人材確保

を行っている。事前登録制で、潜在看護師だけでなく医療機関で働いている等も広く登録している。

スポット派遣も可能で、県が応援が必要な施設等の情報を LINE で発信し、対応できる看護職がそ

れぞれコメント対応する仕組み。この仕組みで確保した人材の多くは医療的ケアの少ない高齢者施

設や障害者施設に派遣している。（H 県） 

②体制： 

A．人材確保につながる体制 

・日本看護協会が実施している「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業」で行

っている研修により、新型コロナウイルス感染症に対応できる潜在看護職を掘り起こすことはで

きたのではないかと考えている。県に研修申込者のリストを提供し、派遣調整に活用している（日
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本看護協会） 

B．クラスター発生時の支援体制 

・初動は災害と同じと判断し DMAT を投入し初動対応する。その後応援の看護職を派遣するとい

う体制をとっていた（A 県） 

・クラスター発生時に備え看護職を派遣する病院を登録制にし、現在 36～40 近くの病院が登録さ

れている。令和４年 4 月に精神科でクラスターが発生した時には、登録している精神科の病院か

らすぐ派遣することができた。（F 県看護協会） 

・受援を経験した看護部長が、どうやって受援体制作っていけばよいか、ご自身の経験を情報発信

してくれた。（F 県看護協会） 

C．宿泊療養施設の運営体制 

・宿泊療養施設にはリーダー看護師を配置し、さらに K 市、L 市、M 市の 3 市に１人ずつマネージ

ャー看護師を配置した。マネージャー看護師には勤務表の作成や問題発生時の対応などを行って

もらった。マネージャー看護師を配置できるまではエリア担当常務理事がその役割を担っていた。

（F 県看護協会） 

・宿泊療養施設に入る妊婦対応として、K 市、L 市、M 市の 3 市に 1 人ずつ助産師を嘱託職員とし

て雇用のうえ配置し、勤務できない日はオンコールで相談対応していた。（F 県看護協会） 

D．広域派遣に関する体制 

・J 市に応援を出した時は、行く前に J 市の状況がある程度分かるように、DVD が事前に送られて

きた。（受援側：J 市→支援側：D 市） 

③人材育成： 

・日本看護協会の看護研修学校では、国の補助金を受けて感染に関するオンデマンド等で実施して

いる。（軽症から重症患者への支援までの研修） 

・コロナ禍以前から、福祉施設や中小病院にリソースナースを派遣し研修する人材派遣研修を行っ

ている。（G 県看護協会） 

・感染管理認定看護師 25 名の協力のもと、感染対策の基本的知識（手指消毒、防護具の着脱、環

境、入所者や職員の健康管理、感染症のマニュアル、ゾーニング、面会など）に関する DVD を作

成し、中小規模の医療機関や福祉施設に配布した。（G 県看護協会） 

・新型コロナワクチン接種の研修等も含め感染対策の研修はナースセンターが企画して行っている。

（I 県看護協会） 

④連携・コミュニケーション： 

A.行政との連携・コミュニケーション 

・H 県新型コロナウイルス感染症対策本部に県看護協会のナースセンター長を配置した。円滑な人

材確保に繋がっている。（迅速な対応のため県看護協会の職員をぜひ対策本部に入れて欲しいとい

う要望を出した）（H 県看護協会） 

B．現場（宿泊療養施設）との連携・連絡 

・宿泊療養施設の看護師には 1 人 1 台スマートフォンを持たせており、何か相談がある場合は LINE

や電話で県看護協会に連絡することになっている。問題発生時は、現場のマネージャー看護職か

ら県看護協会が相談を受け、県と連携・調整しながら問題を解決していた。（F 県看護協会） 

⑤業務： 

・令和４年秋、16 保健センター所長・課長・現場の保健師によるタスクフォースを立ち上げ、新型
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コロナワクチン接種や健康観察業務などの中で看護職でなくてもできる仕事を切り出し、看護職

がやるべき仕事を絞り込んでいった。（C 市（政令指定都市）） 

・各保健センターで業務のマニュアルの整備をしていった。（C 市（政令指定都市）） 

・当初は看護職がすべて行っていたが、現在は事務職へタスクシフトすることができ、業務をスリ

ム化している。（D 市（政令指定都市）） 

・業務は優先順位をつけて、閑散期に溜まっていた書類業務などを行っている。繁忙期は今やるべ

きことを優先して行っている。（E 市保健所） 

・人が変わってもすぐに行えるようマニュアル化している。（E 市保健所） 

・波が来るたびに効率化を進め、極限まで業務を効率化している。（E 市保健所） 

・Excel はマクロを組むなどプログラムを組んで効率化を図っている。外部企業が作成したシステ

ムを導入し、適宜自分たちでカスタマイズしながら利用している。（E 市保健所） 

⑥情報： 

・庁内の情報共有はチャットツールを利用している。グループ機能を使い分け情報共有を行ってい

る。情報の選別は担当者あるいは管理職が状況に応じて決めている。（E 市保健所） 

・派遣される看護師の仲介者と調整する日本看護協会の間では正確な連絡調整が非常に重要なので

47 都道府県を結ぶチャットを整備している。（1 メールアドレス１ID）（日本看護協会） 

・現場との情報共有がスムーズに行えるよう、1 人 1 台スマートフォンを持たせている。日々の業

務報告や相談は、スマートフォンを使って連絡してもらう工夫をしている。リーダー看護職が 17

時ごろ業務報告を行い、業務報告は常務、専務、担当者全員が確認している。（F 県看護協会） 

以上 
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資料 

【A 県】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・県担当者：派遣における全体調整と派遣に関わる相談対応 

・県看護協会：協力可能な看護職の把握および管理、派遣要請の把握および管理、看護職派遣の調整お

よび支援 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・国の事業に基づいて看護職員確保を実施 

・令和４年は「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保

事業」 

（2）確保および配置・派遣の

根拠 

・A 県と県看護協会との協定のもと看護職員の派遣調整を県看護協会

に委託して実施した 

（3）確保および配置・派遣の

財源 

・国の補助金等を活用した 

・クラスター発生施設への派遣については、「新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援事業」の中の DMAT・DPAT 等医療チーム派遣

事業を活用した 

（4）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・令和 2 年はクラスター発生施設に限定して実施した 

・「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業」開始に

伴い、臨時の医療施設、酸素ステーション、その他の理由で看護職が

不足となった施設等も対象に含め実施した 

・保健所 

（5）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①e-ナースに登録している看護職： 

・高齢者施設の人員不足時と保健所への保健師派遣について活用し

た 

②各医療機関に所属する看護職： 

・県からの派遣は実施できなかった（各医療機関同士での派遣はあ

った様子） 

③民間の人材派遣会社から派遣される看護師：活用しなかった 

④独自の人脈により確保した看護職： 

・職員の知人を活用した 

・保健所への保健師派遣については OB・OG を活用した 

⑤学校教員： 

・保健所への保健師派遣で活用した 

⑥その他： 

・感染管理認定看護師は県看護協会を通じて派遣した 

（6）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・高齢者施設などについては県看護協会で潜在看護職を一時雇用し派

遣した 
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・保健師については県の職員として雇用し配置した 

（7）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①クラスター発生時： 

・クラスター発生施設→保健所→県感染症対策課→県看護協会→派

遣 

・クラスター発生時の看護職員派遣は第１段階と第 2 段階に分けて

実施 

▷第 1 段階：感染管理をおもに行うために派遣 

▷第 2 段階：通常業務を行う不足した看護師を補うために派遣（実

際には国の補助金使えず財源がなかったため第 2 段階の派遣は行

えていない） 

②人員不足となった医療機関： 

・人員不足に対する派遣については、充てられる補助金等の財源がな

かったため派遣は行えていない 

③保健所： 

・感染拡大の波にあわせ必要人数を予測し確保していた 

・以前保健師として保健所等に勤務していた OB・OG に依頼した 

・学校教員については県立養成所の教員に声をかけたのではないか 

3）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・感染拡大初期は協力してくれる看護職が少なかった 

・高齢者施設など派遣先の施設の機能によっては、普段の業務と異な

るため行きづらい 

②業務： 

・雇用に関する事務手続きが煩雑で大変だった 

③財源： 

・「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業」等の

補助金や助成金は使途が限られており使い勝手が悪い（人員不足

目的の派遣には使えないなど） 

④情報： 

・保健所、高齢者施設、医療機関など関係者が多く、情報がきちん

と伝わっていないことが多い 

（2）改善例・好事例 ①人材確保： 

・日本看護協会が実施している「新型コロナウイルス感染症対応看護

職員等の人材確保事業」での研修により新型コロナウイルス感染症

に対応できる看護職を掘り起こすことはできたのではないかと考

えている（県に提供された研修申込者のリストを派遣調整に活用で

きる） 

②業務： 

・落ち着いた段階で適宜業務を見直し改善している 
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【B 県】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・体制づくり（在宅療養の支援体制づくりなど） 

・新規事業内容の検討や体制整備（医療強化型宿泊療養施設の立ち上げなど） 

・医療機関への協力要請 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・宿泊療養施設の健康観察業務の看護職員確保（当初２ケ所、現在は８

ケ所） 

・在宅療養者支援（ホームケア班という呼び方をしている）の看護職員

確保 

・クラスター発生施設等への感染管理認定看護師の派遣 

・クラスター発生により診療機能が維持できない施設への看護職派遣 

（2）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・クラスター発生施設 

・在宅療養者支援（ホームケア班） 

・宿泊療養施設 

・保健所 

（3）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①e-ナースに登録している看護職： 

・在宅療養者支援（ホームケア班）は県内の看護職を中心にナースセ

ンターを介して日勤で勤務できる人を雇用した 

②各医療機関に所属する看護職： 

・医療強化型宿泊療養施設は、県内の基幹病院に看護職派遣を依頼し

た 

③民間の人材派遣会社から派遣される看護師： 

・宿泊療養施設開設時など人手不足の時は人材派遣会社にも派遣を依

頼した 

④独自の人脈により確保した看護職： 

・以前保健師として保健所等に勤務していた OB・OG に依頼した 

（4）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・在宅療養者支援（ホームケア班）は、ナースセンターを介して雇用

した 

（5）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①クラスター発生時： 

・クラスター発生時の派遣は第１段階と第 2 段階に分けて実施 

▷第 1 段階：DMAT 投入（初動対応） 

▷第 2 段階：応援の看護職の派遣 

②宿泊療養施設： 

・医療強化型の宿泊療養施設は、県内の基幹病院に直接看護職派遣を

依頼した 

・人手不足の時は人材派遣会社にも派遣を依頼した 

③保健所： 
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・以前保健師として保健所等に勤務していた OB・OG 保健師に依頼

し、その OB・OG から他の OB・OG に声をかけてもらい確保した 

④在宅療養者支援（ホームケア班）： 

・県内の看護職を中心にナースセンターを介し確保した 

⑤他の都道府県： 

・知事会経由で 3 件派遣依頼があったが派遣できたのは 2 件であった 

（1 件は県内の感染状況により派遣できなかった） 

3）感染拡大時の備え 

・令和 2 年度末から令和 3 年度にかけて県内の本格的な感染拡大前に「クラスター発生時の応援看護師

派遣事業」の骨子を作っていた 

・協力いただける看護職のリストを各病院に提出してもらっていた 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・県内の潜在看護職員を優先的に活用する方針で進めてきたが、当初

は新型コロナウイルスへの抵抗感もあり潜在看護師の確保は難しか

った 

②連携・コミュニケーション： 

・平時から県行政として看護管理者との繋がりを持っておくことが大

切だと感じた 

・コロナ禍以前から看護管理者が集まる会議はあったが、新型コロナ

ウイルス感染症発生以来開催できていない 

③財源： 

・国が補助金など金銭面で支援してくれることはありがたく、予算的

な裏付けがあると動きやすい 

④その他： 

・宿泊療養施設の看護職員確保においては、手当が高額だったことも

あり、病院を辞めて宿泊療養施設に民間の人材派遣会社を通して応

募する人が増えてきてしまった 

（2）改善例・好事例 ①人材確保： 

・潜在看護師を発掘することにつながったと感じている 

・在宅療養支援（ホームケア班）では、自信がなかった潜在看護職が

業務を通して少し自信を持つことができたのか、正規職員として県内

の医療機関に働いてみようと思う人も出てきていた 

・育児中の看護職が短時間勤務で活躍していたことは今後のヒントに

もなるのではないか 

②体制： 

・クラスター発生時は、初動は災害と同じと判断し DMAT を投入し

初動対応し、その後に応援の看護職を派遣するという体制をとってい

た 

③人材育成： 
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・県として 5 年計画で感染管理認定看護師を増やしていく方針（感染

に強い県を作る） 

・対象は特定機能病院を含む 60 病院としている 

・令和 5 年の 4 月に県立大学の看護実践開発研究センターで感染管理

を開講するため行政として後押ししている 

・費用は感染管理に関しては県が病院に補助する形になる予定 

・感染管理認定看護師のいない病院や精神科病院にはアプローチして

いる（精神科でクラスターが発生すると大変） 

・認定看護師の B 過程は履修期間が長くなるのが受講者を出す病院と

してはネックとなっている 

④連携・コミュニケーション： 

・病院長、理事長、事務長の理解なくしては進まないので、課長から

病院長などに連絡し、役割分担しながら理解促進に取り組んだ 

・感染管理認定看護師の配置されている病院の看護管理者は特にコミ

ュニケーションを密にとった 

・令和 4 年度は、看護管理者ネットワーク会議を対面で実施した 

5）その他 

・行政のトップの考え方は影響力が大きいと感じている（DMAT については課長の判断もあり投入する

ことができた） 
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【C 市（政令指定都市）】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・新型コロナウイルス感染症対策の C 市保健所としての体制全般 

・C 市の保健所本部および 16 のブランチの体制、全体的な調整および看護職の確保 

（もともとは「健康福祉局健康部健康増進課」という保健師の統括部所が保健師確保を一括で行ってい

たが、令和 4 年度からは「新型コロナウイルス感染症対策室」が確保を行っている） 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・保健所本部への保健師配置 

・保健センターへの応援サポーターの配置 

（2）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・C 市保健所本部 

・C 市内の 16 区保健センター 

（3）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①自施設職員： 

・16 区保健センターの母子保健担当の保健師、市役所の他部署にいる

保健師など全庁的に応援をもらった 

②民間の人材派遣会社から派遣される看護師： 

・令和 2 年 12 月から活用している 

③独自の人脈により確保した看護職： 

・OB・OG 保健師 

④学校教員 

・IHEAT に登録している教員 

・登録していない看護教員 

（4）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・OB・OG 保健師、看護教員、地域の看護人材を日雇いで雇用してい

る 

・人材派遣会社からの保健師は雇用している 

（5）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①保健所： 

・まず 16 区保健センターの母子保健担当の保健師を配置した 

・市役所の他部署にいる保健師を集め投入した 

・令和 2 年 12 月から人材派遣会社からの保健師を派遣し始めた 

・基本は各保健センターから必要人数を集約し、本部が各派遣会社に

依頼している 

・人材が確保できなかった場合は、直接保健センターから人材派遣会

社に連絡することもあった 

・現在、派遣の保健師を 100～120 名恒常的に雇用している 

・同時に、OB・OG 保健師、IHEAT に登録している教員、地域の看

護人材を日雇いで雇用し配置した 

3）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・感染拡大時に毎回人手不足となり、時間とともに人材確保が難しく
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なっていると感じる 

・協力してくれる OB・OG 保健師も徐々に少なくなってきている（自

分自身がやってきた活動と異なり業務もきつい） 

・閑散期は体制を縮小するので、いざ感染拡大期に入っても人が集ま

らない（都合よく使っている） 

・先が見えない中での人材派遣会社からの看護職の確保すること 

・人材派遣会社から確保した看護職は、契約更新に対する不安で、感

染状況が落ち着いてくると次の仕事を探し始め離れていってしまい、

業務に慣れたベテランがいなくなってしまう 

②体制： 

・看護職に限らず応援に入ってもうまく機能しないため、受援体制を

どう整えるのかが課題（どの業務を依頼するのか、何を説明するのか、

どのようなマニュアルを整備するか） 

・当初は診療所に診てもらえなかったので受診先に困った 

・入院病床も不足しており入院リストにあげても入院がなかなか決ま

らなかった 

・往診医もなかなか見つからなかった 

③連携・コミュニケーション： 

・保健師の OB・OG 会はないが、通常業務として健診のパートで来て

いる保健師もいるので、日々の業務でつながりを持っておくことが大

事だと感じた 

④業務： 

・全件調査、全件健康観察が基本で本当に苦しい思いをしながら行っ

ていた 

・健康観察は 16 ケ所でそれぞれバラバラに行い、入院調整は 16 保健

センターからの情報を本庁で集約して行っているので、担当者が変わ

り煩雑となるため、業務の集約化・一元化が必要 

・通常業務と新型コロナウイルス感染症対応業務をどのように切り離

すか、切り離すタイミングも難しいと感じている 

⑤情報： 

・情報を前出ししてもらえると助かる（大きな制度改正が突然降りて

くるため現場はその都度大変な思いをしている） 

⑥その他： 

・協力してくれる人の意欲とモチベーションの維持をどのように行っ

ていくかも課題 

（2）改善例・好事例 ①人材確保： 

・内部職員の活用（全庁的な応援をもらいなんとか乗り切ることがで

きた） 

・緊急事態では OB・OG 保健師の活用はとてもありがたい（C 市の事

情も把握しているので説明も省けるところが大きい） 
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②体制： 

・正規職員の保健師を増やす全国的な動きに遅れをとったが令和 4 年

4 月から増員となった 

③業務： 

・令和４年秋に 16 保健センターの所長・課長・現場の保健師を含めて

タスクフォースを立ち上げ、看護職でなくてもできる仕事を切り出し

看護職がやるべき仕事を絞り込んでいった（疫学調査・行動調査は看

護職でなくても行える） 

・各保健センターでその業務のマニュアルの整備をしていった 

4）その他 

・市長の方針、公務員は公僕・public servant（公務員こそ地域の住民に寄り添ってやっていかなければ

いけない）という方針のもと、保健所の職員が手厚い寄り添った支援をするという大方針掲げ、保健セ

ンター・保健所の保健師たちは住民に寄り添ってケアを行ってきた 
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【D 市（政令指定都市）】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・福祉保健課：宿泊療養施設の人材確保および調整 

・健康安全課：（令和３年 4 月から）在宅療養者支援および入院調整・受診調整担当への報告調整、入院

調整担当への応援調整 

・人材調整 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・宿泊療養施設の人材確保 

・内部の人手不足への対応 

・D 市内 18 区への D 市立大学看護教員の派遣（18 区の人材確保は基

本は各区が実施） 

・他の都道府県および自治体間の派遣・受援 

・医療機関からの派遣要請は他局が行っている 

（2）確保および配置・派遣の

根拠 

・県からの派遣要請 

・全国市長会からの自治体間の派遣および受援 

（3）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・宿泊療養施設（市民病院） 

・内部の人手不足の部署 

（4）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①自施設職員： 

・人材派遣会社で必要人数を確保できなかった場合は、常勤職員でカ

バーしていた 

・職員に感染管理認定看護師がいる 

②e-ナースに登録している看護職： 

・活用していない（D 市は大きいため１つの依頼でたくさんの人員を

一括して確保したいので、e-ナースセンターは使いにくい） 

・区では活用している可能性がある 

③民間の人材派遣会社から派遣される看護師： 

・人材派遣会社は、第３波の後ごろから活用している（入札） 

・人材派遣会社の調整は健康安全課の事務が行っている 

④独自の人脈により確保した看護職： 

・職員の人脈で個別に声をかけて来てもらっていた 

⑤学校教員： 

・第 5 波では 18 区に D 市立大学の看護教員派遣できるよう調整を行

った 

・IHEAT については何度も情報提供したが活用しないことになった

（司令塔のような人材が来ると思っていたため、手を動かし作業を

してくれる人が来るならば活用しても良かったのかもしれない） 

⑥その他： 

・O 区、P 区では看護学生を活用したと聞いている 



29 

 

（5）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①宿泊療養施設： 

・陽性者数等のデータから必要人数を予測し人材派遣会社へ依頼して

いる 

②その他： 

・内部の人員確保は架電数と支援者数、陽性者数等のデータから必要

人数を予測している 

3）感染拡大時の備え 

・内部の応援については、感染拡大時にスムーズに応援に入ることができるよう落ち着いている時も応

援に来てもらっている（業務を忘れないようにするため） 

・大学と自治体と平時からの応援に関する取り決めを行った 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・繁忙期は欲しい人数が確保できない 

・感染状況等の先を読んだ人材確保が難しい 

・県が県内の各自治体の必要人数を集約したうえで人員を確保し、各

自治体に割り振るといった仕組みがあると良いかもしれない 

・入札で違う派遣会社が入ると、派遣される看護職もリセットされる 

・保健師は女性職が多く産休育休などで職員が不足することは日常的

にあるので、日頃から大学院生やすでに資格を持っている人などとつ

ながりがあるとよい 

②体制： 

・D 市はこれまで支援する側が多く応援を受ける機会は少なかったた

め受援体制づくりが課題だと感じている 

・応援者向けのオリエンテーション資料が必要 

・D 市立大学から応援を受けた時は、勤務条件や賃金等について調整

に時間がかかったので、災害時は、依頼にタイムリーに応えられる仕

組みがあるとよい（応援ではなく仕事として行く、お金の調整などせ

ずにいける仕組み） 

・都道府県間の応援については、感染症は全国同時多発的に発生する

ので、どのようにしたら応援を出せるかが課題である 

・自治体の中どう解決していくか、対策を取るかが非常に大事だと感

じている 

③人材育成 

・人材派遣会社からの派遣看護職は人が変わり定着しないので、常に

マニュアル等を見せながら１から教えなければならない 

・健康安全課に新人保健師が１人配置されたが保健師としての育成を

しながら新型コロナウイルス感染症対応業務も行うので大変 

（2）改善例・好事例 ①体制： 

・J 市に応援を出した時は、応援に行く前から J 市の状況がある程度分

かるような DVD が事前に送られてきた 
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②業務： 

・当初は看護職がすべて行っていたが現在は事務職へタスクシフトし

業務をスリム化している 

5）その他 

①他の自治体への応援 

・令和 3 年 4 月に J 市に応援に出した（保健師と看護師各 1 名） 

・厚生労働省などは通さず、全国市長会で直接やり取りした 

②他の自治体からの受援 

・N 県から 2 名応援を受けた（令和 3 年 1 月 26 日～1 月 30 日：5 日間） 

・県を通じて保健師 7 人の派遣要望を出したが実際に派遣されたのは 2 名だった 

・依頼した業務は、電話相談対応、医療機関の受診調整、検査結果の通知・説明、積極的な疫学調査、

医療機関への移送入院手配など 

③大学教員からの受援 

・マニュアルなど整備をお願いできた 

・看護職不足の中で１人でも多くの人員を確保できるという意味合いが大きかった 

④職員のメンタルケア 

・普段から職員の健康管理をやっている総務局の職員健康課がサポートしている 

  



31 

 

【E 市保健所】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・人材確保・調整（専任の担当者はいないため手の空いた管理職が担っている） 

・疾病対策課コロナ担当が、人材確保・調整も含め、入院調整、健康観察、患者支援の事務、ハーシス

の登録の補助等を行っている 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・保健所で疫学調査や健康観察業務を行う人員確保 

・医療機関の人員確保には対応していない（市の保健総務課や管理課

が各医療機関に必要な人員を確保するためのお金として補助金を出

している） 

（2）確保および配置・派遣の財

源 

・いろいろな補助金・交付金を活用し、市のお金は使わずにやることが

できている 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（国→県→市） 

・以前からある新型コロナウイルス感染症以外にも使える感染症対策

の補助金 

（3）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・保健所 

（4）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①自施設職員： 

・庁内の他部署の保健師を応援で呼んでいる 

・医療職でない人も含め委託職員を活用している 

②民間の人材派遣会社から派遣される看護師： 

・保健師の確保を目的に活用しているが実際には看護師しか捕まらな

い（業務は固定し、医療の知識が必要な電話相談、疫学調査や聞き取

り、健康観察などに従事してもらっている） 

・感染が落ち着いている時期も多めに確保している 

③学校教員： 

・IHEAT 活用も試みたが受験シーズンと重なり来てもらえなかった 

（5）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①保健所： 

（以前） 

・まずは庁内の他部署へ応援を要請していた（融通が利き弾力性があ

り、これまでの応援の経験から業務を理解しており即戦力となる） 

・不足時は人材派遣会社へ派遣を依頼し必要人数を確保する 

・更に不足している場合は医療職以外の人も含め委託職員を活用する 

（現在） 

・フェーズごとに必要な事務、保健師、派遣、委託人数を決めている 

・第 8 波以降は人材派遣会社で人を確保できるようになったので、内

部の応援は必要なくなり、フェーズ３で他部署に応援要請している 
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3）感染拡大時の備え 

・人材派遣会社からの派遣は落ち着いている時期から多めに確保している（呼んでもすぐには来ない） 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・感染拡大してからでは必要人員は確保できないので、ピークを見据

えた人材確保が課題 

②人材育成： 

・保健所ができて５年目で若い保健師が多い、保健師としての基本的

な人材育成が必要（地域で個別に対応できる能力が必要） 

・県は COVMAT（コブマット）という感染対策チームがあり、保健

師が一緒に同行して調査を行っているので、保健師としてのスキル

を上げる必要がある 

・感染症に対応できる（調査などをしっかり行える）看護師・保健師

の育成が必要 

・感染症専門の職員がいないので、感染の波が来る前から人材を育て

おく必要がある 

③財源： 

・いろいろな補助金などを活用しているが人材確保のための財源が今

後どうなるのか不明 

④情報： 

・一般的な情報発信にとどまっているので、施設などの対象にあわせ

たクラスター予防などの情報を地域に発信する必要がある 

・外国国籍の方が多い地域の特性に応じた情報発信が必要（外国語対

応：英語、中国語、韓国語、ベトナム語、トルコ語） 

（2）改善例・好事例 ①人材確保： 

・フェーズ分けして各フェーズで必要な実用な事務、保健師、派遣、

委託の人数を決めている（フェーズ３では他部署に応援要請する） 

・日々状況を共有しながら動員計画も庁内に周知している 

②業務： 

・繁忙期は今やるべきことを優先するなど、業務に優先順位をつけ、

閑散期には溜まっていた書類業務などを行っている 

・人が変わってもすぐに行えるようマニュアル化している 

・波が来るたびに効率化を進め極限まで業務を効率化している 

・Excel はマクロを組むなどプログラムを組んでいる（外部企業が作成

したシステムを導入し適宜自分たちでカスタマイズしながら利用） 

③情報： 

・庁内の情報共有はチャットツールを利用し、グループ機能を使って

情報共有を使い分けている（情報の選別は担当者あるいは管理職が状

況に応じて決めている） 
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【日本看護協会】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

＜日本看護協会＞ 

・国と日本看護協会の間での事業の調整および体制づくり 

・都道府県看護協会への応援派遣に関する情報提供および連携 

・応援派遣看護職の育成と情報提供の支援 

＜都道府県看護協会＞ 

・応援派遣候補者リストの作成 

・医療機関への派遣要請 

・応援先医療機関と応援派遣元医療機関との調整 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・都道府県をまたいだ看護職の広域派遣および調整（令和 3 年度事業

「広域派遣調整事業」） 

（2）確保および配置・派遣の

根拠 

・令和 3 年度事業「広域派遣調整事業」として国から受託 

・応援派遣を要する都道府県と都道府県看護協会の間における協定 

・日本看護協会と都道府県看護協会の間における協定 

（3）確保および配置・派遣の

財源 

・令和 3 年度事業「広域派遣調整事業」 

（4）確保した看護職の配置・派

遣対象施設 

・都道府県をまたいだ派遣要請のある施設 

（5）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①各医療機関に所属する看護職： 

・第 1 段階として医療機関から派遣調整を行う 

②e-ナースに登録している看護職： 

・各都道府県の医療機関からの派遣が行えなかった場合は、第 2 段階

としてナースセンターから求人を出している 

③学校教員： 

・日本看護協会が直接 IHEAT に登録されてる方を調整した経験はな

い 

（6）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・雇用パターンは３つ（①派遣先県看護協会雇用、②派遣元県看護協

会雇用、③都道府県雇用） 

・都道府県が雇用する場合は都道府県が判断する 

（7）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

派遣プロセス： 

医療機関等→都道府県→都道府県看護協会→日本看護協会→都道府県

看護協会→派遣 

▷第 1 段階：各都道府県の医療機関から派遣調整する 

▷第 2 段階：ナースセンターから潜在看護師へ派遣調整する 

＜具体的なプロセス＞ 

①都道府県看護協会は、医療機関に依頼し派遣できる人数のリスト
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を作成する 

②応援を必要とする都道府県看護協会から日本看護協会に派遣要請

があったら、近隣の都道府県看護協会に派遣要請の旨を連絡する 

③応援要請を受けた都道府県看護協会は、候補となる医療機関に連

絡を行い、派遣要請と候補者リストをもとに派遣調整する 

④医療機関からの派遣調整が行えなかった場合は、ナースセンター

から求人を出し、潜在看護師の派遣調整を行う 

⑤派遣 

・宿泊療養施設への派遣は、健康観察をきちんと行う必要があるの

で、都道府県看護協会で面接の上、雇用されているところが多い 

・研修後に送り出している（新型コロナウイルス感染症対応看護職

員養成事業） 

3）感染拡大時の備え 

・都道府県看護協会は、新型コロナウイルス感染症拡大以前から、潜在看護職員の方などを対象に、技

術向上のための研修を定期的に年に 1 回 2 回行っていた 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①体制： 

・広域派遣事業は、災害支援ナースのノウハウを活用して行ってきた

が、平時から人材をプールしておくことが大事だと感じている（災害

支援は人材がプールされている） 

・派遣受援に対する窓口があることは大事なポイントだと考える（起

きてから窓口を作るでは間に合わない） 

・受援体制の整備が課題 

・応援看護師を受け入れるためのマニュアルを準備しておけば、災害

にでも感染症にでも通用すると考えている 

・日本看護協会も受援マニュアルの作成について各都道府県担当者会

議で伝えており、各都道府県看護協会も、医療機関に受援マニュアル

を作ることなど周知している 

・潜在看護職に安心して復職してもらうための環境をしっかり各医療

機関で整えてもらうことも大切だと考えている 

②人材育成： 

・感染管理認定看護師は 3000 名弱登録があるが中小規模病院での配

置は少ない 

③業務： 

・業務量が多いので効率的に行わないと迅速な派遣には結びつかない 

（2）改善例・好事例 ①人材育成： 

・日本看護協会の看護研修学校で国の補助を受け感染に関する研修を

オンデマンド等で実施している（軽症から重症患者への支援までの研

修） 

・今後の教育については、講義は日本看護協会でオンデマンド、演習
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は各都道府県に委託する形で進めていく予定 

・感染管理認定看護師の養成や確保については、学校数と定員数を増

やす取り組みを行っている 

②情報： 

・47都道府県を結ぶチャットを整備している（１メールアドレス１ID） 

・派遣される看護師との仲介者と調整する日本看護協会の正確な連絡

調整が非常に重要なので、このようなシステムを活用している 

・依頼を受けるにあたっては、受援施設で、いつからいつまで、どこ

に、何人、どんな仕事をして欲しいのかという情報をきちんと把握す

る必要がある 

・派遣される看護職へ、いつ何処に誰を訪ねるのかといった詳細な情

報を伝える必要がある 

5）その他 

①感染症法改正に伴う新たな仕組みについての取り組み 

・災害にも感染症にも対応できる看護職の人材を養成することになる 

・行政研修を受けた看護職を各都道府県が登録管理し、必要時派遣する仕組みが始まる 

（課題） 

・派遣される看護職の安全と報酬について整備が必要 

・これまでの災害支援ナースはボランティアで、災害救助法に基づき都道府県から交通費などは出る

が、賃金の支払いはない（日本看護協会から日当を出しているが、日当では安全が確保されない） 

・新型コロナウイルス感染症対応では、災害支援ナースとはこのスキームが異なり、在籍出向や雇用と

いう形で賃金が支払われていた 

・現在仕組みづくりを検討している 

（教育） 

・講義は日本看護協会でオンデマンド、演習は各都道府県に委託する形で進めていく予定 

・今回の法律の中では、あくまでも医療機関に所属している看護師を対象に研修するので、潜在看護職

や教員などの研修をどのように行っていくのか、国との協議が必要 

②メンタルヘルス 

・長引く新型コロナウイルス感染症対応の中で、看護職も心が折れそうなこともたくさんあったかと

思うので、日本看護協会としてもメンタルヘルスケア事業については力を入れて、これからもやって

いきたいと考えている 

③国民への働きかけ 

・感染症は予防が大切なので国民への呼びかけも必要と感じている 
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【F 県看護協会】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・委託事業内容の検討と調整、体制整備 

・人材確保のための情報提供と医療機関への相談・調整 

・候補となる看護職への依頼 

・一時雇用する看護職の面接 

・宿泊療養施設の運営支援（マネージャーを配置できるまでの期間は常務理事が担当した） 

・派遣した看護職の相談対応 

・突発的な問題への対応の相談および県との調整（エリア担当理事） 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・保健所（電話相談）、宿泊療養施設、児童相談所の一時保護所への看

護職派遣 

・宿泊療養施設の妊婦対応のための看護職確保 

・クラスター発生時の医療機関等への看護職の派遣 

・都道府県をまたいだ看護職の広域派遣 

（2）確保および配置・派遣の

根拠 

・県と県看護協会が委託契約を結んで実施（令和３年 4 月にクラスタ

ーが出た場合に看護職を派遣できる体制を整備したいと県から相談

を受けた） 

・県をまたいだ看護職の広域派遣：F 県と県看護協会で協定を締結 

（3）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・医療機関（大規模病院は自施設内で調整できるので、ほぼ中小規模の

病院だった） 

（4）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①e-ナースに登録している看護職： 

・保健所の電話相談は、ナースセンターに登録している人を派遣した 

・宿泊療養施設は、施設数が増えた段階で、ナースセンターに登録し

ている看護職に当たった 

②独自の人脈により確保した看護職： 

・個人の人脈も使いながら電話をかけて打診し宿泊療養施設に行って

もらっていた 

（5）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・ナースセンターから確保し宿泊療養施設へ派遣した看護職は、面接

の上、県看護協会の嘱託職員として雇用し派遣した 

（6）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①クラスター発生時： 

・クラスター発生施設→保健所→県→県看護協会→派遣 

②人員不足となった医療機関： 

・大規模病院は自施設内で調整できるので派遣したのはほぼ中小規模

病院 

・中小規模病院への派遣は、同規模病院が手あげしてくれていた 

③宿泊療養施設：（K 市、L 市、M 市の 3 市に 2 ケ所ずつ設置） 

・各病院の看護部長に電話し、マネジメントができる退職した看護師
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を紹介してもらい、県看護協会から一人一人電話をして依頼・確保し

た 

・個人の人脈も使いながら電話をして打診した 

・宿泊療養施設が増設されてからは、ナースセンターに登録している

看護職へ依頼し、県看護協会の嘱託職員として雇用して派遣した 

・ナースセンターに登録している看護職に一斉求人を出しているが、

県看護協会の相談員が１人ずつ電話をして交渉した（派遣先の近くに

住んでいる人など） 

・妊婦対応として 3 市に１人ずつ助産師を嘱託職員として雇用し配置

した(勤務できない日は相談対応) 

④保健所： 

・当初は退職した看護職に１人ずつ電話して声をかけていた 

・間に合わなくなってきてからは、ナースセンターに登録している看

護職に当たった 

⑤他の都道府県： 

・令和 2 年 11 月～12 月に H 県へ 2 週間派遣した 

3）感染拡大時の備え 

・新型コロナウイルス感染症拡大以前は特別な備えは行っていない 

・災害支援ナースの教育と派遣の実際を経験していたことは活かせたかもしれない 

・コロナ禍以前から、福祉施設に認定看護師を派遣する認定看護師派遣事業を始めていた（感染管理、

認知症、褥瘡） 

・社会福祉施設でクラスターが発生した時も、この認定看護師派遣事業の取り組みが違和感なく繋がっ

たという気がしている 

・最終目標に各施設の感染対策等がきちんと行えることを目指してやっていたが、法律の後ろ盾がない

と県としても取り組めず進められなかった（令和 3 年 4 月の法律の一部改正で改善するのではないか） 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・依頼は「〇日間」とお願いされるが、求人や応援要請をするときは

「1 週間」とお願いすると来てくれる人がいないので、「1 日でも 2 日

でも構わない」という交渉になってしまう 

②体制： 

・受援体制の整備が課題（何をオリエンテーションするか、業務をど

う指示するかなど整理されていない） 

・派遣されて現場に入る看護職はどんどん変わるため受け入れる側も

その都度対応に手間もかかり困る（問題は人が変わることなので、せ

めて 4～5 日同じ看護職が入れると受け入れ側は楽なのではないか） 

・今回派遣したのはほぼ中小規模病院だったが、中小規模病院の感染

対策、マネジメント体制を支援する必要があると感じた 

・普段からいかに感染対策をしっかりやっていくか、予防活動をどう

やっていくかが大切 
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・社会福祉施設なども含めさまざまな施設での感染対策を、きちんと

やっていく必要があり、平時の業務に組み込んでいく工夫が必要だと

感じている 

③人材育成： 

・保健所が行っている感染の研修は（新型コロナウイルス感染症拡大

以降は以前より増えていると思うが）年に 1 回程度だが、各施設で定

期的に行わないといざという時にその知識を活かせない 

・50 以上の看護系の大学で防災士の教育をしていると聞いたが、今後

輩出される学生たちは、災害について学んで出てくるので、パンデミ

ックや感染などの危機時の教育を、基礎教育の段階で強化すべきこと

かもしれないと思っている 

（2）改善例・好事例 ①人材確保： 

・潜在看護師の確保については、軽症者療養施設は稼働しない時もあ

るので待機手当を出した（宿泊療養施設が稼働せず仕事がなくなる

と、次の仕事を探して離れていってしまう） 

・人材確保の県との交渉においては医師からの後押しもあった 

・日当は安くない額をきちんと支給してほしいということを県に要望

した 

・現在、宿泊療養施設等に約 70 名程度の看護師を確保しているが、今

後、自衛隊の予備自衛官のように、いざという時に支援してもらえる

バックアップ体制を取れたらよいと考えている 

②体制： 

・宿泊療養施設にはリーダー看護師を配置し、K 市、L 市、M 市の 3

市に１人ずつマネージャー看護師を配置した 

・マネージャー看護師には勤務表の作成や問題発生時の対応などをし

てもらった（配置できるまではエリア担当常務理事がその役割を担っ

た） 

・ホテルスタッフとの相談はリーダー看護師が行い、何かあればリー

ダー看護師から県看護協会に連絡相談してもらう体制にした 

・宿泊療養施設に入る妊婦対応として、3 市に１人ずつ助産師を嘱託

職員として雇用し配置した(勤務できない日はオンコールで相談対

応) 

・クラスター発生時に備え派遣の登録制にした（F 県、県看護協会、双

方から各病院に依頼。事前に登録する仕組みで現在 36～40 名近く登

録されている） 

・令和４年 4 月に精神科でクラスターが発生した時には、登録してい

る精神科病院からすぐ派遣することができた 

・受援を経験した看護部長が、どうやって受援体制作っていけばよい

か、ご自身の経験を情報発信してくれた 

③人材育成： 
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・宿泊療養施設で働く人への教育支援（ホテルの職員が感染しないよ

うに全員に研修を行い個人防護具の着脱、ゾーニングなどの研修を何

度も実施した） 

④連携・コミュニケーション： 

・宿泊療養施設との連携は、看護師に 1 人 1 台スマートフォンを持た

せていたので、何か相談がある場合は、LINE や電話で県看護協会に

連絡することになっている 

・宿泊療養施設での問題発生時は、現場のマネージャー看護師から県

看護協会が相談を受け、県と連携・調整しながら問題を解決した 

⑤業務： 

・宿泊療養施設の業務内容や業務範囲などについて県と調整を行った 

・ごみ処理も看護職にお願いしたいという依頼であったが、入所者が

20 名を超えた場合は清掃業者（宿泊療養所の消毒を担当する業者）

にタスクシフトするなど細かい業務についても調整した 

⑥情報： 

・情報共有がスムーズに行えるよう 1 人 1 台スマートフォンを持たせ、

日々の報告や相談は、そのスマートフォンを使ってもらってこちらに

連絡をしてもらう工夫をした 

・リーダー看護師が 17 時頃に業務報告を行い、それを会長に報告して

いた（LINE での報告は常務、専務、担当者全員が見ている） 
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【G 県看護協会】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・医療機関への協力依頼（G クラスター対策班についての医療機関への説明・協力要請） 

・看護職の派遣依頼・調整（G クラスター対策班、E-ナースネット） 

・派遣される看護職に対する不安軽減 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・看護職員応援ネットワーク事業（E-ナースネット） 

事前に登録した医療機関の中から、応援看護職を派遣してもらう医療

機関同士の助け合いのネットワーク 

・G クラスター対策班の活動（クラスター発生施設への専門家の派遣） 

（2）確保および配置・派遣の

根拠 

・G 県 

・G 看護職員応援ネットワーク事業 

（3）確保および配置・派遣の

財源 

・G 県 

（4）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・新型コロナワクチン接種 

・宿泊療養施設 

・クラスター発生施設 

・人手不足となった医療施設（E-ナースネット登録施設） 

（5）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①e-ナースに登録している看護職： 

・新型コロナワクチン接種についてはすぐに集まった 

②各医療機関に所属する看護職： 

・感染管理認定看護師が所属している医療機関から G クラスター対策

班の一員として派遣した 

③独自の人脈により確保した看護職： 

・初期のころは宿泊療養施設勤務の看護職をナースセンターで募集し

ても人が集まらなかったので、個人の人脈で退職して間もない人たち

に電話で打診した 

（6）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・感染管理認定看護師は、自分の本来業務終了後あるいは休日に応援

に行くこともあるので、時間単位でお金を出してほしいという要望

があり、県から支払ってもらっている 

（7）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①クラスター発生時： 

・クラスター発生施設→保健所→県→G クラスター対策班→出動 

②人員不足となった医療機関： 

・医療機関→県→県看護協会→E-ナースネット登録医療機関の中から

派遣調整→派遣 

3）感染拡大時の備え 

・感染拡大前から E-ナースネットがあった（グリーンゾーンや軽症者の応援体制を想定） 

・県看護協会では、６～７年前からリソースナース委員会があり登録してもらっている 
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・東日本大震災後に認定看護師に集まってもらい、災害発生時に各領域で自分たちに何ができるかとい

うようなディスカッションするなど、リソースナースとしての意識づけを行っていた 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・精神科領域では不安で辞めたいという人が非常に多く人材確保が難

しかった 

・医療機関で働く看護職が休みの日に新型コロナワクチン接種で働い

ていた 

・医療機関への応援も金銭的な手当があるとよい 

②体制： 

・E-ナースネットの説明書があるが平時から目を通しておかないとい

ざという時に活用できない 

・感染管理に関する底上げが必要 

・G クラスター対策班は専門家の派遣なので認定看護師は実際に実務

は行わないが、一緒に実務をして欲しいという要望が多い 

・医療施設等の給食や清掃などの関連業者を含めた感染対策を強化す

る必要がある 

③人材育成： 

・感染管理認定看護師だけでは足りないので、リンクナースのように

それぞれの部署で対応できる人材の育成が必要 

・最前線で実務を担う人たちにどこまで感染管理を広めていくかが課

題（上層部だけが感染管理認定看護師からの指導や説明を聞き、現場

で実務を行っている人が聞かないという施設もある） 

④連携・コミュニケーション： 

・当初看護管理者同士で、相談や話し合う機会がなかった。 

・県主催の看護部長教務責任者会議もコロナ禍で中止になった 

・県とはもう少し連携が必要と考えている（大事な会議に看護職がど

れだけ参画できるかが大切だと思うので、看護の課長職も作って欲し

いと思っている） 

・感染管理認定看護師や E-ナースネットは周知不足であり、保健所、

県、看護協会など色々な団体が共通理解をして動いていかなければな

らないと感じている 

⑤業務： 

・通常業務と非常時の業務を平行してできる体制作りが必要 

⑥財源： 

・E-ナースネットは派遣した看護職にかかる費用は派遣要請した医療

機関が負担することになっているためあまり活用されなかった（E-

ナースネット同じような介護職の登録制があるがお金が出る） 

（2）改善例・好事例 ①人材育成： 

・新型コロナウイルス感染症拡大以前から県看護協会では福祉施設や
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中小病院にリソースナースを派遣し研修する人材派遣研修を行って

いる（県からお金はもらってない） 

・感染管理認定看護師 25 名の協力のもと感染の基本的知識（手指消

毒、防護具の着脱、環境、入所者や職員の健康管理、感染症のマニュ

アル、ゾーニング、面会など）に関する DVD を作成し、中小規模の

医療機関や福祉施設に配布した 

5）その他 

＜G クラスター対策班＞ 

（仕組み） 

・クラスター発生施設→保健所→県→G クラスター対策班→出動 

・県の災害コーディネーター医師や、地域の感染症専門医が派遣され、人員不足時は保健所の職員と感

染管理認定看護師が入ることもある 

・医療機関に感染管理認定看護師を派遣要請する際は、複数名いる施設や、施設の感染状況を見ながら

アプローチしている 

・エリア分けし派遣要請のあった施設のエリア内から派遣できるように調整している 

（活動の経緯） 

・精神病院のクラスター発生時に精神科という理由で人材確保できなかった経験から検討協議した 

・DMAT や DPAT も投入したが長期間の応援が必要であり、やめたいという看護職もいた 

・検討前に事前に感染管理認定看護師に対し認定看護師としての活動についてアンケートを取った 

・医師、感染管理認定看護師、保健所がタイアップし資源を有効活用した方が良いのではないかという

ことで、G クラスター対策班の活動を開始した 

（活動前の調整） 

・感染管理認定看護師の派遣には、所属施設の管理者、院長、事務長などの理解と協力が必要なので、

まずは管理者向けの説明会を開催した 

・エリアごとに感染管理認定看護師だけを集めての会議を開催し、活動しやすくするための意見や不

安などの思いをヒアリングした 

・病院管理者と派遣される感染管理認定看護師の双方に事前に説明を行ったことで、協力を得やすい

関係となった 

・看護管理者に電話で相談するなどきめ細かな調整を行うことで、スムーズに出してもらえる関係性

となった 

（活動開始後の取り組み） 

・感染管理認定看護師の報告会を開催し、現在の動向、活動実績、実際に派遣された感染管理認定看護

師の活動報告などを行っている 

・協力への感謝の気持ちを伝える場としても活用している 

＜看護管理者の会議＞ 

（経緯） 

・県主催の看護部長教務責任者会議はコロナ禍で中止されたが、看護管理者はコロナ禍だからこそ看

護管理者同士で相談・協議する場が必要という思いを抱えていた 

（活動） 

・令和２年に看護管理者の会議を開催した（参加しやすいよう夕方に開催） 
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・困っていることや悩みの共有、期待していることなどを議論したが、看護管理者自身のガス抜きにも

なり、悩んでいるのは自分だけじゃないとわかるよい機会となった 

・日本看護協会から地域に必要な人材確保という目的で支援をいただいた 
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【H 県看護協会】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・情報発信 

・人材確保・調整（派遣要請の内容確認、依頼、リスト作成、マッチング） 

・派遣する看護職へのオリエンテーション 

・派遣する看護職の県看護協会での一時雇用手続きの段取り 

・派遣した看護職からの相談対応 

・H 県との調整 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・看護職の人材確保 

（2）確保および配置・派遣の根

拠 

・新型コロナウイルス感染症発生当初から H 県と県看護協会で看護人

材確保の協定を締結（新型コロナウイルス感染症対応のための看護職

員の応援派遣調整に関する協定） 

①保健所の人材確保：保健医療部（保健所の統括課）の委託事業とし

て年単位で受託（県内の保健所へ配置） 

②保健所以外の人材確保：H 県新型コロナウイルス感染症対策本部

からの依頼で調整 

・県外への広域派遣：日本看護協会と県看護協会の間で協定を締結 

（3）確保および配置・派遣の

財源 

・H 県 

（4）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・H 県内の保健所 

・対策本部の管轄施設（クラスター発生施設、重点医療機関、待機ステ

ーション） 

（5）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①自施設職員： 

・当初は、ナースセンター以外の業務はすべて止め、県看護協会の内

部の看護職員（非常勤職員 20 名）が出動していた（看護管理経験の

あるベテランが多いので力を発揮した） 

②e-ナースに登録している看護職： 

・登録している看護職に情報発信した 

③各医療機関に所属する看護職： 

・医療機関の看護部長に 1 件 1 件電話して派遣を依頼した 

④独自の人脈により確保した看護職： 

 ・個人の人脈を活用し一人一人電話をして応援を依頼した 

⑤その他： 

・保健師の人材バンク（退職保健師・潜在保健師の人材バンク事業：

県委託事業） 

（6）確保した看護職の雇用お ・県看護協会で一時雇用したケースもある 
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よび配置・派遣の仕組 

（7）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①保健所： 

・保健師の人材バンクからマッチングの上派遣する 

②新型コロナウイルス感染症対策本部管轄（クラスター発生施設、重点

医療機関、待機ステーション）： 

・本部から県看護協会に依頼が来る 

3）感染拡大時の備え 

・協定を結んだこと以外はない（協定を結んだだけで具体的に人材を確保していたわけではない） 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・看護人材をあらかじめ確保しておくのは非常に難しい 

・県の人材確保の仕組で対応できなくなった時に対応できる人材を派

遣できる体制を確保できるかが課題 

・実践力のある人をどれだけ確保できるか 

②人材育成： 

・潜在看護師の教育（スキルはすぐ身につくものではない） 

・H 県が確保した離職期間が長い潜在看護師の研修を依頼されること

もある 

③情報： 

・情報がないと手段が使えないので正しく情報を取ることが大切 

・行政職は看護の現場のことがよく分からないので提供する情報に不

足がある場合がある 

（2）改善例・好事例 ①人材確保： 

・令和 3年度までは県看護協会が人材確保の多くを請け負っていたが、

現在は H 県看護人材確保班が独自の看護師確保ルートを確立し、グ

ループ LINE を活用して確保している（事前登録制、医療機関で働い

ている人も登録している，スポット派遣も可能，多くは医療的ケアの

少ない高齢者施設や障害者施設に派遣している） 

・現在も、重点医療機関や救急を受けている病院への派遣は、県看護

協会が調整を行っている。 

・第 6 波で県内の医療機関の看護職が 700 人近く感染・濃厚接触者に

なったことがあったが、医療機関からは派遣できなかったため訪問看

護ステーションに協力要請した（協力実績 140 人程度, 時間給を支払

った） 

・訪問看護ステーションが日ごろから地域に根を下ろして活動してい

るということと、依頼時にすぐ対応可否の判断をできる看護管理者

（所長）の裁量がすごく大きかった（施設の選定とシフト表の作成は

県看護協会が行った） 

②連携・コミュニケーション： 

・H 県新型コロナウイルス感染症対策本部にナースセンター長を配置
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したことが円滑な人材確保に繋がっている（必要な情報は自分たちで

取りに行く方が動きはスムーズになるため、県看護協会の職員をぜひ

対策本部に入れて欲しいという経緯） 

・27 の重点医療機関の看護管理者が集まり情報交換する場を設けてい

る（夜間，Web 開催） 
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【I 県看護協会】 

項  目 回  答  内  容 

1）人材調整担当者の役割 

・看護職派遣に係る看護管理者、病院管理者の理解の促進、協力要請 

・人材確保および調整 

・派遣される看護職の不安軽減 

・派遣された看護職の相談対応 

・現場で発生した問題等に関する行政との調整および問題解決 

・業務手順やマニュアル作成等の支援 

2）看護職員確保の具体的な内容およびプロセス 

（1）看護職確保の目的および

事業内容 

・看護職の確保および派遣 

 

（2）確保および配置・派遣の

根拠 

・県からの委託事業 

・広域派遣事業は行っていない（県外からの応援は受けないという県

の方針） 

（3）確保した看護職の配置・

派遣対象施設 

・新型コロナワクチン接種 

・宿泊療養施設 

・医療機関や福祉施設 

・保健所の相談員 

（4）看護職の確保元および配

置・派遣先 

①e-ナースに登録している看護職： 

・新型コロナワクチン接種は e-ナースセンター経由で確保し派遣した 

・人員不足となった病院の求人もナースセンターで出した 

・ダブルワークで空いた時間を使って勤務していた人もいる 

（5）確保した看護職の雇用お

よび配置・派遣の仕組 

・宿泊療養施設の健康観察業務については県看護協会で非常勤職員と

して雇用し派遣した 

・医療機関への派遣で県看護協会が雇用したのは 1 名のみ 

（6）看護職の確保および配

置・派遣のプロセス 

①クラスター発生時： 

・医療機関の看護部長に一斉メールしたこともある 

②人員不足となった医療機関： 

・医療機関から医療機関に派遣した実績は 93 名 

・1 名は看護協会で雇用し派遣した 

・県内の看護管理者に一斉メールし応援を依頼したことがある 

③宿泊療養施設： 

・1 件目の宿泊療養施設の立ち上げ時は県が人材確保を行った 

・宿泊療養施設の健康観察業務は県看護協会で非常勤職員として雇用

し派遣した（30 名ほど、2 年弱） 

3）感染拡大時の備え 

・コロナ禍以前から認定・専門看護師のネットワークづくりを目的に名簿を作っていた 

・有志の I 県看護管理者会（90 人ほどが所属）があり、以前から I 県で課題などを情報交換していたが、
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コロナ禍ではリモート実施している 

・県主催の看護部長が集まる会議が年 1 回あるが、その場を借りて連携をテーマに話し合ってもらって

いる 

4）現状の課題や改善例 

（1）課題 ①人材確保： 

・去年までは病院の方針もあり調整してもなかなか看護職を派遣して

もらえなかった（看護管理者や病院管理者の理解がないと行えない） 

・専門的な看護師の派遣ではなく、一般業務にかかわる看護師の派遣

調整は十分行えていない 

②体制： 

・クラスター発生時など互いに助け合うネットワークができるとよい 

・今後の感染症や公衆衛生に向け看護職のつながりができるとよい 

・保健師のサポートは県看護協会ではあまり行えていないため応援で

きる仕組みがあるとよい 

・新型コロナウイルス感染症対応病院は保健所を交えた会議を行って

いるが、その会議に感染管理認定看護師は入るが、看護部長は入って

いないところが多い 

③人材育成： 

・人材調整担当者には看護管理者とのネットワークを作る力、現場や

看護管理者の課題や悩みを見る力・聞く力、まめな対応力が必要 

・人材調整を行える人材を育成する必要がある（ナースセンターは確

保はできるが調整は行えない） 

（2）改善例・好事例 ①人材育成： 

・県看護協会独自で研修などは行っていないが、感染対策の研修はナ

ースセンターが企画して行っている（新型コロナワクチン接種の研修

なども含め） 

・令和 4 年度は高齢者施設で働く看護職を対象に、新型コロナウイル

ス感染症の新しい情報を盛り込んだ研修をナースセンターが行って

いる 

・I 県は、保健師の看護協会入会率全国に比べると高く（60 数％）保

健師職能委員会もあり新人や中堅の研修も行っている 

②連携・コミュニケーション： 

・看護管理者や病院管理者の理解がないと、派遣に協力してもらえな

いため、管理者たちへの説明や情報交換会のための会議を複数回開催

した 

・I 県内の看護管理者のメーリングリストの作成を行っている 

 



令和 5 年 3 月 28 日 
                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名  横浜市立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  相原 道子        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部看護学科・教授                                 

    （氏名・フリガナ） 叶谷 由佳・カノヤ ユカ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 

 
令和 5 年 3 月 28 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名  横浜市立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  相原 道子        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部看護学科・准教授                                 

    （氏名・フリガナ） 土肥 眞奈・ドイ マナ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 

 
令和 5 年 3 月 28 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名  横浜市立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  相原 道子        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部看護学科・准教授                                 

    （氏名・フリガナ） 有本 梓・アリモト アズサ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 

 
令和 5 年 3 月 28 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名  横浜市立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  相原 道子        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部看護学科・講師                                 

    （氏名・フリガナ） 丸山 幸恵・マルヤマ ユキエ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 

 
令和 5 年 3 月 28 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名  横浜市立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  相原 道子        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部看護学科・助教                                 

    （氏名・フリガナ） 金田 明子・カネダ アキコ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■  無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □  無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 

 
令和 5 年 3 月 28 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名  横浜市立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  相原 道子        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部看護学科・助教                                 

    （氏名・フリガナ） 南﨑 眞綾・ミナミサキ マアヤ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■  □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



 

 
令和 5 年 4 月 13 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名 国立大学法人東海国立大学機構 

 
                      所属研究機関長 職 名 名古屋大学医学部附属病院長 
                                                                                      
                              氏 名  小寺 泰弘          
 

   次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

等の管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名）    卒後臨床研修･キャリア形成支援センター・教授                                

    （氏名・フリガナ）  秋山 智弥・アキヤマ トモヤ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



 

 
令和 5 年 4 月 13 日 

                                         
厚生労働大臣  殿 

 
                                                                             
                              機関名 国立大学法人東海国立大学機構 

 
                      所属研究機関長 職 名 名古屋大学医学部附属病院長 
                                                                                      
                              氏 名  小寺 泰弘          
 

   次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

等の管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名   新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における看護職員確保及び人材調整の実態把握

 についての調査研究                                                            

３．研究者名  （所属部署・職名）    卒後臨床研修･キャリア形成支援センター・教授                                

    （氏名・フリガナ）  秋山 智弥・アキヤマ トモヤ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 横浜市立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


